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１ 議 事 日 程（４日目） 

   〔平成22年太宰府市議会第１回（３月）定例会〕 

                                    平成22年３月11日 

                                    午 前 1 0時 開 議 

                                    於 議 事 室 

 日程第１ 一般質問 

一般質問者【個人質問】及び質問項目一覧表 
 

順位 
質 問 者 氏 名 

( 議 席 番 号 ) 
     質     問     項     目 

１ 
長谷川 公 成 

（３） 

1. グラウンドの改良について 

  市内の校庭、園庭、公園等のグラウンドを芝生化できないか。ま

 た、今までに芝生化について調査、研究をしたことはあるか。 

２ 
武 藤 哲 志 

（19） 

1. 子ども手当支給について 

  国1,028,066千円、県142,466千円の支出金に対し、一般会計の負

 担金及び支給対象者に対する問題点と市税等の未納者に対する対応

 について 

  どのように執行するのか。 

2. 職員の退職に対応する採用と任用について 

  毎年退職者が増加している。今後の採用計画と任用、派遣、嘱託

 制度や指定管理者を直営に戻す計画について伺う。 

３ 
村 山 弘 行 

（16） 

1. ＡＥＤの総括的管理システムの導入について 

  市内に設置してあるＡＥＤ（官・民）の情報を管理する主幹を決

 め、市内のどこからでも迅速にＡＥＤを案内し、緊急時の救急救命

 の市民意識向上を図るべきと思うが、市の姿勢を伺う。 

2. ＬＥＤの市庁舎への導入を積極的に図り、環境問題とりわけＣＯ2

 削減の先進地になる取り組みについて 

  施政方針の中にもあるが、本庁舎へＬＥＤを段階的に導入し、

 ＣＯ2削減に向けての取り組みをすることによって、ＣＯ2の削減及

 び財政負担の軽減を図るべきと思うが、市の姿勢を伺う。 

４ 
藤 井 雅 之 

（２） 

1. 公契約条例の制定について 

  公契約条例の制定を求めて、本市の基本認識を伺う。 

５ 
中 林 宗 樹 

（８） 

1. うつ病対策について 

  うつ病患者が近年増加し、また、自殺原因でも大きな割合を占め

 ていると言われるが、本市での取り組みについて伺う。 

2. 地球温暖化対策について 

  鳩山政権では、温室効果ガスを2020年までに1990年比25％削減を

 公表しているが、本市の取り組みについて伺う。 
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3. （仮称）高雄公園の利用方法について 

  高雄地区住民待望の（仮称）高雄公園が３月末には完成するが、

 公園内の多目的広場の利用方法について伺う。 

６ 
橋 本   健 

（７） 

1. 文化とスポーツの振興について 

  文化活動は心を癒し、スポーツは心身を爽快にさせ、いずれも生

 涯を通して心の糧となり、人生をより豊かにしてくれる。 

 （１） 文化活動の育成支援として文化振興基金の創設はどうなっ

    たのか、また、今後の振興計画について伺う。 

 （２） 体育協会傘下のスポーツ団体や総合型地域スポーツクラ

    ブ、また一般利用者から様々な不満の声を聞くが、本市のス

    ポーツ施設や設備は十分とは言い切れない。 

     総合体育館も望まれてはいるが、市民ニーズヘの対応をど

    うするのか、これから策定される第五次総合計画のスポーツ

    振興の計画と目標について伺う。 

７ 
門 田 直 樹 

（９） 

1. 国分台入口の道路整備事業について 

  住民説明会の後、一向に進展が見られない。進捗状況を伺う。 

８ 
福 廣 和 美 

（18） 

1. 安全・安心なまちづくりについて 

 （１） 水城ヶ丘入り口交差点への信号機設置について 

 （２） 下大利団地に向かう歩道について 

2. 水城跡の整備について 

  水城跡の今後の具体的な整備計画と堤防本体の伐採計画について

3. 防災対策について 

  水城台団地一帯の史跡地の安全対策について 

２ 出席議員は次のとおりである（１９名）        

  １番   田 久美子 議員         ２番  藤 井 雅 之 議員 

  ３番  長谷川 公 成 議員         ４番  渡  美 穂 議員 

  ５番  後 藤  晴 議員         ７番  橋 本   健 議員 

  ８番  中 林 宗 樹 議員         ９番  門 田 直 樹 議員 

  10番  小  道 枝 議員         11番  安 部 啓 治 議員 

  12番  大 田 勝 義 議員         13番  清 水 章 一 議員 

  14番  安 部   陽 議員         15番  佐 伯   修 議員 

  16番  村 山 弘 行 議員         17番  田 川 武 茂 議員 

  18番  福 廣 和 美 議員         19番  武 藤 哲 志 議員 

  20番  不 老 光 幸 議員 

３ 欠席議員は次のとおりである 

   な   し 

４ 地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（２８名） 
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  市    長  井 上 保 廣        副  市  長  平 島 鉄 信 

  教  育  長  關   敏 治        総 務 部 長  木 村 甚 治 

          三 笠 哲 生        市民生活部長  松 田 幸 夫 

  健康福祉部長  松 永 栄 人        建設経済部長  新 納 照 文 

          宮 原 勝 美        教 育 部 長  山 田 純 裕 

  総 務 課 長  大 薮 勝 一        経営企画課長  今 泉 憲 治 

  管 財 課 長  轟     満                諌 山 博 美 

  市 民 課 長  木 村 和 美        納 税 課 長  高 柳   光 

  環 境 課 長  篠 原   司        福 祉 課 長  宮 原   仁 

  保健センター所長  和 田 敏 信        子育て支援課長  原 田 治 親 

  都市整備課長  神 原   稔        建設産業課長  伊 藤 勝 義 

  上下水道課長  松 本 芳 生        教 務 課 長        木 村 裕 子 

  学校教育課長  小 嶋 禎 二        生涯学習課長  古 川 芳 文 

  文 化財課 長  齋 藤 廣 之        監査委員事務局長  井 上 義 昭 

５ 職務のため議事室に出席した事務局職員の職氏名（５名） 

  議会事務局長  松 島 健 二        議 事 課 長        田 中 利 雄 

  書    記  浅 井   武        書    記  花 田 敏 浩 

  書    記  茂 田 和 紀 

        

 

協 働のま ち 
推進担当部長 

会計管理者併 
上下水道部長 

協 働のま ち
推 進 課 長 
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              再開 午前10時00分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（不老光幸議員） 皆さんおはようございます。 

 定刻になり、出席議員も定足数に達しておりますので、ただいまから休会中の第１回定例会

を再開します。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 議事日程はお手元に配付しているとおりです。 

 議事に入ります。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１ 一般質問 

○議長（不老光幸議員） 日程第１、「一般質問」の個人質問を行います。 

 ３番長谷川公成議員の個人質問を許可します。 

              〔３番 長谷川公成議員 登壇〕 

○３番（長谷川公成議員） 皆さんおはようございます。 

 ただいま議長より一般質問の許可をいただきましたので、通告しておりましたグラウンド改

良について伺います。 

 近年、我が国では子供の体力低下が深刻な問題として取り上げられています。文部科学省が

行っている体力・運動能力調査によると、子供の体力、運動能力は、昭和60年ごろから現在ま

で低下傾向が続いています。現在の子供の結果を、その親の世代である30年前と比較すると、

ほとんどのテスト項目において、子供の世代が親の世代を下回っているそうです。 

 一方、身長、体重など、子供の体格についても同様に比較すると、逆に親の世代を上回って

いるそうです。このように、体格が向上しているにもかかわらず、体力・運動能力が低下して

いることは、身体能力の低下が深刻な状況であることを示していると言えます。 

 また、最近の子供たちは靴のひもを結べない、スキップができないなど、自分の体を操作す

る能力低下も指摘されているそうです。子供の体力の低下は、将来的に国民全体の体力低下に

つながり、生活習慣病の増加やストレスに対する抵抗力の低下などを引き起こすことが懸念さ

れ、社会全体の活力が失われるという事態に発展しかねません。体力は、人間のあらゆる活動

の源であり、健康な生活を営む上でも、また物事に取り組む意欲や気力といった、精神面の充

実にも深くかかわっており、人間の健全な発達、成長を支え、より豊かで充実した生活を送る

上で大変重要なものです。こうしたことから、子供の時期に活発な身体活動を行うことは、成

長、発達に必要な体力を高めることはもとより、運動、スポーツに親しむ身体的能力の基礎を

養い、病気から体を守る体力を強化し、より健康な状態をつくっていくことにつながります。

したがって、子供の心と体と知性がバランスよく成長、発達するよう、子供のころから積極的

に健全に発達を図ることが大切になるということが言われています。 

 そこで、今回はグラウンド改良に伴い、文部科学省も提唱している、子供たちがけがを怖が
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らずに体を動かすことが促される校庭芝生化を提案させていただきます。 

 １、本市の屋外グラウンド、特に校庭を見てみると、水はけが悪く、でこぼこが目立ち、何

度砂を入れて整備しても雨で流され、風で飛ばされしています。このような状態が続くなら

ば、大規模改修に伴い芝生化にすべきだと思いますが、市長のお考えを伺います。 

 ２、梅林アスレチック公園の芝生を整備すべきだと思いますが、手入れに時間、お金がかか

ると言われ、きれいな状態ではありません。その後、他の自治体等に調査研究をしたことがあ

るか伺います。 

 以上、１項目について伺います。 

 なお、再質問は自席にて行います。 

○議長（不老光幸議員） 市長。 

○市長（井上保廣） 校庭等の芝生化につきましては、転んでもけがが少ないことでありますと

か、あるいは夏の猛暑ではヒートアイランド現象の緩和、あるいはまた土ほこりが立たなくな

ったり、水たまりができにくくなったりなどのメリットはあろうかと思います。緑のじゅうた

んの上で運動やスポーツに親しむことは、非常にすがすがしく、特に育ち盛りの子供たちの豊

かな心と身体をはぐくむには効果的であると思っております。 

 ただ一方では、土に触れる、あるいは土に親しむということにつきましては、情緒面あるい

は発育効果が期待できますし、芝生化は初期投資に多額な予算を要し、校庭等を一定期間閉鎖

する必要がございます。また、維持管理に関しましても、刈り込みでありますとか、あるいは

草取り、あるいは水やり等が必要となりまして、これらの経費も見込んでおく必要がございま

す。校庭等の芝生化等につきましては、そのよさを十分認識しておりますけれども、実施に当

たりましては課題もありますことから、今後の検討課題とさせていただきたいと思っておりま

す。 

 なお、詳細につきましては、担当部長のほうから説明をさせたいと思います。 

○議長（不老光幸議員） 建設経済部長。 

○建設経済部長（新納照文） それでは、公園等の芝生化についてご回答を申し上げます。 

 太宰府市内におきましては、大規模な公園といたしまして、地区公園と街区公園が合わせま

して４公園ございます。これらの公園の多目的広場につきましては、開園時に芝生化しており

ましたけども、現在では梅林アスレチックスポーツ公園を含め、３公園で芝生を整備しておる

ところでございます。これ以外の小規模な街区公園につきましては、公園の芝生化につきまし

て調査研究したことはございませんが、街区公園を芝生化する上での大きな問題点は、財政的

要件もございますが、施工後の維持管理の問題が考えられます。市の公園緑地管理要綱におい

て、街区公園の清掃、除草等の維持管理は受益地区で行うようになっておりますので、そこで

芝刈りとか、あるいは肥料をあげたり、水をまいたり、草を刈ったり、いろんなところを行政

区のほうへお願いすることになります。 

 このようなことから、公園の芝生化につきましては、公園の現状、面積、日照の関係、また
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利用内容、利用者数、そして行政区自治会の維持管理体制など、いろいろな観点から今後の検

討課題であろうと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（不老光幸議員） ３番長谷川公成議員。 

○３番（長谷川公成議員） ありがとうございます。 

 それでは、まず体力面ですね。なぜここまで子供の体力が低下したかと申しますと、これは

文部科学省が行っている体力・運動能力調査からの体力低下の原因ですが、やっぱり保護者を

初めとする国民の意識の中で、外遊びやスポーツの重要性を学力の状況と比べ軽視する傾向が

進んだことにあると考えられるそうです。また、生活の利便性や生活様式の変化は、日常生活

における体を動かす機会の減少を招いているそうです。 

 さらに、子供が運動不足になっている直接的な原因として、次の３つを挙げることができま

す。 

 １、学校外の学習活動や、室内遊び時間の増加による、外遊びやスポーツ活動時間の減少。 

 ２、空き地や生活道路といった、子供たちの手軽な遊び場の減少。 

 ３、少子化や学校外の学習活動などによる仲間の減少。 

 これら３つが挙げられ、今日の社会においては、屋外で遊んだり、スポーツに親しむ機会を

意識して確保していく必要があり、特に保護者が子供を取り巻く環境を十分に理解し、積極的

に体を動かす機会をつくっていく必要があり、またよく食べ、よく動き、よく眠るという、健

康３原則を踏まえた基本的な生活習慣を身につけることも重要であると言われています。 

 そこでですね、現在の放課後の状況ですね。子供たちの様子を見たままに話します。 

 小学校で見かける子供たちの中に、野球やサッカー等をしてグラウンドを使っている子供た

ちは数人ですね。遊具で遊んでいる子も数人います。仮に50人くらい放課後校庭に集まってき

て、大半は何をしているかと見たら、男の子の大半はですね、携帯ゲームやカードゲームをし

て遊んでいるんですよ。公園もそうですね。外には出ているんだけど、遊んでいるのは家の中

でできるゲームですね。雨が降った後の放課後は、当然ですけど、だれひとりとしていませ

ん。グラウンドコンディションが悪く、水たまりだらけで遊べませんから。ましてや、はだし

で遊ぶ子供は見たことがありません。 

 前置きが長くなりましたが、芝生化のメリットとしてはですね、まず１つずつ言っていきま

すが、土や砂が散らない、要するに砂の飛び散りや土砂の流れ出しを防ぐということですね。 

 この土砂の流出に関しては、私も少年ソフトボールのコーチをしていますのでよくわかるん

ですが、雨で流れ出したところを何度も土砂を入れてですね、整備するんですよ。きれいに、

川になったところやら、イレギュラーして危なそうなでこぼこなところをですね。でも、結局

雨が降って、見てみたら、また川になってすべて流れているんですね。これは、毎回毎回やっ

ても同じことで、きれいにトンボもかけるんですけど。また土がなくなったら、電話をして行

政のほうに土を入れてもらうようにしているんですが、何回も何回も同じことを繰り返すっ



－139－ 

て、非常にもったいない気がします。グラウンド全体をですね、やりかえるしか方法はないと

思うんですが、今後のグラウンドに関して、改修される予定などありますか。 

○議長（不老光幸議員） 教育部長。 

○教育部長（山田純裕） 今おっしゃいましたように、大量に雨が降った場合につきましては、土

砂の流出というは確かにございます。現在は、部分的に土を入れて、補修を行っております。

土の現在のグラウンドでございましたら、どうしてもこの作業が必要ということで、繰り返し

になるということはやむを得ないというふうに思ってます。 

 費用等の面もございまして、今のところはそういった現状で動かさせてもらってます。 

 以上です。 

○議長（不老光幸議員） ３番長谷川公成議員。 

○３番（長谷川公成議員） もう毎回毎回やっているんで、ちょっとやるほうもですね、かなり労

働力で疲れたりはするんですが、芝生化にすれば雨の日でも水はけがいいということで、僕は

ぜひ行っていただきたいと思うんですが。 

 次に、地球に優しいヒートアイランドの軽減というのが言われます。ヒートアイランドの軽

減や温暖化の抑制につながる。やはり、夏場はですね、照り返しで非常にまぶしくて、目に悪

いんですね。おまけに、地面が熱を吸収しているため、とにかく暑いんですよ。これによって

熱中症を引き起こす原因となり、非常に危険でですね、子供たちが家から外へ出ないんです、

家の中から外。結局、外へ出る機会が減って、私は体力低下につながっていると思うんです

ね。せっかくグラウンドがあるのに、遊ばないではなくて遊べないと思うんですね。この子供

の体力低下に関してはどのようにお考えですか。 

○議長（不老光幸議員） 教育長。 

○教育長（關 敏治） 先ほど議員指摘のように、いろんな調査結果、その他から、子供たちの体

力が非常に低下状況にあるということはそのとおりだと思っておりますし、非常に大きな課題

だと思っております。 

 そういうわけでございますので、教育委員会といたしましてもこの体力向上に関しまして、

いろいろ取り組んでいかねばならないというふうに思います。 

 ただですね、この体力、知・徳・体と言われますが、特に体力、それから徳育等について

は、学校教育だけではなかなか難しさがありますだけに、ご家庭とか、地域との協力というも

のが非常に重要になっております。もちろん、学校でも取り組んでもらわなくてはならないと

思います。 

 そういう中でですね、先ほどスポーツ、遊びの話が出ましたけれども、やはり体力向上につ

いては、生活規則とかですね、または子供たちがご家庭で手伝いをするとかの、そういう日常

的なですね、動きというものもまた非常に重要な要素ではないかと思っております。その辺の

ことをですね、保護者の方々ともご協力いただきながら、体力向上を図っていったらというふ

うに考えているところでございます。 
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 以上です。 

○議長（不老光幸議員） ３番長谷川公成議員。 

○３番（長谷川公成議員） ありがとうございます。 

 体力向上は、僕はちっちゃいときよく遊んでたんで、体力的にはちょっと自信があるという

か、はい。なので、やっぱりお手伝いも大事でしょうけど。 

 あと、最近朝通学している子供たちを見ると、やっぱり車で行く子も増えてますね。そうい

う子たちも増えているんで、体力低下につながっていると思うんですけど、一番通学するとい

うことで、グラウンドが１番目の前にあって、それでいかに子供たちを遊ばせるということ

が、私は非常に学校にいる時間も長いからですね、大事だと思うんで、ぜひ取り組んでいただ

きたいと思うんですが。 

 今度、私メリットをちょっといっぱい今日は用意してきたんで、ぜひ聞いていただきたいと

思います。 

 次に、転んでも、はだしになっても痛くない。砂のグラウンドに比べてですね、こけたりし

たときにもすりむいたりすることがそんなにないんですね。やっぱり、すりむくけがをしない

ということは、思いっきり動き回れて気持ちよく遊べるため、外遊びが好きになることは私は

間違いなしと思うんですよ。やっぱり、外で思いっきり遊ぶということは、けがを恐れず遊べ

ますので、活発な運動が増え、体力がアップすると言われております。グラウンドを芝生化に

してから、子供たちの50ｍ走のタイムが、各年齢で以前よりも平均で大体１秒、速くなった子

が２秒も速くなっているそうです。全国学力テストの結果と全国体力テストの結果を参考に見

てみますと、学力は秋田県が１位、福井県が２位となっています。体力は、男女とも福井県が

１位、秋田県が２位となっています。ちなみに、福岡県はですね、学力においては31位。下か

ら数えたほうが早いですね。体力は、男子が38位、女子が41位。こちらも下から数えたほうが

早いです。なお、体力は小学生のみを参考にしています。 

 この結果を見てみますとですね、学力と体力は関係性が非常に強く、先ほど申しましたとお

り、よく食べ、よく動き、よく眠るという健康３原則を踏まえた基本的な生活習慣を身につけ

ることが非常に大事ということになってきます。外に出ても、ゲーム中心で体を動かさないた

め、おなかも減らない、疲れもしない、まさに私はこれ不健康３原則を今の子供たちは行って

いるように見えます。この現状を市としてはどのようにお考えですか。 

○議長（不老光幸議員） 教育長。 

○教育長（關 敏治） スポーツの結果を見ていますと、学力もそういう傾向があるんですが、非

常に二極化が起こっている。非常に運動をたくさんし、運動能力も高い子供さんもおられるか

と思いますと、反面ほとんどスポーツをしなくて、ご指摘のようにじっとしているというよう

な状況の子供さんもおられるというのが現状ではないかと思っております。ですから、ご指摘

のようにですね、右か左かというのは、決めつけるというのは、簡単に割り切るというのは難

しさがあるんじゃないかと思いますが、そういう余りスポーツに親しまない子供さんたちに、
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または動かない子供さんたちに、どういうふうにしてよりスポーツに親しんでもらうか。学校

でするのは時間内でも限りがありますので、先ほど申しましたように、その辺のスポーツをし

ないことの重要性というんですかね、非常に体の成長にとって余りよろしくないということの

認識を、子供自身も、また保護者の方にもよく理解していただいて、先ほど通学に車乗るとい

う話も出てましたけれども、非常に日常生活でやっぱり運動に親しむような、そういうふうな

意識を図ることと、それから実際に動けるようにしていくということが大事じゃないかと思っ

ております。 

 現在ですね、やっぱりゲームをするなとか、またはこうしてどうこうするなというような否

定的な決めつけだけではうまくいかないから、おっしゃるように、ゲームする時間はゲームを

するけど、運動する時間は運動するというような、その生活のリズムというのが大事だという

ふうに思っておりますので、そういうことを含めながら、保護者の皆様方とも相談しながら進

めてまいったらと思っております。 

○議長（不老光幸議員） ３番長谷川公成議員。 

○３番（長谷川公成議員） 教育長のご答弁で、私はゲームをすべてだめだと言っていることじゃ

なくて、私は実際にゲームで数㎏やせた経験が去年ありますもんですから、そういうことで、

雨の日はいいかもしれませんが、外で親しめる、外に出て遊んでもらいたいんです。スポーツ

とは違う外遊びで元気になってもらいたい。そうすると、体力も向上するんじゃないかなとい

うことでちょっとお話をさせていただきました。 

 やはり、子供たちがですね、積極的に外遊びができる環境づくりがいかに大事かですね、ま

だまだありますので。 

 次にですね、ストレスの軽減が挙げられるそうです。思いきり走り回ることでストレスが発

散でき、緑の芝生が目に優しいことから、精神的にも安定すると言われ、景観の向上によるい

やし、いじめが減ったという例もあるそうです。昔は、視力がちょっと落ちたりするとです

ね、遠い緑の山を見なさいとか言われたことないですかね、皆さん。私はあるんですよ。それ

で、私は緑を、外に出てよく遊んでましたので、よく見てましたので、おかげさまで視力はい

いみたいです。こういったですね、ストレスが発散でき、いじめが減る、またはなくなるとい

うことになればですね、教育現場としては非常にすばらしいことだと思われます。ここでです

ね、芝生化した施設の声をちょっと聞いていただきたいと思います。 

 まず、子供たちの声としてですね、芝生化した学校の児童108人に聞きました。芝生化の運

動場をどう思いますか。大好き67％、まあまあ好き18％、普通11％、少し嫌い４％。大好き、

まあまあ好きというふうに答えた子は、108人のうちのパーセンテージでいうと85％だったそ

うです。 

 次に、保護者の声ですね。芝生化した学校の児童の保護者62人に聞きました。校庭の芝生化

後、子供たちの様子に遊びが増える等の変化は見られますか。大いに見られる47％、少し見ら

れる34％、ほとんど見られない18％、無記入１％。大いに見られる、少し見られるを足すと
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81％、８割以上ですね。 

 次、教職員の声。芝生化した学校の教職員16人に聞きました。校庭の芝生化後、子供たちの

様子に遊びが増えるなどの変化は見られますか。大いに見られる94％、少し見られる６％。こ

れが、実際の現場の声であります。このようにですね、子供、保護者、教職員の声を、現場主

義を掲げられている市長にはわかっていただきたいと思います。 

 次にですね、ストレス解消もあるんですが、まだたくさんあります。 

 次に、地域コミュニティの創出。 

 芝利用や芝生管理を通して、まちづくりの貢献、芝生化による意識の向上、地域への愛着な

どがあります。このほかに、芝生には騒音を吸収する働きや多量の温室効果ガスの吸収や、大

量の酸素の放出、アレルギー原因となる花粉や胞子、ちりの吸着などもあるそうです。参考ま

でに申しますけども、2009年インフルエンザ流行時に、土のグラウンドだった小学校は休校に

なったそうです。芝生化されたグラウンドの小学校の児童は、インフルエンザにかかった子は

わずか１人だったそうです。この自治体の教育委員会は、この因果関係は認めてないそうで

す。 

 今私が述べただけでも、相当なメリットがあると思われますが、市としてこのすばらしいメ

リットをいかがお考えですか。 

○議長（不老光幸議員） 教育長。 

○教育長（關 敏治） 芝生によるすばらしさということを十分聞きました。 

 物事というのは、確かにメリットとデメリットが両面あるというのが物事じゃないかなと思

っておりまして、確かにメリットだけを強調するとそういうことになるかもしれませんが、そ

うじゃない側面もやっぱりあると思いますので、最初市長が申しましたように、やっぱり十分

検討しなくちゃならないことではないかと思っております。 

 もちろん、お金の問題、その他もついて回ってきますけれども、例えば私が見ました芝生化

されたところは、そんなに広いグラウンドじゃなかったんですが、例えば学校全体を本当に芝

生化できるのかどうかですね。先ほど、砂の流れがありましたけど、雨が降れば当然水は流れ

るわけですので、そうするとどっかがほげてくるところが当然出てくる。芝生だからできない

ということはないだろうという気もいたしますので、そういういろんな面を考えさせていただ

きたいなと思います。いろんなご意見ありがとうございます。 

○議長（不老光幸議員） ３番長谷川公成議員。 

○３番（長谷川公成議員） 私は、この芝生化についてですね、資料をたくさん出して調べました

ところ、１番はやはり経費の問題が、市長先ほど言われましたように、真っ先に言われると思

ったんです。それでは伺いますけども、グラウンドの改修を行った場合、小学校のグラウンド

で一番大きい水城西小学校のグラウンドが1万2,600㎡なんですが、これ土のグラウンドを改修

するとして、全部、もう余りひどい、水はけも悪いということで、排水管などあると思います

が、そういうのをすべてやったとしてですね、グラウンド改修に伴い、県や国からの補助金は
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出るんですか、伺います。 

○議長（不老光幸議員） 教育部長。 

○教育部長（山田純裕） 水城西小学校のグラウンドの改修につきまして、幾らぐらいかかるかと

いうことでございますが、試算をいたしましたところ、およそ2,000万円程度かかるものとい

うふうに思っております。 

 改修内容は、暗渠、排水管の新設及びグラウンド表土の整備等でございます。 

 また、補助金の関係でございますけども、屋外教育環境の整備につきましての補助金は、１

校当たり1,000万円の事業量を対象といたしまして、6,000万円を限度といたしております。補

助金、つまり交付金の算定割合につきましては３分の１ということになります。 

 以上です。 

○議長（不老光幸議員） ３番長谷川公成議員。 

○３番（長谷川公成議員） 芝生化事業についてはですね、文部科学省が平成７年から屋外教育環

境整備事業として300㎡以上を対象に補助金を出しています。平成20年度までに芝張りを実施

した学校、幼稚園は399校あり、本市に最も近い場所で佐賀県の鳥栖市、弥生が丘小学校があ

ります。このグラウンドはですね、1,189㎡行っております。もし調査されるときに参考にさ

れるといいと思います。 

 こういった補助金、屋外教育環境整備事業としてですね、執行部のほうで調査などされたこ

とございますか。 

○議長（不老光幸議員） 教育部長。 

○教育部長（山田純裕） 平成９年度に緑の教育施設づくりといたしまして、水城小学校と太宰府

小学校の花壇植栽等の整備をいたしましたが、それ以降につきましては、植栽等の整備に関し

て、補助金を活用した新たな整備はいたしておりません。なお、芝生化事業単独での補助金に

関しての調査はいたしておりません。 

 以上です。 

○議長（不老光幸議員） ３番長谷川公成議員。 

○３番（長谷川公成議員） 私ですね、ちょっと独自に調査したところ、来年度もこれに対する助

成金が延長されると聞きました。しかし、現在行われてます事業仕分けでどうなるかはっきり

わからないと言われたんですが、何かこれとは別に補助金や助成金が出る方法ないですかと尋

ねました。そうすると、スポーツ振興くじ、ｔｏｔｏですね、これがあるようです。今後はで

すね、こういったものを活用して、前向きに検討していただきたいと思います。 

 参考までに、この芝生化の施工方法をちょっと紹介したいと思います。 

 芝生化の事例なんですが、これは鳥取県境港市立誠道小学校というのがあるんですけど、ポ

ット苗移植法、芝生化費用。ポット苗、芝刈り機、スプリンクラー、電動ポンプ、肥料種子散

布機など、１㎡当たりですね、1,000円程度でできるそうです。今申し上げたとおり、平成

20年度鳥取県の境港市立誠道小学校での事例なんですが、ここは3,000㎡平成20年度に行いま
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して、年間運用費は30万円です。その内容はですね、芝刈り機の燃料、水道代、肥料、冬芝の

種など。実施体制といたしましては、学校、地域が維持管理作業等を行っているそうです。あ

とは教育委員会が費用負担、管理上のトラブルを解決などしているそうです。今申し上げた内

容でですね、費用面はおわかりになられたと思いますが、年間運用費をもっと安くする方法も

あります。１㎡90円でできたとしますと、水城小学校では全体で65万5,380円。これは１㎡当

たり90円はですね、高いんですよ。もっと安くするなら、50円とか20円でもできるんですね。

水道代はというと、雨水をためて使ったり、芝生につきましては、種類の中でも繁殖力が強

く、水や肥料が少なくて済む種類のバミューダグラス、ティフトン芝というのがあり、この芝

生は雑草に近くですね、刈りそろえることでほかの草を追い出す繁殖力があるそうです。いろ

んな自治体の資料を見ていますと、芝生化事業においてどこの自治体も参考にしているところ

があります。それは鳥取県です。ここで、鳥取方式というやり方をですね、ちょっと紹介した

いと思います。 

 鳥取方式の芝生化とは、屋外での遊びやスポーツをするのに、転んでも痛くなく、けがの心

配もない天然芝生は、思いっきり動き回れるので、土のグラウンドよりずっと楽しい。特に、

子供にとって一番身近にある広場、プレーグラウンドは、学校、保育所、幼稚園を含めての校

庭であり、体を動かす楽しさと、基本動作を覚える貴重な場所であり、この校庭を芝生化する

意義は大きいと考えている。校庭や近所の公園などの広場には、ゴルフ場や競技場のように

隅々まで手入れされた高度な芝生は必要ではないと考えており、年間維持管理経費が㎡当たり

20円から100円程度の芝生を導入することを提案しているそうです。この場合の芝生管理は、

芝刈り、堆肥、肥料のやりですね。かん水が中心で、原則として、除草や薬剤散布は一切行い

ません。もちろん、利用内容、競技レベル、利用頻度が高度になると、グラウンド造成費や芝

生の維持管理費も高くなりますが、鳥取方式ではそれぞれのケースに応じて、最適な造成法と

維持管理内容を選択して提案していますというのがあるんです。鳥取方式ですね。 

 このやり方を用いるとですね、梅林アスレチック公園も、できた当時のように見事な芝生に

もよみがえることでしょう。 

 それではですね、梅林アスレチック公園の芝生面積と指定管理制度を行っているのか、お尋

ねいたします。 

○議長（不老光幸議員） 建設経済部長。 

○建設経済部長（新納照文） まず、芝生の面積ということでございますけども、梅林アスレチッ

クスポーツ公園の多目的広場の総面積は1万3,800㎡ございまして、その中で芝生化しているの

が約7,900㎡でございます。 

 また、指定管理ということでございましたけども、実はこれは平成17年３月まで指定管理を

採用しておりましたけども、それ以降は直営でございます。 

○議長（不老光幸議員） ３番長谷川公成議員。 

○３番（長谷川公成議員） ありがとうございます。 
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 非常にこういうやり方でやればですね、7,900㎡なんで、そんなに経費もかからなくて私は

できるんじゃないかなと正直言って思いました。 

 仮称高雄公園も今度新設されて、４月にオープンされますが、一番の芝生化の箇所があると

いうふうに聞き及んでおります。きちんとですね、こういうやり方があるというのをぜひ取り

入れていただいて、前向きに検討していただいて、維持管理を行っていただきたいと思いま

す。そうしないと、もったいないんですね。せっかく芝生を植えても、そのままもうだめにな

ってしまうのがですね。 

 公園のことについてちょっと言いますが、福岡の天神に県営天神中央公園というのがありま

す。福岡市役所の裏というか、アクロス福岡の前ですね。ここもですね、立派な芝生の公園が

あるんですよ。この公園の芝を管理している方に資料をいただきました。この公園を管理して

いる方は、月隈パークゴルフ場って、飛行場のところにもあるところも一応管理はされている

そうなんですね。資料をいただいたんですが、この天神中央公園は、この業者指定管理者なん

ですけども、行っているわけですが、公園の面積が3万1,075㎡、このうち芝面積は4,360㎡で

すね。管理内容につきましては、年間芝刈り８回、肥料やり３回、芝防除１回、目土１回、エ

アレーション１回。あと木のところに生えている草は手で取っているそうです。手取り除草随

時。水やりに関してはですね、状況に応じて行い、主に夏場に行っているそうです。これでで

すね、芝生の管理費が年間72万4,500円です。これが高いととられるか、安いと思われるかわ

かりませんが、参考までに述べておきます。 

 正直申しますと、私もこの質問をする前はですね、芝生化どうなんだろう。やっぱり、莫大

な費用がかかるんだろうなというふうに、正直言って予想していたんですよ。いろいろちょっ

と話を聞いていくうちにですね、インターネットなど調べてみると、これならせっかくグラウ

ンド、もう本当にでこぼこでひどい状態なんで、もう一気に変えてしまうんであれば、この市

でもできるんではないかと思いました。やはり、子供から高齢者までがですね、地域で活性化

するなら、年間の運用費は正直言うと安いのではないかと思います。 

 市長にお尋ねいたしますが、今までの内容を精査して、やってみようという気になりません

か。 

○議長（不老光幸議員） 市長。 

○市長（井上保廣） まず、子供たち、ずっと聞いておりました。なかなかそうなればいいなとい

うふうな思いはあります。 

 ただ、優先順位というか、今の課題がございまして、そこまで到達するにはもう少し太宰府

市においては、あらゆる面で充足させる必要があるかなというように思っております。私の経

験でいえば、私は親が構うことなく、自分たちで遊び道具を、時代もそうだったと思いますけ

れども、何ら道具もありませんし、何ていいましょうかね、自然の中に追いやられて、自然の

ままに生きてきた。遊びも創意工夫しながら、あるいは田んぼにも入りながら、そして経験則

的にいろんな、そのまま素足の中でガラス踏んだり、足切ったり、あるいはいろんな経験則の
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中で、あるいは友達との、６歳上ぐらいの方々との遊びの中で、小学校ぐらいからそういった

中で育ってきておりますから、その中でルール化であるとか、先輩を敬うとか、そういった部

分が自然と身についてきたように思います。今、反面考えてみますと、そういったものが子供

たちには足らないのではないかなというように思っております。やはり、過保護ではなくて、

外に出して、過保護もいいんですけども、愛情豊かに育てることは大事だと思いますけども、

外に出て、そしてある程度けがしてでもチャレンジさせるというふうな、そういった親といい

ましょうかね、親の勇気といいましょうかね、これも大事ではないかなというふうに思ってお

ります。 

 芝生等々につきましては、太宰府市の場合は小学校あるいは中学校の校庭もそうですけど

も、多目的に使うと。例えば駐車場、あるときは観梅期、あるいはこういった750万人からの

人がおいでになっている、そういった場合においては駐車場としても使う場合があり得る、多

目的に使うというような形の中で、そこに芝生をしておると、そのことが弊害になるというこ

ともあるでしょうし、もう少し推移を見ながら考えていきたいなというふうに思っておるとこ

ろです。 

○議長（不老光幸議員） ３番長谷川公成議員。 

○３番（長谷川公成議員） 市長のお話聞いていると、私もやっぱりそういうふうに遊び、育った

んで、よくわかります。やっぱり、今は、何というんですか、時代という言い方は悪いかもし

れませんが、そういう子たちはそういうふうな縦でつながって、餓鬼大将制度じゃないですけ

ど、そういうのも見ていたらないしですね、非常にさみしいというか、そういう思いをして子

供たちを見たりもしているんですが、駐車場おっしゃられましたね。駐車場は、芝生化はそん

なに弱くはないらしいんです。いや、別に否定するわけじゃないですけど、おっしゃるように

いろいろデメリットもありますけども、メリットのほうが多いということで。 

 最後になりますけども、ちょっと聞いていただきたいんですが、芝生なんですけどね、そも

そも芝生とは、背丈の低い草地を一定の高さで刈りそろえられた、その状態をいうそうです。

確かに、世の中に芝生と呼ばれる品種は何十種類、いや何百種類とあるそうです。芝生ではな

くて、芝の種類といったほうが正確なのかもしれません。つまり、芝は草の一種であり、芝生

は刈りそろえられた面であり、状態を指します。草も芝生、芝生は草の一種だと知れば、草も

芝も一緒に刈れば立派な芝生なのです。芝生は、金がかかるし管理も大変、結構多くの方がで

すね、芝生に対し持っているマイナスのイメージがあると思います。事実、ゴルフ場やスポー

ツ競技場などでは、実際驚くほどの手間とお金をかけています。でも、それと同じ管理が校庭

や園庭で必要なのでしょうか。私はそうは思いません。競技場のピッチやゴルフ場のグリーン

と、校庭や園庭の芝は目的が違います。目的が違えば管理方法も違ってくるのです。校庭や園

庭の芝生化を考えるときに、今まで私たちが持っている芝生に対しての先入観や思い込みの知

識をもう一度見直して、芝生化の目的について十分に検討することが大変重要なことだと思い

ます。 
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 ここでですね、芝生化にするとどんなメリット、デメリットがあるのですかというのを、豊

平西小学校、ちょっと済いません、これ県名がよくわからなかったんですが、の校長先生から

直接聞いたことをまとめたものがありますので、最後にちょっと言いますね。 

 子供たちが外でよく遊ぶようになります。雨上がりでも、割とすぐに運動場を使うことがで

きます。朝方まで降っていた雨が、もうすぐに芝生だとグラウンドが乾いて、その日のうちに

運動会ができたという事例もあるそうです。けがが減ります。砂ぼこりは全くなくなります。

照り返しが少なくなります。虫がバランスよく生活することができ、バッタなどはよく見られ

ますが、害虫の発生はないそうです。豊平西小学校では、夜露が降るので水やりの必要がない

そうです。維持費も公表できないくらいかからないのだそうです。 

 デメリットなんですが、２年もたちましたが、デメリットはないそうです。 

 これらの点からですね、今後本市におかれましても、子供から高齢者までもがですね、やっ

ぱり年齢を問わず健康で楽しめる憩いの場づくりを進めていっていただきますようお願い申し

上げまして、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（不老光幸議員） ３番長谷川公成議員の一般質問は終わりました。 

 次に、19番武藤哲志議員の個人質問を許可します。 

              〔19番 武藤哲志議員 登壇〕 

○１９番（武藤哲志議員） 通告いたしております子ども手当の支給についてと、職員の退職に対

応する採用計画、任用についての２項目、市長、教育長に回答を求めます。 

 まず初めに、民主党政権の目玉政策である子ども手当法案が、参議院で成立しなくても可決

され、今年度は半額の月1万3,000円が支給されます。来年度からは、金額2万6,000円の支給予

定ですが、その財源の見通しは……。 

○議長（不老光幸議員） 傍聴者に申し上げます。私語は慎んでください。 

○１９番（武藤哲志議員） 財源の見通しは立っておりません。国会での論戦を見ますと、さまざ

まな問題点が出てきております。来年度からは、所得税の16歳未満の扶養控除を廃止する、住

民税控除は平成24年度から廃止するとなっておりますが、さまざまな問題点が明らかになりま

した。これまであった児童手当は子ども手当に含まれ、月3,000円しか収入増になりません。

その一方で、平成23年度、平成24年度と、所得税、住民税の増税がさまざまな形で市民に負担

増額となってくることは明らかです。子ども手当の支給は、多くの市民が期待されております

が、増税に対しては望んでいないと思います。扶養控除がなくなれば、保育料の階層の引き上

げによる負担増や、国民健康保険料の所得割の増額、私立幼稚園、また障害者自立支援制度、

後期高齢者医療制度の自己負担等、約20項目以上の制度負担になったり、減免制度や就学援助

が受けられない事態も発生されます。また、給付の段階で、里親や児童福祉施設に入所してい

る児童は、給付の対象から外される可能性もあります。一方、市独自の軽減策や減免制度も利

用できない可能性も予想されます。 

 また、国会論戦の中で、税金の滞納や保育所負担金、学校給食費の未納者から手当と相殺す
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ることも可能だということが明らかになりました。このようなことが実施されるならば、子育

てを社会全体で支えるという制度の趣旨からいって、認めるわけにはいきませんが、市はそう

いう納税、滞納、こういう方々に差し押さえ執行を実施するのか、またしないのか、明確に回

答いただきたいと思います。 

 また、この児童手当の実務に対しては、夫婦関係等でさまざまな問題があります。別居生活

している場合でも世帯主が給付の対象になり、子ども手当が本来の目的に活用されない場合も

あり、さまざまな問題が発生し、行政の大変な業務が予想されますが、どのような事務体制で

臨むかを明らかにしていただきたいと思います。 

 次に、職員の退職に対する新規職員の採用計画と再任用について質問いたします。 

 平成17年から平成21年まで、62名の職員が退職をいたしました。そのうち、再任用を希望し

た職員は31人、新規採用は12名です。今年度退職予定は12名、再任用の希望者は不確定です

が、新規採用は10名予定されています。平成23年、来年度から平成26年まで、定年退職者が

64名となっております。政府としては、定年延長を検討していますが、確定いたしておりませ

ん。退職しても65歳に達するまでは、わずかな年金で生活ができず働かなければなりません

が、再任用の勤務日数は週３日という勤務体系では、責任がある業務に従事する状況ではあり

ません。退職者の中には、嘱託職員としてある一定の身分が保障され、通常勤務を外郭団体で

従事しています。今後、退職者に対する対応として、現在出向させている福岡都市圏南部環境

事業組合、大野城太宰府環境施設組合、山神水道企業団等、職員の職務を嘱託職員に変更を行

うことはできないか、また業務辞令交付を行っている職務として、日常的職務を嘱託職員にか

わることはできないか、回答いただきたいと思います。 

 また、公共施設を指定管理者として業務を行っている施設について、見直しを行い、日常業

務を経験豊富な職員に業務させることも検討が必要と思われますが、この考え方がないかも明

らかにしていただきたいと思います。 

 また、市長の重点であります地域コミュニティの充実が昨日も回答なされておりました。ま

た、施政方針の中でも大変重視されておりますが、６つの自治協議会が設立されました。この

自治協議会には、さまざまな部会が設けられております。この６つの自治会に退職職員を派遣

し、日常の業務や地域コミュニティの充実を図る業務に従事させる考え方がないかも明らかに

していただきたい。 

 最後に、平成26年までに64名の退職者が予定されていますが、公務員としての責務、行政運

営上採用計画を行う必要がありますが、この問題については再三質問してきました。現在の職

員構成の中は、中間管理職で構成されています。これを改める必要があると思いますので、今

後の採用計画を明らかにしてください。 

 再質問については自席にて行います。 

○議長（不老光幸議員） 市長。 

○市長（井上保廣） ご承知のように、子ども手当につきましては全額を国庫負担におきまして実
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施するという政府の約束でございましたけれども、当初の約束が守られずに、児童手当の地方

負担を継続して求められておりまして、誠に私は遺憾であると思っております。昨年12月８日

には、全国知事会におきまして、子ども手当の地方負担に反対する緊急声明が発表をされてお

りまして、全国市長会でも１月27日に、子ども手当に関する緊急決議を採択したところでござ

います。 

 なお、市税負担金の未納者への対応でございますけれども、現在国会におきまして審議中の

法案によりますと、従来の児童手当と同様に、受給権の保護が規定をされておりまして、差し

押さえでありますとか、法律上の相殺は認められないということになっております。市長会等

を通じまして、国に対しまして制度の改善を要望いたしておりまして、滞納世帯への納付指導

あるいは相談を行いまして、保育料等の納付に結びつけられるように、私ども保険者として、

あるいは市としてはそのような方向で努力をしたいというふうに思っておるところでございま

す。 

○議長（不老光幸議員） 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） まず、国が約束しておった部分について、早く言えば、児童手当はそ

のまま残して、差し引いて3,000円しか出さないということについては、全国市長会で、そう

いうものは約束が違うじゃないかということで緊急決議をしたということですね。それじゃあ

わかりました。 

 それではですね、まず即影響が出るわけじゃありませんし、平成23年、平成24年と、こうい

う形で扶養控除がなくなれば、今私が指摘したように、そういう20項目についてですね、影響

を受けることは間違いありませんか。 

○議長（不老光幸議員） 市長。 

○市長（井上保廣） それは、大なり小なり、非常に影響は大きいというふうに思います。 

○議長（不老光幸議員） 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） そういう状況の中で、まず受給ができないようになるというか、市独

自の制度もありますし、国の制度もありますし、さまざまな形でこういう所得が増える、国民

健康保険が上がる、こういういろんな部分で介護保険も上がるとかですね、市民の負担が強ま

ってくるということは、当然地方自治の趣旨から見てですね、こういう扶養控除が廃止され

る。当初は配偶者控除までとか、高年齢の部分、大学生の部分まで言っていましたが、余りに

も国民世論が激しいために、ある一定の見直しですが、まずこういう状況の中で、この実務が

地方自治体に押しつけられてきたという状況ですが、まずこの対象児童としてはですね、6万

9,000名近い中で14.2％が16歳未満なんですよ。小・中学生が今5,652名おりますが、あと就学

前までの部分については何人ぐらいを考えて、16歳未満では、市の子ども手当については対象

人員、わかれば担当課から説明受けたいと思いますが。 

○議長（不老光幸議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（松永栄人） 対象の児童数でございますけれども、1万100人を見込んでおりま
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す。 

○議長（不老光幸議員） 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） そういう状況の中でですね、先ほども言いましたように、まず1万

100人の中にもいろんな世帯があるんですが、一律的にやるわけにはいきませんが、先ほど言

いましたように、里親だとかですね、児童施設に入っている方については給付できないという

か。 

 それから、年齢的に矛盾が出てきたのが、早生まれと遅生まれとあるんですね。こういう方

も該当しないと。早生まれの人は。16歳になってしまっていますから。こういう場合とか、い

ろんな矛盾が出てきて行政側にトラブルが出てくると思うんですが、この実務をやるのに今の

職員体制ではなかなか難しいんですが、1万100人に対してはどういう実務で臨もうとしている

のか、担当部で回答いただけませんか。 

○議長（不老光幸議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（松永栄人） 職員の子ども手当に対する事務でございますが、現行の職員で対応

するとともに、臨時職員を充てたいと考えております。 

 なお、臨時職員の賃金等については、国庫補助対象となっております。 

○議長（不老光幸議員） 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） そうすると、今年は半額、来年はその財源の見通しがなくてですね、

毎年そういう状況でいくと、ずっと担当部と臨時職員でやっていくのかどうか。１回きりのこ

の前の地域振興券とは違って、これが毎年の子ども手当の場合についてはですね、今の職員体

制でできるかと。今年は1万3,000円、来年は2万6,000円、ずっと毎年やられるわけ。ただし、

最終的に今の国はそうですが、政府は。もういつも初めだけはやりますが、後でぱっとはしご

を外されて、最終的には地方自治体の負担になる可能性がありますが、この１回きりじゃない

んですが、その体制をずっと少ない職員と臨時職員でやる考え方なのかですね、この辺はどう

ですか。 

○議長（不老光幸議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（松永栄人） まず、子ども手当初年度でございますが、１回やってみて、実務の

内容等を精査しながら職員の対応は考えていきたいと思います。 

○議長（不老光幸議員） 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） それから、窓口で一番判断が迷うというのはですね、夫婦関係だと

か、親子関係だとか、さまざまな問題が出てきます。こういう状況の中で、当然支払いは現金

給付じゃないですよね。銀行口座ですよね。この辺はどうでしょうか。 

○議長（不老光幸議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（松永栄人） 子ども手当につきましては、口座の振り込みになります。 

 口座振り込みになりました場合につきましては、振込手数料を現在は公金として、児童手当

の場合は公金として手数料を払っておりません。が、金融機関との協議の結果、振込手数料を
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払うことになった場合でございますが、その場合は国庫補助の対象とすると、こういう通知を

いただいております。 

○議長（不老光幸議員） 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） まず、国庫補助、いつも行政側が言うように、減税補てん債で借金を

地方自治体に押しつけてね、しかも国が金がないから地方自治体にとか、何にしても国庫補助

とか交付金措置をしますと言うけど、あけてみたら入ってないでしょうが。今までもわかるよ

うにね。こういう状況の中で、まず受けられない状況がある。その里親とか、児童施設に入っ

た人だとか、それからやはり夫婦関係で別居をしている、まだ離婚が成立していない。ところ

が、夫のほうに振り込みになるとか、こういう問題について、やっぱりぴしっとしたこのシミ

ュレーションをつくって、どう対応していくかですね。行政側が訴えられる可能性もあるわけ

ですからね。だから、そういう、やっぱり今の人員でできるかどうか、専門的なシミュレーシ

ョンをやる必要があるんじゃないかというふうに思います。 

 それから、今福祉部長が言いましたように、銀行口座ですが、法律の盲点がありまして、市

民生活部長にお聞きしたいんですが、年金であれ、手当であれですね、これを押さえることは

法律上禁止しています。今市長が言いましたように。ところが、入った預金通帳は、年金であ

ろうと、子ども手当、児童手当でも、差し押さえすること、直接はできませんが、預金口座に

入ったものは差し押さえしても違法じゃないんですよ。もうこれは、今までもやることは太宰

府市もやってきましたが、これがあくまでも子ども手当だということで明らかになっておれ

ば、それは差し押さえを解除するのかどうか。この辺は内部検討されたことありますか。 

○議長（不老光幸議員） 市民生活部長。 

○市民生活部長（松田幸夫） 武藤議員さんご承知のとおり、預金通帳なり、固定資産なり、いわ

ゆる差し押さえ処分をするまでの過程には、それぞれ長い時間をかけて滞納者と折衝はしま

す。お願いに行きます。まずは督促状を出し、あるいは何の返事もなければ電話による催促、

あるいは家庭訪問、さまざまな方法で納税相談をお願いしているわけですけども、どうしても

やはりそうした納税に対する誠意がない方が中にはいらっしゃいます。そういう場合は、やむ

を得ず滞納処分による差し押さえをやるわけです。今回、この子ども手当がそういう通帳の中

に入っているという場合につきましては、当然本人さんにもお会いしながらいろんな形で相談

をするわけですから、やむを得ず最終的にはする可能性もありましょうけども、それはまた納

税相談の中で、個別に話し合いをしながら相談に応じるという方法をとっていきたいというふ

うに思います。 

○議長（不老光幸議員） 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） まず、相談を受けたのはですね、年金受給日の明くる日に差し押さえ

を太宰府市から受けたと。生活ができないと。なぜ年金を差し押さえられたかといって私も説

明しましたが、年金自体は、差し押さえするというのは直接もできるんですが、預金に入れ

ば、年金とかね、ほかの部分とかというのがわからないから差し押さえされるんですという、
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私のほうも回答しましたが、そういう状況で滞納され、努力もされた上で必要な処置をとられ

たと思うんですが、教育委員会にお尋ねいたしますが、市民生活部と協議も必要になってくる

と思うんですね。今一番困っているのは、給食費を、全国では払わない家庭には食べさせるな

というようなむちゃくちゃな発言もあっているようですが、給食費が未納とか、こういう場合

について、子ども手当から給食費を相殺するとか、そういう考え方は教育委員会としては持た

ないというふうに明確に回答いただけますか。 

○議長（不老光幸議員） 教育長。 

○教育長（關 敏治） まだですね、具体的には市民生活部等と話は詰めておりませんが、まず基

本的な考え方としては、市民生活部と同様な活動になっていくと思っております。 

 ただ、教育の場とか、給食費ということと税というのは、ちょっと性質が違うとかというよ

うなこともあるんじゃないかと思います。 

 それからまた、特に学校教育の場合、現在であればいわゆる就学に対する援助があるわけで

ございますので、そういうふうな制度もございますので、非常に就学に対して困ってある方々

につきましては、そういうふうな方法も考えながら、給食費、全員何らかの形で負担いただく

よう努力してまいりたいと思います。 

○議長（不老光幸議員） 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） まず、それなりに学校長を通じてですね、子ども手当が入れば給食費

を納めてくださいとか、そういう状況での指導をやっていただくと。 

 先ほど言いましたように、預金口座を押さえるというか、そういう状況でやることについて

は何ら違法じゃないですよ。初めからそのお金に印がついているわけじゃないからですね。た

だし、そういうやっぱり押さえられた方については、やっぱり納得いかないというか、自分の

年金生活費を押さえられたと。ただし、それは当然税金の滞納があったからでしょうから、私

もそれなりに説明しましたけど。 

 それと同時にですね、この制度が今私たちにすぐ降りかかってくるわけじゃないんですが、

市長、来年度、再来年度と、それからまたその財源がなくて途中でどういうふうになるかわか

らない、消費税が大幅に上がるかもしれない、この財源として第２の仕分け作業をやられてお

りますが、これだけの、早く言えば事務量といいますか、私も通告していますように大変な金

額ですよね。今年の当初予算にも載っておりますが、まずこんなに大きな金額を国から受けて

ですよ、10億2,806万6,000円、県が1億4,246万6,000円ですね。国と県が出して、平成22年度

の予算書に載っておりますが、見たときにこんなに大きな金額が入っていると、財政的にも安

定しているというか、収入増を見るときに大きな金額になりますが、来年はこの倍になります

から。 

 ただし、これが出ていくというのは大変な仕事だということですよね。それによって、さま

ざまなお金が入ってきて、子ども手当を支給するという状況の中で、逆にさっきも言いました

ように、保育料が高くなる、国民健康保険税や後期高齢者保険料やですね、私立幼稚園の就園
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奨励費や、障害者自立支援とか、そういう世帯によってさまざまな形で負担増になったとき

に、ある一定の独自の制度的なもの、減免的なもの、これはですね、全国市長会あたりでも論

議をしていただかないとですね、国が一方的に、お子さん２人を38万円所得税でですね、72万

円も落としたと。市民税では66万円も落としたと。そうすると、その分だけははね返ってくる

わけですから、所得全体に。あらゆる影響を受けるという問題がありますから、やはりそれな

りの対策も、子ども手当による対策も考えなきゃいけませんし、国に対する要望、県に対する

要望、市の独自策も検討する必要があると思うんですが、これに対してですね、国の民主党の

民主政策は、もう子ども手当として何の控除もなしでやるというならいいですよ。軍事費を減

らすとかですね。今、アメリカの米軍基地や沖縄の問題をどうするかということで、思いやり

予算、米兵に対して１人当たり2,000万円近く日本の予算で出していますが、こんなものをや

めれば、配偶者控除、扶養者控除とか、そういうものを廃止はしなくてよかったんですが、こ

ういう問題についてしっかりと市長会あたり、また議長は議長で議長会でですね、全市民に議

会としても責任を持っておりますので、何らかの形で国に強く働きかけていただくことを、こ

の１点目はお願いをいたしておきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（不老光幸議員） 市長。 

○市長（井上保廣） 私も武藤議員と全く、この点については同感です。戦時状態とか、憲法９条

云々とか、それはちょっと異なりますけれども、全くそのとおりでございます。 

 平成23年度以降の子ども手当等については、本格的な制度設計に当たっては、国は全額負担

とすると。地方の負担を求めないというふうなこと等に、私どもは市長会通じて強力に行って

いくと。 

 あるいは、その諸手続等々についても、例えば言われました制度設計である申請時、あるい

は監護の特定、あるいは支給の方法等についても、手続を簡素化すると、市町村に負担をかけ

ないというようなこと等が大事だというふうに思っております。 

 平成22年については、武藤議員もご指摘のように、国、地方、事業主でございます。児童手

当の部分を含んでおるわけです。平成23年度はそれが外れて、全額新たな地方負担があっては

困るというふうな趣旨の要望をしております。全額国の負担でやっていただきたいと。 

 それから、それに絡む地方税等々の控除の廃止とか、そういった形によって、違う形によっ

て住民負担、市民の負担になること等についても、これは総合的に、全体的な整合性を保って

いただきたいというようなところで、強力に私は要望していこうというふうに思っておりま

す。一緒になってやっていきたいというふうに思います。 

○議長（不老光幸議員） 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） 市長が私の考えと一致するような内容で、本当に一番困るのは市民で

すから、市長としても市民の生活を守る責任がありますから、やっぱりこういう一方ではいい

面というか、えさをつり下げて、食べたら後で大変な負担になったというようにならないよう

にですね、ぜひしていただきたいというふうに思います。 
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 休憩しますか。31分ありますので、休憩を。 

○議長（不老光幸議員） ここで11時25分まで休憩します。 

              休憩 午前11時12分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午前11時25分 

○議長（不老光幸議員） 休憩前に引き続き再開します。 

 市長。 

○市長（井上保廣） ご質問の、職員の退職に対応する採用と任用についてお答えを申し上げま

す。 

 太宰府市では、現在平成17年度に策定をいたしました行政経営改革方針に従いまして、中・

長期的な計画に基づき、定員管理の適正化を推進しております中で、職員の採用を現在実施し

ておるところでございます。団塊の世代が大量に退職を迎えております今、将来の事務事業を

視野に入れまして、年齢構成のゆがみを繰り返さないように、職員採用時の年齢要件につきま

しても幅を持たせまして、平準化した形で適正な採用を実施していきたいと、このように考え

ております。 

 当面におきましては、これからの公務員の高齢期の雇用問題につきまして、国家公務員の定

年年齢を段階的に65歳まで引き上げるという、人事院の研究会によります最終報告もなされて

おりまして、平成23年度中に法制整備が予定をされておるようでございます。 

 太宰府市におきましても、国の動向を見守りながら、今後の採用計画を進める必要があるも

のと考えておりますけれども、その際には効率的な行政経営の観点からも、各部署であります

とか、あるいは一部事務組合などの業務に応じまして、再任用職員あるいは嘱託職員の制度活

用も視野に入れながら、計画的な採用を行ってまいりたいと、このように考えております。 

 詳細につきましては、総務部長のほうから回答をさせます。 

○議長（不老光幸議員） 総務部長。 

○総務部長（木村甚治） それでは、補足説明をさせていただきます。 

 本市の職員採用予定人数につきましては、定年等による退職者数の見込みでありますとか事

務事業の見直し、あるいはまた再任用を希望する職員の見込みなどの要素をもとにいたしまし

て判断をしておるところでございます。 

 現在の職員数は、再任用職員を除きまして338名となっておりますが、本年度12名の退職者

が生じます。そういうことから、来年度は10名の新規採用職員の予定をいたしておるところで

ございます。今後、平成22年度から平成26年度までの５年間におきましては、新規採用職員の

予定人数に大きな影響を与えます定年退職者の数が78人と、非常に大きな数字が予測されてお

ります。また、年金の満額支給開始年齢の段階的な引き上げに対応した任期の延長制度が現在

見込まれております。それに伴いまして、再任用職員、任期延長職員が今後大幅に増加するこ

とが見込まれると考えておるところでございます。 
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 このような状況下、組織の活力の維持、向上にも配慮しながら、先ほど市長も答弁いたしま

したように、将来年齢的にバランスのとれた職員構成となるように、中・長期的な視点から、

退職者数や職員定数のあり方、見込みなどについて検討の上、事務事業量に合った適正な職員

採用に努めてまいりたいと考えております。 

 また、より効率的な執行体制の構築や人件費抑制の観点から、これまで一般職員が行ってき

た業務につきまして、豊富な知識、経験が十分活用できる再任用職員の適正な配置であります

とか、今ご質問いただきました嘱託職員、臨時職員など、さまざまな任用形態の活用も図るこ

とによりまして、市民サービスの向上に取り組んでいくことが重要であると認識しておるとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○議長（不老光幸議員） 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） 今後の退職者が次から次に、大変この太宰府の発展のためにご苦労い

ただいた職員が退職していくわけですが、再三言いますように、職員としての、地方公務員と

しての職責ですね、職務はそう簡単にできるものじゃないんですよね。昨日も職員の３名の方

が、今年度新規採用された方が傍聴されとったようですが、議会初めて見るんじゃないかと思

いますし、職員の中でも議会傍聴した職員というのは少ないと思いますよ。これだけ議会の中

で論議をされているというのは、やはり勤務中にそういう席を離れて傍聴できるわけじゃあり

ませんからね。 

 まず、私が提案した内容としてはですね、職員配置図を見ますと、正規の職員を市の補助団

体といいますか、そういう関連の行政機関に出向させております。これをですね、やはり退職

者と切りかえることができないかというのは、市長さん同士で協議をしていただくというのが

必要だと思うんですね。前回も、山神水道企業団の中でも副企業長として私の質問を聞いてい

ただいていた思いますが、やはり能力のある方を派遣するというか、そしてしかも嘱託で派遣

するという、こういう状況の中で、さっきも言いましたように、さまざまな福岡都市圏南部環

境事業組合、ごみの処理場をつくるためには大変な職員がありますが、長年の経験を持ってお

ります。 

 それから、大野城太宰府環境施設組合だとか、山神水道企業団とかですね、いろんなところ

に派遣している部分を、再任用者じゃなくて嘱託として派遣できないかという点ですが、この

辺はいかがでしょうか。 

○議長（不老光幸議員） 総務部長。 

○総務部長（木村甚治） 今ご提案いただきました退職者のＯＢを嘱託として一部事務組合等に派

遣ということは、当然私どももそのようなことも方策の一つとしてとらえておりまして、現実

問題として今取り組んでいる部分もございます。筑紫地区自治振興組合として、今大野城に事

務所を持っておりますが、そこの事務局長は筑紫地区のそれぞれ市町村のＯＢの方が嘱託とし

て行っております。そのような形、または同じようなものがまた別の事務組合でもございま
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す。そのような取り組みを、現在今ご提案いただきました福岡都市圏南部環境事業組合でござ

いますとか、いろいろな身近な一部事務組合のほうにどうかというご提案でございますが、そ

れぞれの今非常に施設建設でありますとかですね、非常に山場のときを迎えておりますので、

現在は正職員等の派遣ということになっておりましょうけども、今後日常業務の落ちついた段

階では、やはり今ご提案いただいたようなことも、担当者の協議の中ではテーブルにのってい

くものと考えております。 

○議長（不老光幸議員） 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） また、先ほど338名という状況の中で、兼務辞令を出しておられます

ね。特に、今年は参議院選挙、来年は統一地方選挙ですが、選挙管理業務というのは大変な業

務だと思うんですね。当然守秘義務はありますが、そういう選挙管理委員会事務局長あたりに

兼務辞令が今交付されていますが、この兼務を解いてですね、やはりこの退職者を再任用じゃ

なくて、そういう嘱託にすることができないかどうか。また、その再任用者を少なくとも３名

ぐらいですね、勤務が３日あればシフト体制を組んでやるというような方向、こういう兼務辞

令の見直しも検討の必要があると思いますが、この辺はいかがでしょうか。 

○議長（不老光幸議員） 総務部長。 

○総務部長（木村甚治） 私どもの現在の機構図の中でも、兼務というのが結構ございます。常に

異動の時期には、この兼務を解いて専任職員を補充ということも、検討の中では常にいたして

おります。そういう中で、季節的といいますか、何年かに１度のものでありますとか、いろん

なものについて現在兼務ということで、その中の一つが選挙管理委員会ということになってお

りますけども、やはりそこは間違いのあってはならない、一番大事な、選挙というのは一番厳

しい事務ということは認識をいたしておりますので、職員の人数、総合的な総数の中での配置

人員の中で考えていきたいということでお答えをしておきたいと思います。今のご提案は、常

に異動の時期、そのたびに検討はいたしております。 

○議長（不老光幸議員） 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） だから、職員で経験のある方をですね、やはり兼務を解いて再任用だ

とか、嘱託とか臨時でさせるということもできるはずじゃないですかと。今私が言っているの

はですね、今退職される方が再任用を希望しても、部長さんや課長さんが窓口でというのは、

私は大変だと思いますしね、それだけの能力のある部分は、やっぱり頭の中で考えて知恵を出

して、私のほうも提案もしているんですけど、内部検討はやっぱりしていただきたいなという

ふうに思います。 

 それからですね、指定管理者にされております部分もある一定見直してみて、今文化スポー

ツ振興財団に委託をしていますが、はっきり言ってルミナスだとか、勤労者体育センター、こ

れは再任用者を３人体制とかですね、それからルミナスについてももう館長職として直営に戻

して、中の職員についても、再任者を３名とか４名。今後のこの退職予定を見ますとね、今年

はあれですけど来年10人、平成24年は12名、平成25年は14名、平成26年は28名という、こんな
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状況ですが、ある一定ルミナスとか勤労者体育センターの管理運営も、再任用者で直営に戻し

てやるということでですね、そこで対応できるんじゃないかと思うんですが、もうわざわざ委

託しなくて。あそこへ行きますと、正規の職員じゃないんですね、みんな。臨時、嘱託、パー

トで対応していますが、そういう状況の中に館長職と再任用者を配置して運営できるんじゃな

いかというふうに思いますが、この辺はいかがでしょうか。 

○議長（不老光幸議員） 総務部長。 

○総務部長（木村甚治） 今ご質問いただいた中で、これからの退職者、そのとおり最低でも

10名、12名、14名、28名というような形で、退職者数が進んでまいる一つの事実がございま

す。 

 それともう一つの事実がですね、平成25年度末の退職者から、ちょうど私になるんですけど

も、年金が基礎年金部分も０円になります。全く１年基礎年金も０円、そしてしばらくたって

職域年金が追いかけてくるという、そういう事実がございます。それに合わせて、60歳からの

役職者の定年、そして再雇用というんですか、再任用じゃなくて定年延長という考え方が入っ

てくる予定で、現在昨年の人事院勧告で、65歳定年制の実現に向けてという一つの提言がなさ

れております。 

 そういう中で、60歳になっても、現在の再任用の方は基礎年金が出ておりますので、満額で

はないから基礎年金と満額の差額分を職場として提供しようというような考え方が強うござい

ましたけども、あと４年ほどたちますと、全く今度はもう再任用ではなくて再雇用という、新

しい形の定年延長というのが入ってくると思います。 

 それと、今おっしゃいましたような、じゃあその方たちの、どこで活躍してもらうのかとい

う職場の問題ですね、そしてその辺をこれから早急に内部検討もしていかなきゃならんと、そ

ういうときだなということで今とらえております。 

 そして、最終的にはそれが職員の雇用の確保だけじゃなくて、それまで培った、持ってきた

長年の知識と経験が市民サービスのほうに生かされていくというのが最終的な目的でございま

しょうから、その辺に向けて、組織どのような機構で、簡素でわかりやすいものでいくかとい

うことで、今後検討を進めたいというように考えております。 

○議長（不老光幸議員） 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） まず、本当に国が65歳ということでしてますけど、今国は逆に公務員

減らそうと言っていますね。だから、言うこととすることが違うわけですよ。どんどん減らせ

と言ってんですから。特殊法人という、国の補助金を出しているところの職員まで減らせと言

っている。だから、現実に言うこととすることが違うわけですけど、ずっと退職は間違いなく

来ると。果たして、その退職者が再任用を希望しても行き場所がないという状況の中でどうな

のかという形で、今私が提案しているように、補助団体だとか、そういう外郭団体、またその

兼務辞令を解いて、勤務をさせるという状況をとられたらどうかということをですね、内部検

討していただきたい。 
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 それからもう一つはですね、市長が昨日も大変地域コミュニティの問題、自治会の役割を説

明しましたが、自治会には、６カ所のコミュニティでさまざまな活動を今からやっていってい

ただきたい。いろんな見回りの問題、防犯の問題、環境の問題ですね。そういう自治会で、そ

こに市の退職者を再任用で２人体制。３日しか勤務できなければ２人ぐらいを派遣させて、地

域コミュニティを充実させていく。地域の民生委員や児童委員と一緒になる。自治会長さんと

一緒になる。市の職員としてのノウハウを、やっぱり地域コミュニティに生かしていくか。 

 先日、総務文教常任委員会で薩摩川内市へ行きました。そうすると、担当者が地域コミュニ

ティに市の職員は全部派遣しているという報告がありましてね、そこからいろんな地域コミュ

ニティ活動費が要求されてきて、審査をして、またそれを交付するという。お酒をつくってい

るところのもあれば、お土産をつくっているところもある。農園で作物をつくっているとか、

いろいろさまざまな地域コミュニティがありましたが、そういう６カ所のコミュニティに職員

採用できるような規則とか要望的なものは検討できないかどうか、この辺いかがでしょうか。 

○議長（不老光幸議員） 市長。 

○市長（井上保廣） 今ご指摘の件等々については、これは将来的にそのような方向といいましょ

うかね。それでも、一方的に私どもがこうするというような形はとらないと思っております。

よくその辺のところは６つの自治会長を初めとして44の自治会長がおられますから、そういっ

た状況等々を協議をしながら、そして最終的に地元からのやはり雇用といいましょうか、地元

の人のほうがいいというような形になれば、それも一つあると思います。 

 将来的には、以前住民票であるとか、そういったところ。各お店であるとか、スーパーのほ

うに、セブン－イレブンのほうで調達が可能でございました。申請すれば。１日、時間はあり

ましたけども。そういった支所的な要素を将来的に持たせるというような形になれば、そこに

は、今言われましたように職員を派遣するというようなことも含めて、再任用職員を派遣する

というようなことを含めて、拡大をしていく、そういった将来像については描いておりますけ

ども、段階踏んでそういった形をとりたいなというふうに思っております。 

○議長（不老光幸議員） 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） 地域コミュニティを本当に重視していますのでね、そういうコミュニ

ティ、６つのコミュニティがあるときに、実務的な問題を市の職員の退職者を再任用で２名ぐ

らい受け入れて６つの自治会でいろんな仕事をさせていただければといえば、今問題は、６つ

の自治会が自分たちでさまざまな部会をやっているわけですけど、それが補佐できる、しかも

再任用者としての公費の負担で自治会の負担は要らないとなる、こういう問題を提起をして、

再任用者の活用を図っていく方法もあるんじゃないかということで、即こちらから押しつける

わけにはいきませんが、市長さんとしてそういう提案もしてみる必要があるんじゃないかなと

思いますんで、だから機会がありましたら、議会のこういう論議もあってますよということで

検討いただきたいと思います。 

 できれば、次にですね、私も長い議員活動の中で、本当に寂しい思いをしています。こうい
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う論議をさせていただいた方、すばらしい能力のある方が、次から次に退職していく。以前

は、本当に皆さんの顔を覚えていましたけど、今は本当に役所の中歩いていてもですね、職員

なのか職員でないのかわからないときもあります。名札を見て、青い名札をつけて写真が張っ

てあると、ああこの人は正規な職員だなと、白い名札は、ああ嘱託か臨時かなあというな状況

もあるんですが、やはり嘱託とか臨時はあくまでも嘱託、臨時で、宣誓はして守秘義務は課せ

られてますが、実務的な問題の決裁権や業務の執行は正職員ですよ。 

 だから、今から先こういう状況で次から次に職員が、あと少なくとも15年には大体３割近く

の、300名のスタッフのもう３分の１は入れかわってしまう、こういう状況ですが、採用計画

として今年は10名、それから昨年は11名で、その前保健師さんを１名採用しましたが、ある一

定、少なくとも３分の１ぐらいはですね、年次計画で採用をしていただきたいと。またピラミ

ッド型になる。 

 今太宰府の職員構成見ると、下がいない、主事補と言われる方、主事がいない。だから、主

事補から主事になり、そして主査になりですね、参事補佐になり、係長と、こういう段階的な

部分になるまでは、少なくとも20年ぐらいかかるんですよ。やっぱり採用していかないと、バ

ランスがとれないというこういう状況ですが、先ほども総務部長が、年次的に採用していきた

いと言うけど、採用は、具体的に毎年やっぱりやっていかなきゃいかん。そして、今採用する

と、物すごく能力のある人も応募もしてきますしね。だから、採用計画が今の段階では明らか

になってませんが、退職者が10名とか12名とか28名のときに、見越してですね、やっぱりその

都度していかないと問題がありますが、採用計画、再任用もありますが、その辺はいかがでし

ょうか。 

○議長（不老光幸議員） 副市長。 

○副市長（平島鉄信） 私がこの問題について総務部長からいつも尋ねられるときには、やはり

20歳から入りますと60歳まで、40年間お勤めいただきます。今三百三十何名ということですか

ら、そうしますと大体８人はいつも雇っていけば、きれいな職員構成になるのかなということ

で考えておりまして、そういう理想どおりに採用したいなと思ってましたけども、災害あるい

は経常収支比率が100を超えるというな状態が続いたもんですからしばらくの間とめておりま

したけども、昨年度からそういう方向に基づいて８名、あるいは今議員さんが言われるよう

に、将来大量に退職される時については、そこを少しプラスアルファしながら職員構成をなら

していこうと。 

 そのためには、今、それこそ主事と言われる30歳未満が非常に少のうございます。私どもの

今採用計画といたしましては、年齢を30歳までという形で引き上げて、できるだけ30歳前後の

方を採用できればなということで今行っておりまして、筑紫地区でもこの応募状況という年齢

の枠については、かなり高いという形でしております。しかし、なかなか採用試験となります

と、やはり昔習った筆記試験というんですかね、それが大変難しゅうございまして、どうして

も下のほうの年齢の方になる傾向でございますけども、なおそういう努力をして埋めていきた
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いなというふうに考えております。 

○議長（不老光幸議員） 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） １項目の問題で、子ども手当の問題、これも実務が大変だと思います

ね、いろんなトラブルも出てくるでしょう。それから、今の後期高齢者医療制度をまた国民健

康保険に戻そうとしているんですね。それから、この不況時で今生活保護の申請がどんどんな

されてきて、ケースワーカーの職員も足らなくなったとか。全体を見てですね、やっぱり職員

採用は年次計画をしていかないとね、今職員の皆さんに過重負担になってます。だから、年次

計画を持ってですね、やはり職員採用をしていくというのが大事だし、それから市長さんや副

市長さん、教育長さんの場合はそれなりの三役としての責任がありますが、職員を長年勤務を

してきて、その制度的に国が再任用の制度を活用しなさい、希望をすることできますよと言っ

たときに、行き場所がない、こういう状況も、矛盾点も出てきてますので、私が本日、外郭団

体だとか兼務だとかですね、指定管理者だとか、こういうものをやはり内部的には討議も審議

もしてですね、やっぱり市長の権限ですから、それなりのぴしっとした見直しを持って、再任

用者を活用できる、嘱託として派遣できる、こういう内容をですね、ぜひ検討をしていただき

たいと思いますが。 

 私の質問を聞いていただいて当初回答いただきましたが、最後に市長の答弁をいただいた上

で質問を終わりたいと思います。 

○議長（不老光幸議員） 市長。 

○市長（井上保廣） 全般的に、武藤議員がおっしゃいました職員の退職補充の問題、あるいはそ

の前の１点目の子ども手当の問題等々についても基本的な考え方は、前も言いましたけれども

同様でありますんで、充実するように努力していきたいというふうに思っております。 

○議長（不老光幸議員） 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） 大きな課題ですが、内部的にも担当と協議をいただいて、１点目も２

点目も大きな課題ですのでそれなりの対応をすることを切に要求いたしまして、私の一般質問

を終わります。どうもありがとうございました。 

○議長（不老光幸議員） 19番武藤哲志議員の一般質問は終わりました。 

 次に、16番村山弘行議員の個人質問を許可します。 

              〔16番 村山弘行議員 登壇〕 

○１６番（村山弘行議員） ただいま議長より許可をいただきましたので、通告に従い質問を行わ

せていただきます。 

 まず、ＡＥＤの総括的管理システムの導入について、そのご見解をお伺いしたいと思いま

す。 

 本市でのＡＥＤの配置は、私の記憶では2006年ではなかったかと思いますが、福岡県市町村

振興協会の協力によりまして実現できたのではなかったかと思っております。 

 市内の公的施設は、市役所を初め、約13施設と７小学校と４つの中学校に配置をされており
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ます。また、国立博物館は各階に配置をされ、国博全体で４基が設置をされております。その

ほか、民間の企業や団体にも設置をされております。また、このＡＥＤの浸透のために、筑紫

野太宰府消防本部の協力のもとに各地域や団体でも普通救急救命の講習が行われております

し、私たち議員もこの講習をかつて受けたところであります。 

 このように随分市内の施設に設置をされ、講習は行われてきておりますが、まだまだ多くの

市民の方々には、ＡＥＤがどんなところに設置をされているのか浸透を、必ずしも十分にして

いないのが現状ではなかろうかと思っております。もしＡＥＤが近くにあったことを知らなけ

れば、失われなくてよかった命が、死に至ってしまう。どこにＡＥＤがあったかを知っていれ

ば助かるのであったと、こういうものも事例として出てきております。 

 私の今回の一般質問は、質問というよりむしろ提案という形でご理解していただいて結構と

いうふうに思っております。 

 人の命の危機に際し、いっときを争うときにＡＥＤがどこにあるのか、こういうことを瞬時

に知らせることが、その活用、あるいはこのＡＥＤを生かすことであろうかと思います。 

 そこで、２点についてご提起をしたいと思います。 

 第１に、民間であれ公的機関であれ、ＡＥＤ情報を管理する主管を決めていく。第２に、市

内のどこからでも迅速に案内ができるシステムを導入をするということであります。 

 近年、ＡＥＤの設置台数が増えてきておりますし、全国に20万7,000台設置されておるとい

うことも聞いておりますし、近年では、子供用のＡＥＤも設置をされているというふうに伺っ

ております。今後は、ＡＥＤ情報をどのように市民の皆さん方に提供するかというソフトの充

実が必要になってくると思います。 

 そこで、先ほど申しましたように、ＡＥＤを管理する部署を決め、市内のＡＥＤはすべてそ

の部署で管理をする。民間のＡＥＤは、もちろんその民間団体の承諾を得てからになると思い

ますが、そういう民間の皆さん方の協力を得るための広報活動をし、そして設置者の協力を得

て管理をしていく、これを携帯電話のモバイルメディアで簡単に検索ができるというふうにし

たらいかがなものであろうかということであります。市が独自にこれを開発すれば数百万円以

上の費用がかかりますが、既存のものを利用すれば、月額２万円程度で可能になろうかという

ふうに思います。 

 筑紫野太宰府消防本部では、平成21年４月からいろんなイベントに貸し出しされておるとい

うふうに伺っております。このような情報提供サービスによりまして、市民の皆様方の救急救

命に対する抵抗感を除き、傷病発生の際には救急車が到着するまでの間、居合わせた人々がお

互いに助け合い、救える命を救うということに、市民の皆さん方の意識向上にもなると思いま

す。安全・安心のまちづくりの一助にもなろうかと思いますが、ご見解を伺うものでありま

す。 

 次に、これもＡＥＤ管理の件と同様に提案的なものになろうかと思いますが、さきの施政方

針演説の中で市長も触れられておられますように、空調設備の省エネ対応やＬＥＤ照明の導入
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を実施するなど、ＣＯ２の排出削減に努めるとされておられます。ご承知のように、いわゆる

省エネ法が昭和54年に法が確立をして、何度かの改正が行われ、いよいよ本年４月より改正省

エネ法が施行されるわけでありますが、この際、本市においていち早くＬＥＤの導入を図るべ

きと思いますが、ご見解を伺うものであります。 

 なお、試算等の概要はお手元に配付をしております。再質問の際に説明させていただきたい

と思います。 

 以下、自席にて行います。 

○議長（不老光幸議員） ここで13時まで休憩します。 

              休憩 午前11時58分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午後１時00分 

○議長（不老光幸議員） 休憩前に引き続き再開します。 

 協働のまち推進担当部長。 

○協働のまち推進担当部長（三笠哲生） 自動体外式除細動器、いわゆるＡＥＤにつきましては、

救命の現場に居合わせた一般市民による使用の取り扱いを、平成16年７月に厚生労働省が示し

て以降、国内において急速に普及しております。 

 太宰府市内には、先ほど質問の中で述べられましたように、小・中学校や公共施設に、市で

設置をしましたものが26台あります。また、そのほかにも大学あるいは駅、銀行、事業所など

に、民間等で設置されているものがあります。 

 ＡＥＤがより一層有効に使われるためには、救急医療に携わる機関はもとより地域住民の皆

様がその設置場所についての情報を共有することが大切であります。そのため、本市において

は筑紫野太宰府消防本部が設置状況の把握に努め、設置場所などの情報提供もホームページを

活用しながら行われています。 

 また、突然の心停止などの現場に居合わせた場合は、まず最優先で消防本部に119番通報を

行い、救急車の要請を行うわけでございますけれども、その際、消防本部におきましては、状

況に応じてＡＥＤの設置場所などの情報提供もあわせて行うこととされているということでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（不老光幸議員） 16番村山弘行議員。 

○１６番（村山弘行議員） もちろんそのとおりなんですが、今日私ご提起をいたしましたのは、

市内の公的施設に、いろんな場所に今部長言われたように置かれておりますし、学校にも置か

れいている。それから、例えば民間の銀行だとかスーパーだとかというところにも設置をされ

ておりますが、今全国的にですね、例えば埼玉県などでは県独自でそういうソフトを開発され

ているとか、あるいは京都市あたりでも市独自で開発をされると数百万円のお金がかかると。 

 そういうシステムをつくっておるところがあるわけですが、例えば事例としては、コンサー
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トを聞きに来ておったときに、女性の方が倒れられたと。たまたまお医者さんが居合わせられ

たから応急処置をしながら119番して、そして大体全国的に救急車が到着するのは平均的には

６分と言われておりますけど、10分ぐらいかかって、そしてＡＥＤ操作をされたけども、その

女性の方は助からなかったと。後から、実はその会場にＡＥＤがあったということが後日判明

して、もしそれがあったのがわかっとればその女性は助かったのではないかと、こういう事例

もたくさんありますし、近年ではタレントの松村さんという、体格のいい方がジョギング中倒

れて、それもＡＥＤが近くにあったということで一命を取りとめたというようなこともありま

すし、今大佐野球場にはないんですね、もちろん球場ですから。よくソフトボールも私どもも

しますし、そういうときに、あってはならないんですが、もし何かあった場合には、救急車を

当然呼ぶと思います。一番近くで、例えば大佐野の県道長浜・太宰府線にスーパーがあります

から、そこまで例えばとりに行く、救急車が来る間に。帰ってくるのに七、八分ぐらい例えば

かかるというときに、先ほど言ったモバイルで検索したら、実は上にあるメモリアルパークの

ところにあるというと、往復二、三分で対応ができるというようなシステムができないのかど

うなのかと。 

 これは民間の方たちの協力も当然必要になってくるし、そういう管理システムに自分たちも

加入していいよということであればそこを、例えば市役所なら市役所で統括をすると。統括を

しとけば、それを登録すれば携帯電話で、何かあった場合には検索すれば、例えば大佐野球場

で一番近いところには、ここにＡＥＤがあるよというのが緊急にわかるというシステムを本市

で導入をしてみたらどうかというのが、私の今回のご提案なんですね。 

 これは、そのことによって、もちろん消防本部ではいろんな機会を通じて、今部長おっしゃ

られるように講習会をしたり、広報で徹底したり、あるいはＡＥＤが設置されとるところにハ

ートのマーク、本市でも庁舎にされておりますけども、そういうことで市民の皆さん方にかな

り普及しつつはあるけども、そういうものを提起をすることによって緊急時に、救急車が来る

までの間に、それこそ１分、１秒を争うというときに検索することによって、それが助かるの

ではないかというふうに思いますし、高円宮殿下がテニスをされとるときにも、もしあれが近

くにあったならばということで、お亡くなりにならなくてもよかったのでなかろうかという事

例もいろいろありますので、もしそういうシステムを本市で導入するという、私はぜひ、する

ことによって安心したまちづくりとか安全なまちづくり、あるいは失わなくていい命が失われ

ることのないような、そういうシステムを導入したらどうかということをご提起を申し上げた

い。これは、ぜひ検討に値するのでなかろうかと。市独自で開発したら膨大な金がかかります

もんですから、そういう既存の分を利用していったらどうかというご提起ですけども、私は検

討に値するんじゃなかろうかと思いますが、いかがでしょう。 

○議長（不老光幸議員） 協働のまち推進担当部長。 

○協働のまち推進担当部長（三笠哲生） 今ご提案されているシステムのポータルとしてのサイト

運営がどうなっているのかというのが具体的にお示しされてませんので、どのように利用者が
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そのサイトを利用できるのかというのがよくわかりませんので、私のほうとしてそのシステム

がどうのこうのということはちょっとここで説明はしにくい部分がありますけれども、先ほど

申しましたように、ＡＥＤにつきましては、これ医療機器でございます。それで、先ほど村山

議員申されたように、その有効性についてはそれぞれ認知をされ、先ほど答弁申しましたよう

に、厚生労働省のほうで、そういう事態が発生した場合は、そこに居合わせた人がＡＥＤを活

用して蘇生を図るということが有効だということで、一般の市民の方も利用していいというこ

とになっております。 

 ただ、この自動体外式除細動器というように、まずその機械そのものがパットを張った時点

で検診します。それで、細動の場合についてはこれ有効になりますけれども、静止している場

合についてはこれは有効じゃありません。そういうことで、まずそういう状態に立ち会われた

方は、すぐ119番通報されて救急車を要請されるというのが第一義だろうと思います。その

際、先ほど答弁しましたように、消防本部におきましてはＡＥＤが管内にどこに設置されてい

るかという情報収集に努めておられまして、その設置状況が把握できている分については

119番通報と同時に状態を確認しながら、そういうＡＥＤが有効であろうというような症状の

場合については、その場でどこどこにＡＥＤがあるというようなことをお知らせするというよ

うな取り組みをされているということを報告を受けております。 

 それから、位置情報ということでお話しされましたけども、携帯電話、いわゆるＦＯＭＡと

か、そういう第３世代につきましてはＧＰＳモジュールを製品に登録するということが総務省

のほうで出されまして、平成17年以降の製品につきましてはそういうものがあります。それ

で、携帯の普及率も高まっておりますので、110番通報とか119番通報、118番通報とかありま

すけれども、そういうものについては自動的にですね、位置情報を取得しながら警察業務ある

いは救急業務、消防業務に利用しようということで、平成19年に総務省のほうがそういうシス

テムを開発をいたしております。それで、各消防本部に指令台にそういう機能があるような指

令台更新を、普及を図るようにということで、筑紫野太宰府消防本部におきましても、議会の

ほうに報告してますように、本年の太宰府消防署の建てかえにあわせまして指令台の更新がな

されます。ほで、携帯電話で119番がありましたら、通話情報とは別に位置情報も取得するこ

とができますので、瞬時にその通報者の居場所が確認とれます。ＡＥＤの設置場所等が、緊急

の場合はそういうものもお伝えしながら救急業務に当たるということで報告を受けとりますの

で、基本的にＡＥＤの利用、活用についての統括的なものについては消防本部で行うようにい

たしております。 

 以上です。 

○議長（不老光幸議員） 16番村山弘行議員。 

○１６番（村山弘行議員） いや、そりゃそうですよ。まずは、119番ですよ、素人でしょうから

ね。119番が来るまで、今第３世代と言った、そういう機能が、位置情報ももちろんわかるよ

うに、例えばまほろば号だって今そういうシステムになっていますが、今どれぐらい遅れてい
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るのかわかりますが、より以上に、そういうシステムの導入をしてみたら、より救命の可能性

が高まるのではなかろうかと、こういうことですから、それが検討に値するなら検討をしてみ

たらどうかということでございますので、機会があればそういう部分も検討をして、市民の皆

さん方の安全・安心のまちづくりの一助になればと、こういうことでございますから、機会が

あればですね、関係者の方々もご紹介したりして聞いていただければ、これはいいなというこ

とになれば、いっときを争うときに失わなくてもいい命は助けれるというふうに思いますの

で、ご検討を願えればということでございますから、これ、もちろん嫌だと言っておられると

いうふうには理解はしておりませんけども、今現状は、消防署が携帯電話で位置がわかるか

ら、今はそういう傷病がどこで発生しているかというのもかなり正確にわかるということもあ

りましょうけども、よりベターな方法としてそういうシステムを導入したらどうかと、こうい

うことでございますから、これぜひ検討をしていただきたいなと思います。 

 協働のまちづくりの部長の担当というふうに私も思わなかったもんですからね、健康福祉部

長かなと思ってちょっと非公式に話はしていたら、今回の一般質問で協働のまちづくりの担当

ということで、まだ部長とは具体的ないろんなお話をしてなかったもんですからそごを来した

のかなというふうに思いますけど、機会があれば私のほうからも引き続き提供したり、私がで

きる範疇でご説明をしていきたいというふうに思いますので、聞く耳だけは持っていただきた

いなというふうに思いますので、この項はこれで終わりたいと思います。 

○議長（不老光幸議員） 総務部長。 

○総務部長（木村甚治） それでは、２点目についてご回答をいたします。 

 地球温暖化に伴いますＣＯ２の削減につきましては、国はもとより地方公共団体や市民レベ

ルでの取り組みが大変重要なものとなってきております。発光ダイオード、いわゆるＬＥＤ照

明は長寿命による交換等の費用の削減、蛍光灯に含まれている水銀が含まれてないから利用後

の処理についての環境負荷が少ない、また従来の照明機器と比べまして電力消費が少ない、Ｃ

Ｏ２排出量を削減し、地球温暖化対策の一つとして注目をされております。 

 ご質問をいただきました庁舎へのＬＥＤの段階的な導入ということでございますが、全体へ

の導入には設備改修といいますか、導入費用が非常に大きな費用を要することとなります。そ

ういうことから、まずは庁舎のワンフロアでありますとか一部分をこのＬＥＤ照明に試行的に

改修を行い、工事費、器具の状況、電気料等を調査研究しながら、最終的に庁舎全体の導入に

ついて、大規模の改修に合わせますとか、国、県の補助事業、グリーン・ニューディールです

か、そういうなもの等活用しながら今後進めて検討していきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（不老光幸議員） 16番村山弘行議員。 

○１６番（村山弘行議員） もうご案内のとおり、ＬＥＤの消費電力などについてはご承知という

ふうに思いますが、従来の蛍光灯に比べて消費電力が60％以上一般的には削減されると、こう

いうふうに言われておりますし、大体従来の蛍光灯の寿命の6,000時間に対して４万時間ぐら
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いの、そういう寿命力もあるというふうに言われております。 

 お手元にちょっと印刷物を配付させていただいておりますが、これは試算で、全く概算であ

りますけども、１階の、市民の皆さんが来られるカウンターの上の丸い蛍光灯を、約80本程度

あると、全部じゃないですよ、その一部分ですね、80本あるというところで計算をした部分で

す。一番下の蛍光灯でいくと、月額の計算だとかというのがここに記載しております。蛍光灯

が1万2,247円ぐらいで、ＬＥＤやったら4,000円何ぼと、差額が月額大体8,100円ぐらいという

ことで、年間だったらこれぐらいの差が出てきますよという計算をしとります。 

 ただ、蛍光灯の値段を、例えば１本500円という計算をしています。ＬＥＤの価格を1万

1,000円ぐらいと想定をして、これはあくまでも試みでございますので、とした場合に、大体

これぐらいの数になりますよと。蛍光灯が1万1,000円の80本全部変えていくと、蛍光灯とＬＥ

Ｄの価格が、ＬＥＤは80本と想定して、１本1万1,000円でしたら88万円と。これは10年間はほ

ぼ変わりませんので、切りかえるコスト代金もかからない。ほとんど、蛍光灯も余り変えられ

ないみたいなんです、お聞きしたら。それでも年間に何本かずつはやっぱり変えていかなきゃ

いかんと。 

 そういう部分でいきますと、ＬＥＤといわゆる従前の蛍光灯につきましては、相当電気の消

費量やらも違ってくるということで、一酸化炭素、二酸化炭素の削減量についても、年間で約

1万8,030ｃａｌぐらいは違ってきますし、杉の木でいくと約130本分ぐらいのＣＯ２の削減が

実現していくのではなかろうかということで、今度４月から施行されます改正省エネ法でいく

と、いろんな事業所単位で義務づけられたりするということであるし、市長も施政方針の中で

も機会あるごとにそういうふうにしていくべきじゃないかと、こういうふうに触れられており

ますし、総務部長言われましたように、一度にこの庁舎全部というと、それは膨大なお金がか

かりますし工事費もかかってきますので、どっかのフロアで試し的にしていくというふうにお

答えをいただいております。 

 これは年次計画でいくのか、機会を見てどっからやっていくのかというのはもちろん執行部

のご判断にもよるというふうに思いますけれども、これは早急にぜひ導入をしていって、いず

れ、一時期はかかりましょうけどもコストの分、それからＣＯ２削減の問題についても、ぜひ

導入をして、規模だとか場所だとかというのはもちろん執行部のご判断に任せて構わないと思

いますが、ぜひともですね、この導入については財政面からも、それから省エネのほうから

も、二酸化炭素の削減についても、非常にプラスになろうかというふうに思いますので、これ

も先ほど申し上げたＡＥＤと同様ですね、ぜひ検討をしていただいて、このＬＥＤの先進地に

本市がなるようにご努力をしていただきたいというふうに思いますが、最後に市長のご見解を

お伺いしておきたいと思います。 

○議長（不老光幸議員） 市長。 

○市長（井上保廣） 施政方針にも掲げておりますけれども、省エネでありますとか、あるいはク

リーンエネルギー使用などの環境問題を積極的にやはり進めていく必要があるというふうに思
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っておるところでございます。 

 太宰府市といたしましても、環境に優しい製品など積極的な使用を進めますために、低公害

車あるいはハイブリッド車の購入も既に行っておりますし、あるいは電気設備につきまして

も、ただいまのシミュレーションを見ましても格安といいましょうかね、もなりますけれど

も、あるいは地球温暖化、環境に優しいまちづくりを行います上におきましても、やはり省エ

ネ型への変換というようなことは大切だというように思っております。庁舎の照明等あるいは

公の施設等々につきましても、そういった観点から逐次ですね、効果も含めて行っていきたい

と、このように考えております。 

○議長（不老光幸議員） 16番村山弘行議員。 

○１６番（村山弘行議員） ありがとうございました。 

 ぜひ、前向きにご検討を願っていきたいというふうにお願いをいたしまして、私の一般質問

を終わりたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（不老光幸議員） 16番村山弘行議員の一般質問は終わりました。 

 次に、２番藤井雅之議員の個人質問を許可します。 

              〔２番 藤井雅之議員 登壇〕 

○２番（藤井雅之議員） ただいま議長から一般質問の許可をいただきました。通告に従い、公契

約条例制定について質問いたします。 

 昨年９月に千葉県野田市で制定された公契約条例が注目を浴びています。公契約とは、地方

自治体が行政サービスを行うため民間業者と契約し、発注や業務委託、物品納入などを行って

いる行為を指します。今全国で起きているのが、談合対策を契機に競争入札の導入が広がり、

委託分野等では予定価格の４割を切るようなダンピングが発生するなど、人件費の削減が進め

られています。公の施設の運営を代行させる指定管理者制度のもとでも体育館や図書館など、

公共施設の運営に携わる労働者が低賃金の有期雇用に置きかえられる問題が生じています。 

 公契約条例は、こうした問題を解消するため公契約のもとで働く労働者の賃金、労働条件の

最低規制を行うもので、最低賃金法とは異なり、受託企業は法の強制ではなくみずから結んだ

契約を守る立場で労働条件を確保し、自治体は発注者として現場労働者の状態をチェックでき

るようになります。公契約にかかわる労働者の賃金の底上げは地域循環型の消費構造にもつな

がり、大きな経済波及効果をもたらし、受託企業にとっても適正な利潤を確保し、健全な経営

を保障することになると考えます。太宰府市でも公契約条例の制定を求めますが、見解を求め

ます。 

 再質問は自席にて行います。 

○議長（不老光幸議員） 市長。 

○市長（井上保廣） 公契約条例の制定についてご回答を申し上げます。 

 労働者の賃金、労働条件を確保する上から、野田市が制定された公契約条例は、見せていた

だきましたけれども、理解をいたしております。しかしながら、労働条件や賃金等のルールづ
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くりにつきましては、国の労働政策に直接結びつくというふうなことから、一地方公共団体だ

けで規制したり、あるいは対応することについては限界もございます。そのために、建設業を

めぐる状況を十分に見きわめまして、公共事業の一層の品質確保の視点からも、公共事業に従

事する労働者の労働条件などを定め、そして事業者にそれを遵守させるという、いわゆる公契

約法の制定など、国レベルの法整備を図ることが重要であろうというふうに考えております。

したがいまして、国への対応につきましては、他の自治体の状況も調査し、議会の議論も踏ま

えながら研究してまいりたいというふうに思っております。 

 詳細につきましては、担当部長のほうから説明をさせます。 

○議長（不老光幸議員） 総務部長。 

○総務部長（木村甚治） それでは、補足のご回答をさせていただきます。 

 ご質問いただきましたように、公契約条例を制定しておるのは、現在千葉県野田市だけでご

ざいます。この制度の根拠となりますＩＬＯ第94号公契約における労働条項に関する条約、こ

れが1949年６月29日に採択されておりますが、これに基づきまして、公契約法として国が整備

すべきではないかという、全国から約800件ほどの意見書が採択されて国のほうに提出されて

おりますが、現在まだこのＩＬＯ条約のほうには批准はされていないというところでございま

す。 

 太宰府市におきましては、先ほど市長が申し上げましたように、労働基準法や最低賃金法な

どの現行の法体系との調整、そういう関係もあることから、今後国が率先して、法としてまず

整備すべきではないかという考えでございまして、市長会を通して提案をしていただきたいと

いうふうに考えておるところでございます。 

 労働者の賃金など、労働条件を確保するためには公契約制度が必要との視点には立っており

ますが、そういうことからも今後国、県あるいは他自治体の状況把握に努めながら研究をして

いきたいというふうに考えておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（不老光幸議員） ２番藤井雅之議員。 

○２番（藤井雅之議員） 公契約の関係今答弁いただきましたけども、具体的に今太宰府市でもい

ろいろ公共施設に指定管理者制度を導入されていると思いますが、その中で実際に働いておら

れる方のところのそういった賃金の体系ですとかそういったものは、もう公契約、きちんと守

られているといいますか、そういった低賃金等の問題は発生していないという認識でしょう

か。 

○議長（不老光幸議員） 総務部長。 

○総務部長（木村甚治） そういうふうに認識しております。指定管理者関係につきましては、プ

ロポーザル方式という方法のところで審査しておりまして、最低価格で出したところが優先と

いうようなことでは行っておりません。 

○議長（不老光幸議員） ２番藤井雅之議員。 
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○２番（藤井雅之議員） ぜひ、今総務部長の答弁いただきましたけども、再度、公契約が必要で

あるという認識はわかるというような先ほど答弁いただきましたけども、いま一度ですね、も

う一度厳密に調査していただきたいなということがあるんですけども、例えば住民の皆さんに

とっての生活、安心・安全の面でもですね、この間全国で指定管理者制度をめぐる問題で悲惨

な事故等も起きています。 

 例えば代表的なのが、2006年に埼玉県のふじみ野市で起きました市営プールで小学生の女の

子が吸水口に吸い込まれて死亡するという痛ましい事故が起こりましたけども、指定管理者の

受託企業が業務を別会社に丸投げして再委託して、そこでアルバイトを低賃金で雇い、ずさん

な施設管理をしていたということが問題になりましたし、静岡市でも昨年の４月にバスケット

ボールのゴールポストの整備不良で利用している方が死亡しているという事例が起きていま

す。この静岡市でも、指定管理者がまた施設管理を別会社に委託して、設備点検がさらに別の

業者が請け負っていたという事例もあります。再度、そういった点も含めてですね、指定管理

者の中が指定管理者が別、さらに委託等を行っていることがないのかという点だけでも再度点

検していただきたいというふうに思いますが、その点についていかがでしょうか。 

○議長（不老光幸議員） 総務部長。 

○総務部長（木村甚治） 現在、太宰府市において行っておる指定管理関係については、たくさん

の何十何百という施設でなくて少ない、目の届く範囲での大体施設を行っております。 

 ただ、今ご質問いただきましたように、そこでいわゆるワーキングプアが生まれるような状

況は、行政としてはやはり市民福祉の向上ということから、ワーキングプアを発生させること

はよろしいことではないというふうな考えには立っておりますので、今後の指定管理の指定の

あり方についてはいろいろ今いただいたようなご質問を参考としてですね、進めさせていただ

きたいと思います。 

○議長（不老光幸議員） ２番藤井雅之議員。 

○２番（藤井雅之議員） それとあわせてですね、そういったもとで働かれる方ですね、指定管理

者制度を受けてその中で働いておられる方からきちんと実態がこうだというような、例えば、

ちょっと大きく言うと、内部告発じゃあないですけども労働条件等の問題でちょっとおかしん

じゃないのかとか、そういったことをきちんと行政に届ける仕組みも私は必要なんじゃないか

なと、指定管理者と結んだチェック機能をつくる上でもですね、必要なんじゃないかなと思い

ますが、そういったものを整備される考えはありますか。 

○議長（不老光幸議員） 総務部長。 

○総務部長（木村甚治） その指定管理として委託したところの従業員からの苦情窓口というんで

すか、労働条件に関することであれば労働福祉でありますとか勤務雇用条件というところでの

受け付けになろうかと思います。ストレートに委託側、受託側の中で、どのような問題が発生

するのかということ、ちょっと私今具体的には思い浮かばないんでございますけども、通常、

２年契約等の契約改正あるいは切りかえのときに、その辺はヒアリング等を、受託者の会社と



－170－ 

しては意見を聞いていきますので、そういうときに情報として違う従業員からの苦情等があっ

たらば、その辺の状況はお尋ねするようなことになっていこうかというふうに考えておりま

す。 

○議長（不老光幸議員） ２番藤井雅之議員。 

○２番（藤井雅之議員） 公契約条例のその制定のところは、今、これからまた恐らく制定した千

葉県野田市でもいろいろまたさらに新しくつけ加えるもの、いろいろ出てくると思うんですけ

ども、やはり自治体の公契約で発生する問題で違法な状態とか起こることがないようにしてい

ただきたいというのは、昨年の代表質問のときにも私は学校耐震化の問題や地元発注の問題取

り上げましたけども、そういった部分もありますし、ぜひですね、そういった視点で公契約条

例の整備を検討していただきたいなというふうに思います。 

 実際に国や自治体規模ですけども、公契約のもとで働いておられる労働者の方は大体、日本

全国で今1,000万人いると言われております。太宰府市でも置きかえていけば結構な人数がお

られると思いますし、そういった方々の生活の保障と賃金の底上げというのは、繰り返しにな

りますけども、地域経済の波及効果もありますし、内需主導型の経済への切りかえという部分

でも重要な役割を果たしていくことになると思いますので、その点も重ねて検討をしていただ

きまして、今回は短いですけども、一般質問を終わります。 

○議長（不老光幸議員） ２番藤井雅之議員の一般質問は終わりました。 

 次に、８番中林宗樹議員の一般質問を許可します。 

              〔８番 中林宗樹議員 登壇〕 

○８番（中林宗樹議員） ただいま議長より一般質問の許可をいただきましたので、通告いたして

おりました３項目について質問いたします。 

 まず１問目で、うつ病対策についてお尋ねいたします。 

 一般に心の病は複雑であり、一人一人が異なった背景を持っています。よく、うつ病は心の

風邪などと言われます。何らかの精神疾患で治療を受けている人の数はＷＨＯの推測では、世

界人口60億人のうち４億人以上で、これは全世界の人口の少なくとも６％以上であるというこ

とになります。また、日本では1996年に43万3,000人、99年に44万1,000人、2002年に71万人、

2008年に100万人を超え104万1,000人と、このように精神疾患の方は増え続けています。学校

の教職員の方でも公立学校では、うつ病などの精神疾患で休職されている教師は全国で

5,000人を超え、福岡県でも137人の方がおられるとのことです。 

 文部科学省でも教育委員会などがメンタルヘルスに関する取り組みを進めているが、なかな

か休職者の数字が減らない、深刻な問題だということで認識しております。これは教育内容の

変化についていけない、教員同士のコミュニケーションが足りない、相談相手がいない、要望

事項が多様化している保護者への対応が難しい等の要因が絡んで精神疾患になるケースが増え

ていると言われています。 

 この精神疾患で多いのがうつ病であります。このうつ病は、また自殺の原因の大きな部分で
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もあります。うつ病は自殺への入り口でもあると言われています。 

 最近、テレビで少女がお父さんに向かって「眠れてる」というコマーシャルが流れています

が、これは政府が自殺予防で働き盛りの中高年世代に焦点を当て、睡眠キャンペーンを実施し

ているものです。自殺の前兆とされるうつ病の人たちのほとんどが不眠であるということに着

目し、自殺者で中高年の人の割合が高いということ、また中高年のお父さんは娘に弱いという

ことから始められたとのことです。 

 このように最近増え続けているうつ病は、普通の病気とは違いなかなかわかりにくく、また

精神科へ行くことにはちょっと抵抗があり、行政の窓口に来られる方が多いと聞きます。この

ようなことから、以下の点についてお尋ねいたします。 

 本市では、このうつ病に対する相談窓口の体制がどうなっているのですか。 

 ２、うつ病についての早期発見と予防についての指導啓発はどのようにされているのか。 

 ３、本市の小・中学校でうつ病で休職されておられる先生はおられるのか。また、おられた

ら、何人ぐらいになるのか。また、先生方に対する対策はどのようなことをされているのか。 

 ４、自殺者についてですが、本市では昨年１年間で何名ぐらいおられるのか。また、その自

殺予防対策はどうされているのか。 

 以上、お伺いいたします。 

 ２項目め、地球温暖化対策についてお尋ねします。 

 地球の温暖化が問題になっています。今でも暖冬、長雨、大きな台風や集中豪雨、干ばつな

ど、これまでにない気象災害が起きております。さらに進めば、陸地の氷や北極海の氷が解け

海面が上昇し、大きな災害や伝染病の蔓延、動植物の絶滅等が起こり、人間にとっても過酷な

環境になることが心配されています。 

 そうした大きな気象変動を避けるため、1997年に京都で開かれた会議で、京都議定書と言わ

れる温暖化防止の枠組みが決議されました。それによりますと、温室効果ガスの排出を日本は

数値目標として2012年までに、1990年を基準値として６％削減を決められています。また、鳩

山政権では、2020年までに我が国全体の温室効果ガス排出量を1990年比で25％削減するという

方針を決定してます。 

 こうした中で、本市では平成13年３月に環境基本計画を策定され、その中に地球温暖化対策

を総合的重点施策として挙げられ、それに基づいて本市の地球温暖化防止の取り組みを進めて

いくための指針として、平成16年３月に地域省エネルギービジョンが策定されています。この

環境基本計画は期間が平成13年度から平成22年度まで、地域省エネルギービジョンは平成16年

度から平成25年度まで10年間とし、地域省エネルギービジョンの数値目標は、第２次基本計画

における目標年度の平成22年とし、その年度でビジョンの進捗状況の全体的なチェックを行

い、そして残りの３年間は不十分な事項についての取り組みを強化するとともに、次の目標、

計画づくりに取り組みます。なお、毎年の点検の中においても、必要に応じて適宜見直しを行

うものとしますとあります。 
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 その中で、地域省エネルギービジョンの第４章では、重点プロジェクトとその進め方を提起

され、重点プロジェクトが設定され、対象を明確にするため対象者を市民、事業者、学校、学

生、行政、観光客と５つのブロックに分け、そのブロックごとに推進すべき項目が書いてあり

ます。また、実施スケジュールも示されています。環境基本計画は平成22年度が最終年度とな

り、地域省エネルギービジョンも平成22年度に進捗状況のチェックが行われるということで、

今年４月からですけど平成22年度、あと１年を残す状況になっています。 

 ここで、現在の状況でこの基本計画、地域省エネルギー対策がどのくらい達成されている

か、以下の点をお伺いいたします。 

 １、地域省エネルギーや地球温暖化問題について、情報提供はどのような形で何回ぐらい出

されましたか。 

 ２、省エネルギー宣言制度を提唱されていますが、家族、事業所はどのくらいありますか。 

 ３、市民や事業者が参加する新たな基金の創設とありますが、これはできているのでしょう

か。 

 ４、雨水利用など節水の促進の普及程度は進んだと思われていますか。 

 ５、ごみの排出量抑制とありますが、これは具体的に進んでいるのか、具体的な取り組みに

ついてお聞かせください。 

 ６、まほろば号の活用促進をすると書いてありますが、これはどのくらいできているのでし

ょうか。 

 ７、人材の育成、省エネルギー普及委員等、プランで出してありますけども、何人ぐらい現

在できているのか。 

 以上、お尋ねいたします。 

 次に、３項目め、仮称高雄公園の利用法についてお尋ねいたします。 

 高雄地区住民の方々の待望の大型公園が３月末には完成の運びとなっているようですが、公

園入り口はゲートなども設置され、夜間は閉鎖されると思いますが、この公園の利用について

お尋ねいたします。 

 １、夜間は防犯上から閉鎖されると思いますが、利用時間はどのようになるのでしょうか。 

 ２、維持管理はどのようにされるのでしょうか。 

 ３、多目的広場の利用についてどのように考えておられるのか。 

 以上、お尋ねします。 

 再質問は自席にて行います。 

○議長（不老光幸議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（松永栄人） うつ病対策についてお答えいたします。 

 自殺の原因として健康問題が最も多く、次いで経済、生活問題、家庭問題、勤務問題などが

続いています。健康問題の中でも心の病気、特にうつ病が最も自殺と関連がある病気として考

えられております。 



－173－ 

 うつ病はだれでもかかり得るもので、一般住民の約15人に１人がうつ病を経験しているにも

かかわらず、うつ経験者の４分の３は医療を受けていないという調査結果が出ております。 

 そこで、うつ病対策は症状に早く気づき早期治療につなげるなど、適切な対応をとることが

うつ病予防や病気の悪化を防ぎ、ひいては自殺の予防となります。 

 本市においてのうつ病対策の、まず１点目の相談窓口につきましては、従来から保健センタ

ーにおいて心の相談事業を実施し、適切な医療機関の紹介を行うなど、個別相談を行っており

ます。平成22年度からは福岡県立精神医療センター太宰府病院から専門医を招き、引き続き相

談事業を行ってまいります。 

 また、医療につながらないなど、家族としての対応等に困っている方につきましては、筑紫

保健福祉環境事務所と連携を図りながら対応策を検討し、家族支援も行ってまいります。 

 次に、うつ病の早期発見、予防指導、啓発につきましては、うつ病など精神疾患についての

正しい知識を普及するために、筑紫保健福祉環境事務所と共催で精神保健福祉講演会を毎年開

催をいたしております。本年度は３月27日土曜日に、福岡大学病院の自殺防止対策に精通され

た専門医を招き、講演会を開催することといたしております。 

 ３点目につきましては、教育委員会によりますと、うつ病での３月１日現在の休職者は数名

だそうでございます。また、対策としましては、福岡県教育委員会等が相談窓口を設置し、面

接や電話による相談を受けるとともに、指定した病院で受診してもらうように相談体制を整備

してあると聞いております。 

 ４点目の本市での自殺者でございますが、筑紫地区管内で平成20年は男性78名、女性21名、

総数で99名と報告が挙がっております。 

 自殺予防対策につきましては、当初申しましたように、自殺による死亡の原因は健康問題と

ともに経済、生活問題等もございますので、平成22年度は庁内関係課や関係機関と連携し、自

殺防止対策に取り組んでまいります。 

 以上でございます。 

○議長（不老光幸議員） ８番中林宗樹議員。 

○８番（中林宗樹議員） 相談窓口に来られましてですね、それから病院に行かれるかどうか、先

ほどもちょっと部長のほうの回答にありましたけれども、やはり治療を受けてられない方がた

くさんおられるということで、これは地域で見守りしていくとかですね、地域ぐるみでそうい

う取り組みも必要になってくるんじゃないかと思いますけども、こういう方に対するですね、

相談窓口に来られた方への後のアフターフォローといいますか、そういうことについてはどの

ような取り組みをされておられるんでしょうか。 

○議長（不老光幸議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（松永栄人） 医療機関を紹介した後、通院してその後のフォローでございますけ

れども、相談内容が太宰府市で解決できない、そういうものにつきましては筑紫保健福祉環境

事務所につないでおります。治療が必要な事例は、早く医療機関のほうにつないでおります。
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医療機関退院時に医師から保健所のほうへフォロー要請される場合は個人を見てまいりますけ

れども、通常保健所は個人を追跡といいますか、追いかけてはいないということでございま

す。地域で安心して生活ができるようにということで、市役所の窓口では相談だけではなくて

訪問活動など、さまざまなレベルで援助を提供をしてまいる必要があろうかと思います。 

 以上でございます。 

○議長（不老光幸議員） ８番中林宗樹議員。 

○８番（中林宗樹議員） うつ病は本当に心の病でですね、なかなか外からも見えにくい、それか

ら家族の方の対応なんかも非常に厳しいものがあるということで、今福岡県のほうでこの精神

保健業務についてはやっておられるということなんですけども、これが近い将来、市のほうに

その業務が移転されるというようなことも聞いておりますが、そういう相談業務等が市のほう

へ移転されたときの体制について、何かそういう対策を今考えておられる分がありましたらお

聞かせいただきたいと思います。 

○議長（不老光幸議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（松永栄人） うつ病のご質問が出ておりまして、３月５日の新聞を見ておりまし

たら、福岡県のほうが、昨年は2,500万円の予算であったと、今年は１億円も上乗せをして対

策に当たると、こういう記事を見ておりました。市のほうに相談業務等が移ってまいるという

ことが、地域保健法の改正でなるようでございます。そこで、市町村における相談体制を強化

をするために、市町村では精神障害者の福祉に関する相談等に応じなければならないものとさ

れます。その相談を行う精神保健福祉相談員を置くというようなことが、今後その専門職の配

置、体制整備を考えていかなければならないと考えております。 

 この専門の精神保健福祉士という方でございますけれども、その方を資格のある職員を相談

員として任命をして積極的に任務に当たらせると、こういうことが今後市のほうとして行う業

務になってまいります。 

○議長（不老光幸議員） ８番中林宗樹議員。 

○８番（中林宗樹議員） このうつ病は非常に難しい病気で、それぞれかかられた方じゃないとわ

からないような苦しみもあるということをですね、体験された方からお話を聞いたこともあり

ます。そういうことで、今この業務は市のほうへ移ってくるということになりますと、市のほ

うの担当部署では大変な業務になるんじゃないかと思いますけども、今後しっかりそういう体

制を、今言われましたように相談員とか専門の方にしっかり頑張っていただいて、太宰府から

こういう方々が少しでも少なく、また回復していただけるような対策をとっていただきたいと

思います。 

 そういうことで、このうつ病に対する予防、対処の仕方については専門的なところもありま

すので、先ほどもちょっとお尋ねしましたけども、地域の方のですね、生活の中での指導啓発

ということをしっかりとやっていただきたいと。そうすることで、身の回りにそういう方がお

られるときには、対処の仕方が大分違ってくるんじゃないかなと。そして、またそういう病気
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を持たれた方も、そういう地域の方が理解をされていれば、そこで生活もしやすいし、また回

復も早くなるんじゃないかなということで、身近なところでそういう講習会もやっていただけ

ればと思います。なるべく身近なところといいますと、やはり地域の公民館とかですね、そう

いうところで一堂に集めて希望される方が、いきいき情報センターならいきいき情報センター

のホールへ集めてやるということじゃなくて、身近なところで、公民館等でやっていただけれ

ば参加者もまた増えるんじゃないかなと思いますので、そういうことで、これはもう先ほど言

いましたように、潜在患者が非常に多いということで、これはもう日常の社会的な問題という

ことでとらえて、対策をしっかりとっていただければと思いまして、これは要望といたしまし

て、これで１問目は終わります。 

 次、２問目をお願いします。 

○議長（不老光幸議員） 市民生活部長。 

○市民生活部長（松田幸夫） それでは、２項目めについてご回答を申し上げます。 

 地球温暖化防止対策につきましては、国レベルではもちろんのことでございますけども、地

方自治体や市民レベルでの対応が強く求められております。本市におきましても、第２次環境

基本計画や地域省エネルギービジョンに基づきましてさまざまな対応策を実施しております。 

 今回関連いたします７点にわたるご質問をいただきましたので、順を追ってご回答を申し上

げます。 

 まず、１点目につきましては、市の広報に関連いたします情報をほぼ毎月号掲載いたしてお

りますし、また啓発チラシ回覧では年間５回程度、さらには公共施設などにポスターやイベン

ト情報を掲示するなど、地球温暖化対策や省エネに関する情報をできるだけ多く掲載いたしま

して、市民啓発に努めますとともに、市のホームページのほうでも随時情報提供を行っており

ます。 

 ２点目につきましては、庁内に太宰府市省エネルギー推進会議を設置しまして、また各自治

会や事業所等を構成員とした、仮称ではございますけども省エネルギー推進市民会議を設置を

いたしまして、この中で仕組みの検討などを行う予定でございましたが、現在のところは、設

置するまでの準備段階でございまして、この制度を構築するまでには至っておりません。 

 次に、３点目につきましては、環境基本条例の趣旨に基づきまして、既に創設しております

環境基金がございますので、この基金を活用した事例といたしましては、昨年11月に市民の森

で開催をいたしました環境フェスタにおきまして市内、市外を含めまして30組を超える多くの

市民活動団体などの参画をいただきまして、大変大きな成果をもたらすことができました。 

 ４点目につきましては、現在事例等の情報収集に努めている段階でございます。 

 ５点目につきましては、広報等によるごみの排出抑制を初め、分別収集や古紙等集団回収等

のリサイクル推進などのきめ細かな事業を展開をいたしておりまして、着実にごみ減量の成果

を上げているところでございます。 

 ６点目につきましては、平成10年４月に運行を開始して以来、平成21年12月末までの利用者
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の延べ人数も約435万人となっておりまして、地球温暖化対策あるいは地域への環境の負荷の

軽減に大いに貢献しているものと確信をいたしております。今後も引き続きまほろば号を初め

とした公共交通機関の利用促進を働きかけてまいりたいというふうに思っております。 

 最後に、７点目につきましては、先ほども申し上げました省エネルギー推進市民会議に普及

員を任命することといたしておりましたけども、福岡県の指定機関であります地球温暖化防止

活動推進センターのほうが平成16年４月に発足いたしまして、各市町村に地球温暖化防止活動

推進員が配置されましたことなどから、現在のところ、当初予定をいたしておりました地区公

民館ごとに任命するまでには至っておりませんけども、今後県との連携を図りながら、目標達

成のために努力をしていきたいというふうに思っています。 

 以上でございますけども、今後とも環境基本計画や地域省エネルギービジョンに掲げており

ますさまざまな取り組みにつきまして、未達成の事業も多少ありますので、これらを含めまし

てさらなる努力を重ねながら積極的に推進をしてまいります。 

 以上でございます。 

○議長（不老光幸議員） ８番中林宗樹議員。 

○８番（中林宗樹議員） ちょっと項目を多く出しておりますけども、この項目については二、三

の項目について再質問をさせていただきます。 

 まず、６番目に書いておりますまほろば号の活用促進についてということで、この利用者も

大分増えて、昨年の４月にダイヤ改正されまして、高雄回り線も運行していただくようになり

ましたけども、その中でですね、利用していただく側の市民の方から私先日お電話いただきま

して、私もちょっと経験はしましたけども、高雄回り線で待ち時間が長いと、いつ来るかわか

らんと言うたらいけませんけど、二、三十分待たされるのがもうたびたびであると。そして、

大体高雄回り線は市役所から１回こう回って帰るのに30分ぐらいの予定なんですけども、それ

に対して二、三十分待たされると。それで、ちょっと春になりまして暖かくなってきましたけ

ども、冬の寒い時期にですね、高齢者の方が朝一番に病院に行こうと思ってまほろば号を待っ

ておられると、そしてなかなか来ないと。あの寒い中に、バス停は吹きさらしでございます。

そういう中で20分、30分、病院に行かれる方ですからそう健康ではない方が、あの寒さの中で

待たされるというようなことでですね、定時運行、難しいのは難しいと思います、交通事情も

ありますけども、だけど20分も30分も待たされるというのはちょっとどうかなと思います。 

 それで、電話してこられた方のお話によりますとですね、どうして遅れたのと運転手さんに

聞いたら、いや北谷から来たから遅れましたというようなお話があったと。これはバスの連係

の問題だと思いますけども、北谷から市役所まで来て市役所で終わって、それから高雄回り線

に乗るというようなルートで来るんだろうと思いますけども、この待ち時間の、そこで北谷か

ら来るのにある程度遅れてきて、その遅れた分でまた高雄回り線に乗ってくるということで、

そういうことで両方のロスタイムで、二、三十分の待ちになるんじゃないかなと思いますん

で、ここら辺はどんなんでございましょうか。 
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○議長（不老光幸議員） 協働のまち推進担当部長。 

○協働のまち推進担当部長（三笠哲生） まほろば号の運行状況につきましては、今中林議員がお

っしゃったとおりでございます。10台まほろば号を保有しておりますけども、ダイヤの中では

フル稼働をいたしております。若干のそういう渋滞状況の遅れ等も勘案しながらダイヤを組ん

でおりますけれども、それ以上の実態が各道路の要所要所に発生をしておりまして、そういう

苦情を市民の利用の方から伺っている実態でございます。 

 その解決につきましては、道路状況の解決が一番であろうと思いますけども、それを見越し

た車両を保有しながら余裕を持ったダイヤを組むということになれば、またバス１台所有する

ことになり、試算したら2,000万円ぐらいですかね、そういう経費負担増にもつながりますの

で、なかなか悩ましい問題でございますけれども、定時運行には最大限の努力を今後も続けて

いきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（不老光幸議員） ８番中林宗樹議員。 

○８番（中林宗樹議員） バスの台数とかそういった経費の問題もありますので、それはわかりま

すけども、定時運行について、５分、10分ぐらいはまだいいですけどね、30分しかかからない

コースに30分待たされると、１時間かかるんですね。そしたら、もうおわかりのとおり、その

時間で行って、そして次に予定をされるときにですね、それがなかなか組めないということ。

それで、北谷から来てですね、そしてそれに高雄回り線に乗ると、その間の時間も、少しとっ

てもらえれば、そんなに負担もなくなるんじゃないかなと思いますけど、ここら辺のダイヤの

組み方を少し考えていただけないかなあと思いますけども。 

 まず、１つですね、担当部長にお尋ねしますけども、バス停で30分待つということについ

て、どういうお感じになりますか、自分が待たされたというときにですね。そのことについて

お尋ねします。 

○議長（不老光幸議員） 協働のまち推進担当部長。 

○協働のまち推進担当部長（三笠哲生） 私もバスを利用して通勤をいたしております。星ヶ丘に

おりますけども、田議員のほうからもご質問がありましたけども、私が乗るバス停は１時間

に６本ぐらい来ます。だから、その時間に合わせて行きますけども、心情としては今おっしゃ

ったところ十分わかります。ただ、運行としましてそれを担当として解決するには、先ほど言

いましたダイヤを編成する中で、かなり余裕を持った運行にしなくちゃいけませんし、余裕を

持ったとしても、今の道路状況の中では予測がつかない状況がございますので、なかなか解決

については私もここで即答してこういう解決策がありますということはご答弁申し上げにくい

んですけども、先ほど申しましたように、まほろば号というのは西鉄に運行を委託してます定

期路線で定時運行バスでございますんで、ダイヤに沿った運行に努める義務があると思ってお

ります。今後もそういうものについては、経費の問題もありますけども、職員もいろいろ工夫

をしながら、ダイヤ編成に努めていきたいと思います。 
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 現実問題何かをやるとすれば、便数を減らすとか、そういう部分になってまいりますので、

利用者の声も聞きながらですね、検討をしていきたいと思います。 

○議長（不老光幸議員） ８番中林宗樹議員。 

○８番（中林宗樹議員） とにかくですね、若干の遅れは、これはもう皆さん理解していただける

と思います。ですから、その路線の始発を定時に出れるぐらいの、そのくらいのダイヤは組ん

でいただきたいと思います。これは要望としときます。 

 そういうことで、まほろば号の、時々聞きますけども、まほろば号じゃなくて幻号と言われ

るような状況にあるということもありますので、そういう声が聞こえないような運行の仕方

を、ダイヤの組み方である程度はできると思います。バスを１台入れるとか入れんとかじゃな

くてですね、そこら辺はもう少し工夫していただければと思いますので、よろしくお願いいた

します。まほろば号についてはこれで終わります。 

 では次に、これは福岡県が出しております環境家計簿というのがありますけど、これについ

てお尋ねします。 

 この環境家計簿は、福岡県が、「エコライフ 地球を守る」を合い言葉にエコライフ応援ブ

ックとして作成しているものでございますけども、これが本市でどの程度配布されているの

か、ちょっとお尋ねします。平成20年、平成21年度で何部ずつぐらい配布されているのか、ち

ょっとお尋ねいたします。 

○議長（不老光幸議員） 市民生活部長。 

○市民生活部長（松田幸夫） 福岡県が発行しております環境家計簿につきましては、平成21年度

につきましては、予算化している部分につきましては400部でございます。 

○議長（不老光幸議員） ８番中林宗樹議員。 

○８番（中林宗樹議員） この地球温暖化防止についてですね、市民がだれでもすぐできる取り組

みというのは、この環境家計簿じゃないかなと思います。この環境家計簿はですね、本当に非

常によくできておりまして、毎月の電気の使用料、それから水道の使用料、ガスの使用料と

か、そういうデータをずっと書き込んでいきます。そしたら大体それのデータの出し方も、カ

レンダーの中へ出ておりますけど、そして今月が仮に水道、光熱費合わせて２万円かかったと

こうして書いておきます。そうすると、どうしたら省エネができるかということも書いてあり

ますので、電気をまめに消すとか、ガスでお湯を沸かすときに、なべの底に水滴がついとると

ふいて水滴を取ってからかけたらその分だけまた省エネになりますとか、細かいことまで書い

てあります。そういうことで、そういうのを実行して、その翌月に今度はトータルしてみます

と1万8,000円で済んだということになりますと、2,000円浮いたと。そして、それをトータル

でＣＯ２で計算もできるようになっておりますので、そのＣＯ２計算もすると何カロリー省エ

ネになったということで、これが毎月出るようになっておりますので、それが実数として出ま

すので、これが励みになって、それがずっと継続してつけられるような家計簿になっておりま

すので、この環境家計簿の推進といいますか、普及にぜひ力を入れていただきたいと思います
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けども、これについてどのような取り組みをされるかお尋ねいたします。 

○議長（不老光幸議員） 市民生活部長。 

○市民生活部長（松田幸夫） 先ほど言いました、400部のみを購入をいたしておりますけども、

実際この活用方法として今具体的に取り組んでおりますのが、いわゆる市民団体、活動団体が

たくさんいらっしゃいます。市内だけでも二十数団体いらっしゃいますけども、こういった団

体のほうにこの家計簿を配布いたしまして、特に活動に関するような、連携するような事業が

たくさん提案されておりますので、それらをいろいろ工夫してもらいながら、アレンジしても

らいながら、会員から一般市民へと幅広く活用していただくような検討といいましょうか、実

際にお願いをしているようなのが一つの事例でございます。 

○議長（不老光幸議員） ８番中林宗樹議員。 

○８番（中林宗樹議員） 先ほど平成21年度で400部程度の配布ということでございますけども、

400部ぐらいでは、その効果がそんなに上がらないと思いますので、これはもっと、4,000部、

5,000部出していただければ、本市としてのＣＯ２排出ガスの削減にその分貢献できるのでは

ないかなと思います。市民レベルでＣＯ２削減、今政府のほうでもチャレンジ25ということで

一生懸命力を入れてコマーシャルやってますけども、本市の場合は大きな工場もない、そうい

う大きな事業所もありませんので、市民レベルで努力していくしかないと思うので、市民レベ

ルで努力していただくにはこの環境家計簿をつけるのが一番有効な手段じゃないかなと思いま

すので、この発行部数というか配布部数をですね、皆様に理解いただいて無償で配布する、有

償でも配布してもいいと思うんですね。さっき無償じゃなければいけないと、やはり理解して

いただける方なら有償でもお買いになると思いますけども、そういうことで発行部数を増やし

ていただきたいと思いますけど、今これは県から買っているということでございますけども、

大体１部幾らぐらいするんですかね。ちょっとそれをお願いします。 

○議長（不老光幸議員） 市民生活部長。 

○市民生活部長（松田幸夫） 予算的には１部29円で県のほうからいただいております。 

○議長（不老光幸議員） ８番中林宗樹議員。 

○８番（中林宗樹議員） 29円だったらですね、市民の皆さんも理解して購入していただけるんじ

ゃないかなと思いますので、先ほども市民の皆さんへの啓発について、毎月の市の広報等その

他いろいろ努力していただいているということでございますんで、その中に１部で29円何ぼっ

て、30円なら30円で、もう原価でいいんじゃないかなと思いますので、それで30円で市の環境

課の窓口で販売しておりますのでということになれば、もっともっと普及していくんじゃない

かと思いますので、そこら辺も考えていただいて、この家計簿の普及に努めていただければ相

当な効果が上がってくるんじゃないかなと思いますので、そういうところで、この環境家計簿

の普及についてまたこれからも努力していただきたいと思います。 

 次にですね、この省エネルギービジョン計画の中で、それと環境基本計画もありますけど

も、この省エネルギービジョン計画、それから環境基本計画の中で、先ほどまほろば号につい
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てお尋ねしましたけども、この計画を進めていく上ではやはりバリアフリーの、道路のバリア

フリー化とかそういうことも中には入っておりますので、関連する部署との連携が絶対必要に

なってくると思います。これは環境課で一生懸命ですね、道路のバリアフリーを声を掲げて

も、建設産業課のほうでこれができなければ実際に効果が上がってこないと思いますので、そ

ういうことで、関係課との連携については、今までどのような取り組みをされているのかお尋

ねしたいと思います。 

○議長（不老光幸議員） 市民生活部長。 

○市民生活部長（松田幸夫） 例えば、第２次の環境基本計画がございますけども、この中には実

際に実施する細かい事業、いわゆる実施計画を立てております。項目的にはちょうど100項

目、100事業がございますけども、その各事業ごとに所管、担当課を決めております。それぞ

れ課長を中心に、目標がございますので、目標の事業に対してそれぞれ年次計画あるいは予算

化をしながら実施をしております。その推進委員会なるものがございますので、その中で年に

１回、２回進捗状況を確かめ合いながら、次年度に対してはどうするのかという問題、課題も

拾いながら進めております。 

○議長（不老光幸議員） ８番中林宗樹議員。 

○８番（中林宗樹議員） 関係部署との連携は非常に大事になってくると思いますので、これは今

の市の行政の組織の中で大体縦割りになってますけども、この部分については横の連携が非常

に大事になってくると思いますので、これはもうしっかり横の連携ができるようなシステムを

つくっていただいて、そして取り組んでいただきたいと思います。 

 それでは、最後になりますけども、この環境基本計画について若干お尋ねします。 

 これは平成22年度で最終年度になりますけども、総合計画もそうですけども、計画がもう始

まっていると思うんですけども、これについてですね、今度は来年度からまた次の第３次の環

境基本計画を策定されると思いますけども、これについての取り組みといいますかね、プロセ

スについてどのような手順でこの計画をつくられる予定か、そこら辺をちょっとお尋ねしたい

と思います。 

○議長（不老光幸議員） 市民生活部長。 

○市民生活部長（松田幸夫） この第３次の基本計画の策定につきましては、先日の市長の施政方

針の中で申し上げましたように、平成22年度中に策定をするという目標を持って、今現在事務

を進めておるわけですけども、まず策定するに当たりましては、この環境基本計画のみならず

ですけども、まずは次年度、過去５年間、10年間の進捗状況あるいは課題、問題点をきちっと

拾い直して、これを第３次にどう生かすのかという、いわゆる評価をしながら進めました。 

 まず昨年に、この職員で構成いたします、これは副市長がトップなんですけども、会長なん

ですが、職員で構成します基本計画策定委員会というのを編成しております。昨年の秋ぐらい

から各項目ごとに拾い直し、整理整頓をしながら、第３次にどう生かすかというのをまず、い

わゆる骨子案を策定をいたしております。 
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 その骨子案につきまして、まず審議会、いわゆるこれは識者とか関係団体グループで10名で

組織しております審議会のほうに、この過去の実施報告をしながら骨子案を提案しながらさま

ざまな角度から意見をもらうということで、今日現在までに審議会を２回開催をいたしており

ます。第１回目は昨年度の11月に開催いたしまして、第２回目が今年の２月に開催をいたしま

した。おおむね骨子案、大柱、小柱ができ上がりましたので、これに今後は肉づけをしてまい

りますけども、これも市のほうで、まずは素案づくりにかかりますので、この職員で構成いた

しました策定委員会の中で、それぞれ各課が抱えている環境問題に対する目標を設定をいたし

ております。 

 これを大体４月、５月ぐらいまでにつくり上げまして、大枠の中の素案をつくった段階で、

もう一度７月ごろに審議会に提案をいたします。その中で、あらゆる専門的なご指導をいただ

きながら、夏ごろ、８月か９月になると思いますけども、市民の方にチェックといいましょう

か、情報提供するためのパブリックコメントを開く予定にいたしております。これは当然公共

施設すべての中に配布いたしまして、いろんな多くの方から意見をいただくという流れになろ

うかと思います。 

 そして、再度審議会あるいは策定委員会を開きながら、平成22年度中に策定をするという流

れで今後も積極的な事務の流れで対応していきたいというふうに思っています。 

 以上です。 

○議長（不老光幸議員） ８番中林宗樹議員。 

○８番（中林宗樹議員） 審議会は２回ぐらいで足りるとですかね、ちょっとあれですけど。 

 素案をつくるということで、これは素案は大体ある程度もうできているような状態じゃない

かなと思いますけども、これについては大体ある程度できているのでしょうか、ちょっとお尋

ねします。 

○議長（不老光幸議員） 市民生活部長。 

○市民生活部長（松田幸夫） まだ詳細な、いわゆる基本計画の中身についてはできておりません

けども、骨子案、先ほど申しましたけども、大きな目標あるいは基本施策、あるいは基本方

向、そういうふうな部分を今現在つくり上げております。若干予定よりも遅れておりますけど

も、これはまた事務の内容を見ながら、それぞれ事務局のほうできちっと整理をしながら目標

の期間にできるように努力はしていきたいというふうには思っております。 

○議長（不老光幸議員） ８番中林宗樹議員。 

○８番（中林宗樹議員） 素案については若干遅れているということでございますけども、環境課

の守備範囲といいますか、その関する範囲が非常に多いと思います。私も、担当の委員会とし

てその内容については十分把握しておるつもりでございますけども、ごみの問題からＣＯ２の

問題、それから不法投棄の問題、不法投棄の問題が環境課では一番手が要るんじゃないかなと

思いますけど、市民の皆さんからすぐ直接電話がかかってくることが多いんじゃないかなと。

そういうことに手をとられながらこういう政策をつくっていくということで、非常に手間がか
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かっているんじゃないかなと思いますけども、私が思いますに今の環境課のスタッフといいま

すか、やはりちょっと少ないんじゃないかなあと。環境課はですね、どちらかというと政策を

中心にやる課じゃないかなと。政策をつくって、そしてそれを市民の皆さんに提示して、それ

を市民の皆さんに十分理解していただいて、そして初めて環境行政が進むと。実際にごみの減

量等が、さっき言いましたＣＯ２の削減についての努力とか、こういうのは幾ら市長が頑張っ

ても、市民の皆さんがやっぱり協力して実際にやっていただかないと、これは実効は上がらな

いと思いますので、その政策をつくるところでこういう遅れが出るということは、それはスタ

ッフがちょっとやっぱり少ないんじゃないかなと思いますので、政策をつくるスタッフを十分

にですね。 

 昨日も職員の研修等についての質問もあっておりましたけども、職員のそういう資質の向

上、そういうことについて政策を十分できるような体制をつくっていただきたいと思いますけ

ども、これは市長どうでしょうか。市長のほうからお答えをいただきたいと思いますが。 

○議長（不老光幸議員） 市長。 

○市長（井上保廣） 低炭素社会の構築というようなことは重要な問題でございます。そして、地

球温暖化の防止策について、今担当課のほうが躍起になってやっておるような状況でございま

す。大学の教授等々を交えながら審議会も開催しておりますし、そしてそれの具現化として今

第三次環境基本計画の策定に取り組んでおるところでございます。必要な人員等々について

は、この政策で一番大事な、すべてが大事な仕事でございますけれども、特にこの問題は今日

的課題でございますんで、職員の必要な数等も含めて適正な配置をしてまいりたいというふう

に思っております。 

 今の中で、本当に職員等々については、今議員のご指摘のように一生懸命やっております。

その姿、私も身近で見ておりますし、この所期の目的が達成されるようにそういった人員配置

に努めてまいりたいというふうに思っております。 

○議長（不老光幸議員） ８番中林宗樹議員。 

○８番（中林宗樹議員） 地球温暖化については、これは地球規模での問題でございますけども、

これを防止するためには私たち市民一人一人が日々心がけて努力していかなければならない問

題だと思いますので、環境課のほうにおかれましても、非常に仕事多忙な折でございますけど

も、ひとつ市民の皆様の指導、啓発をお願いしまして、この問題については終わります。 

 ３項目めについてお答えをお願いします。 

○議長（不老光幸議員） ここで14時35分まで休憩します。 

              休憩 午後２時21分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午後２時35分 

○議長（不老光幸議員） 休憩前に引き続き再開します。 

 建設経済部長。 
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○建設経済部長（新納照文） それでは、３項目めの高雄公園の利用方法についてお答えいたしま

す。 

 まず、１点目の利用時間についてでございますが、梅林アスレチックスポーツ公園に合わせ

まして午前６時から午後８時を予定しております。 

 ２点目の維持管理でございますが、これも梅林アスレチックスポーツ公園と同様に市が行う

予定にしております。しかし、利用の状況等を見ながら、できましたら利用団体の皆様にもぜ

ひご協力をいただきましてお願いしていきたいということも考えております。また、門扉の開

閉につきましては委託をしていきたいと思っております。 

 ３点目の多目的広場についてでございますが、面積が約4,000㎡ございまして、子供から大

人まで楽しめるレクリエーションの場として整備をしておりまして、グラウンドゴルフやペタ

ンク等の軽スポーツを楽しめることができます。また、大雨時には調整池の役割も担っておる

ところでございます。 

 この広場の利用方法でございますが、基本的にはだれでもが利用できることが原則でありま

す。団体の利用につきましては、グラウンドゴルフあるいはペタンク等が考えられますが、１

団体としての使用は最大でも広場の半分程度にさせていただきたいというふうに思っておりま

す。また、使用時間におきましても、１団体２時間程度にしていただこうというように思って

おります。 

 このようなことから、多目的広場を含めました公園内施設の利用につきましては、利用者に

事前に利用の手引等を配布するなどいたしまして、利用者の皆様のご協力、ご理解をいただき

ながら、たくさんの人が利用できる公園にしたいと考えておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（不老光幸議員） ８番中林宗樹議員。 

○８番（中林宗樹議員） 本市の南部地区、特に高雄地区のですね、大きな公園になりまして、地

域の住民の皆様がああいう大きな公園が欲しいということで本当に今まで長く待っておられま

したので、扱いよいような公園にしていただきますようにお願いしまして、それと最後に一つ

だけお尋ねしますが、これはいつぐらいから使えるようになりますか。 

○議長（不老光幸議員） 建設経済部長。 

○建設経済部長（新納照文） ただいままだ整備が進んでおりますけども、開園の予定が４月22日

を考えておるところでございます。また、そのときになりましたら皆様方にもご案内を差し上

げるというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（不老光幸議員） ８番中林宗樹議員。 

○８番（中林宗樹議員） 先ほど言いましたけども、ひとつ市民に親しまれるような公園にしてい

ただきますことを要望いたしまして、これで私の一般質問を終わらせていただきます。どうも

ありがとうございました。 

○議長（不老光幸議員） ８番中林宗樹議員の一般質問は終わりました。 
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 次に、７番橋本健議員の一般質問を許可します。 

              〔７番 橋本健議員 登壇〕 

○７番（橋本 健議員） ただいま議長より一般質問の許可をいただきましたので、通告書記載の

文化とスポーツの振興について質問をさせていただきます。 

 全国の地方自治体において文化振興の積極的な取り組みが見られるようになりましたのが昭

和58年、西暦で申しますと1983年、東京都で条例が制定され、秋田市や三重県の津市、横須賀

市など、次々と波及していったようであります。その流れに乗じまして、太宰府市は平成９年

に文化振興条例が制定され、先駆自治体とも言えるのはないでしょうか。 

 さて、文化の意味は広く、由緒ある歴史的遺産の多い本市におきましては、文化財の保存活

用の観点から早く取り組む必要があったのではないかと推察されます。今回の私の質問は文化

活動促進でありまして、文化協会所属あるいは任意の団体における創作活動の充実や文化活動

の意欲向上のための支援策についてご回答をお願いしたいと存じます。 

 本市の文化活動はどこの自治体にも引けをとらないほど活発で、毎年３月のルミナスフェス

タや５月開催の春の祭典、そして何といっても最大のイベントは、約４万人あるいは５万人の

人出と言われております10月の市民政庁まつりではないかと思います。そのほか、平常ではい

きいき情報センターや中央公民館、文化ふれあい館、太宰府館などで、趣味を生かした文化サ

ークル活動や発表会、展示会など、それぞれが創意工夫のもと随時実施されております。惜し

むらくは、余りにも点での活動が多く、横の連携を図り線や面整備ができないものか、文化芸

術のコーディネーターが必要かもしれません。 

 次に、スポーツの振興について述べさせていただきます。 

 太宰府市スポーツ振興基本計画を策定するため、昨年６月から９月にかけてスポーツに関す

る意識調査をされ、その結果が市報に掲載されております。10代から70代以上まで幅広く調査

され、３回シリーズのテーマごとに多方面にわたる意識調査を実施されました。 

 調査結果の中から後ほど幾つか再質問させていただきたいと思いますが、各テーマごとの問

題点や課題が見つかったことと思います。現在体育協会所属の傘下団体は、17種目17団体

2,680名、スポーツ少年団９種目31団体681名だそうですが、それぞれの種目で切磋琢磨し、競

技スポーツを多くの方が楽しんでおられます。 

 また、一人一人が健康のために日常的に行うスポーツ活動の場として期待されているのが総

合型地域スポーツクラブ、太宰府よか倶楽部であります。生活習慣病や高齢者などの健康維持

増進により医療費の低減を図ることを目的として市民の皆様の多くの参加を願い、子供からお

年寄りまで気軽に楽しむスポーツ普及拡大に懸命であります。 

 結びになりますが、スポーツの祭典バンクーバー冬季オリンピックは終わりました。スポー

ツや文化芸術は、人々に夢と感動を与えてくれます。さらに、文化活動は心をいやし、スポー

ツは心身を爽快にさせ、いずれも生涯を通して心の糧となり、人生をより豊かにしてくれま

す。 



－185－ 

 振興策につきまして２点質問をいたします。 

 まず１点目、文化活動の育成支援として文化振興基金の創設はどうなったのか。また、今後

の文化振興計画についてお聞かせください。 

 ２点目は、体育協会傘下のスポーツ団体や総合型スポーツクラブ、すなわち太宰府よか倶楽

部、さらに一般利用者からさまざまな不満の声を聞きますが、本市のスポーツ施設や設備は十

分とは言い切れません。総合体育館建設も望まれてはいますが、市民ニーズへどうこたえてい

くのか、これから策定される第五次総合計画のスポーツ振興の計画と目標についてお聞かせく

ださい。 

 以上、１項目２点につきましてご答弁をお願いいたします。 

 再質問は自席にてさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（不老光幸議員） 市長。 

○市長（井上保廣） さまざまな文化活動やスポーツ活動は、市民が生涯にわたり健康で豊かなゆ

とりと安らぎのある生活を送りますためには欠くことのできない非常に重要な役割を担ってい

るものと認識をいたしております。今後も、市民一人一人が幅広い文化活動やスポーツ活動に

親しみ参加できるような環境整備を図り、より一層の文化、スポーツの振興に取り組んでいき

たいというように思っております。 

 また、スポーツ振興につきましては、今年３月に策定予定の太宰府市スポーツ振興基本計画

に基づきまして、総合的な生涯スポーツ施策を展開していきたいとこのように考えておりま

す。 

 詳細につきましては担当部長のほうから回答させますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（不老光幸議員） 教育部長。 

○教育部長（山田純裕） １項目めについてお答えいたします。 

 文化振興基金の創設につきましては、平成11年２月に文化振興審議会第３次答申においてそ

の必要性について提言いただきました。 

 その後、施設の整備や文化情報の提供、補助金の交付など、市民の文化活動に対する支援は

行ってまいりましたが、基金創設までには至っておりません。今後も、基金創設について検討

していきたいと考えております。 

 次に、今後の文化振興計画についてでございますが、平成８年に文化振興審議会から答申を

いただきました太宰府市文化振興基本指針も相当の期間が経過し、文化活動を取り巻く社会状

況が変化していることから、平成22年度において現状に即したものに見直すことといたしてお

ります。また、生涯学習活動の推進と関連づけた文化振興のあり方につきましても整理検討し

てまいります。 

 次に、２項目めについてお答えいたします。 

 第五次総合計画におけるスポーツ振興の計画と目標についてでございますが、本年３月策定

予定の太宰府市スポーツ振興基本計画に基づき、総合的な生涯スポーツ施策を実施していくこ
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とにいたしております。この計画は、地域スポーツ、競技スポーツ、青少年スポーツの３つの

切り口を５つの段階を追って総合的な施策を展開し、今後10年間を見据えた「いきいきとした

スポーツライフの創造」の実現を目指していくものでございます。 

 平成22年度には、基本計画に基づく実施計画の策定を行ってまいりますので、この中で施設

の改修等については財政状況、それから緊急性等を勘案しながら、利用者の安全確保を最優先

に具体的な計画と目標を立てまして取り組みを進めてまいります。 

 また、本市のスポーツ振興に即した総合体育館建設に向けた調査研究につきましても継続し

て実施し、市民ニーズにこたえていきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（不老光幸議員） ７番橋本健議員。 

○７番（橋本 健議員） ありがとうございました。 

 文化振興基金の件でお尋ねをしまして、審議会のほうから答申はいただいたけれども創設は

できなかったというお答えでございます。 

 結果的にできなかったわけですが、第五次太宰府市総合計画の中にも、やはりこの基金創設

はうたわれるのかどうかお尋ねしたいと思いますけれど。 

○議長（不老光幸議員） 教育部長。 

○教育部長（山田純裕） ただいまの件でございますが、具体的な時期を明示することはできませ

んが、ただいま申し上げましたように今後も文化活動に対する支援や基金のあり方等につきま

して検討していきたいというふうに考えております。 

○議長（不老光幸議員） ７番橋本健議員。 

○７番（橋本 健議員） 希望といたしましてはですね、いつまでに基金創設をするんだという明

確な表現もしてほしいなとは思っております。 

 今度は振興条例についてちょっと質問をさせていただきたいんですが、太宰府市の文化振興

条例にちょっと目を通させていただきました。４条の中にですね、市民文化創造の支援に際し

ては、市民生活の全般にわたり、行政各分野の緊密な連携をもって対応する総合行政を実現す

るため、行政の文化化を進めなければならないというふうにうたってありますけれども、この

「行政の文化化」というのがどういうとらえ方をしたらいいのか、どういう意味なのかお尋ね

したいと思いますけれど。 

○議長（不老光幸議員） 教育部長。 

○教育部長（山田純裕） 文化振興に当たりましてはあらゆる行政分野が連携し推進していくもの

でありまして、すべての施策の中に文化的視点を持って総合的な取り組みを行っていくという

考え方でございます。その進め方といたしまして、担当部課だけでございません、所管業務を

ばらばらに行うだけではなく、部署内だけではなくて関係部課が連携いたしまして行うという

ふうに理解をいたしております。 

○議長（不老光幸議員） ７番橋本健議員。 
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○７番（橋本 健議員） 文化的視点を持つということですね。余り難しく考えなくていいです

ね。 

 同じくですね、その文化振興条例の中には、第２条で市の責務、それから３条では市民の役

割、これが明記されております。 

 昭和53年に文化協会が設立されて、昨年で30周年を迎えられました。現在、書道あるいはミ

ニ盆栽、俳句や短歌の会、漢詩、古典、舞踊、それから茶道ですか、コーラス、童謡、唱歌の

会、三味線、長うた、民謡、歌謡教室、太鼓、謡曲、詩吟、こういったサークルが47ございま

して、687名の方が活動中であります。毎年５月の春の祭典が、会員の皆様の芸能あるいは作

品の発表であり、晴れ舞台であるわけですね。２日間にわたって、前夜祭入れたら３日間あり

ますけれども、開催されておりますが、関係者の親族や友人といったぐあいで、ちょっと私も

観覧させていただいたんですけれども、観客数がやっぱりちょっと少ないかなと、ちょっと寂

しいなというふうに感じました。こういった点でですね、行政として参加動員を図る、あるい

は市としての支援、協力体制はとっておられるのかどうか。 

○議長（不老光幸議員） 教育部長。 

○教育部長（山田純裕） いろいろな方が活動していただきまして、その分で参加者がせっかくの

中で少ないというようなこともたびたびございます。私どもとしましては、そういった分につ

きましては、できるだけ一緒になってそれこそ応援していきたいと、これから取り組んでいき

たいというふうに思ってやっております。 

○議長（不老光幸議員） ７番橋本健議員。 

○７番（橋本 健議員） 自助努力でいろいろチラシを出したりですね、呼びかけをされておりま

すが、ぜひ広報やらホームページでも、市民の方がより参加いただきますように応援をしてあ

げていただきたいというふうに思っております。ただ、内容そのものが、催しの中身がです

ね、やはり高齢化してますのでね、どうしても若い方の参加が少なくなるのは当然だろうと思

っておりますが、何か若返りを図るような企画、こういったものを織り込んでいったらいいか

もわかりません。 

 次の質問に移らせていただきますけれども、文化協会に参加してない団体も数多くあるわけ

ですね。例えばいきいき情報センターの市民ギャラリーも、私時々目を通しますけども、もう

毎回毎回いろんな展示物、発表、いろんな作品が発表されておりまして、これはなかなかい

い、無料でね、やられておりますけれども、市としては、大変いい試みだなというふうに感心

しております。こういった展示発表をすることによって目標ができ、それから趣味に対する熱

意、それから意欲、向上心、こういったもの、そしてその方の脳の活性化にもつながっていく

ということになるんではないでしょうか。 

 そこで質問ですけども、同じ文化振興条例の中の９条にですね、文化活動を推進する上で必

要な人材確保と養成に努めるということですが、こういった人材の養成、実際どういう方法で

実現化されているのかお尋ねしたいと存じます。 
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○議長（不老光幸議員） 教育部長。 

○教育部長（山田純裕） 人材の確保と、それから養成に関する人材登録制度として、文化学習活

動をしたいと希望している人に対しまして、指導していただける人や団体を登録しまして、市

民からの相談や問い合わせがあったときに紹介をしております。１つは、市民が実施していま

すいろり端学習のまほろばネットの授業がございます。２つ目は、キャンパスネットワーク会

議事業での人材及びサークル登録でございます。もう一つは、いきいき情報センター事業とし

て実施されております団体及び人材登録でございます。 

 以上です。 

○議長（不老光幸議員） ７番橋本健議員。 

○７番（橋本 健議員） わかりました。いろんな趣味講座、こういった中でですね、指導者、特

に指導者の中の指導者という人材はなかなか、核になる方、こういう方が簡単には見つからな

いんですけども。 

 先日、そういったコーディネーターになれそうな方とちょっと、そういう適切な方というか

ふさわしい方といいますかね、文化談義をいたしました。ここの資料にもありますように、各

年代でいろんな音楽が流行しました。私たちの年代は、ベンチャーズとかですね、ビートル

ズ、加山雄三、こういった世代の方が数多くいらっしゃると思うんですが、圧倒的に。こうい

ったいろんな年代年代に合わせた音楽、この音楽でまちおこしをしていきたいという方がいら

っしゃいます。これを、音楽文化全体の振興を提唱されている、グループと申しますかね。ジ

ャンルが多種多様ございますけれども、好みも人それぞれだと思うんです。踊りとか詩吟、合

唱、それから懐メロ大会、おやじバンドですね、ストリートそれからミュージック、ブラスバ

ンド、カラオケ自慢など、こういう野外イベントを催したりですね。それから、高齢者の方は

熟年スタッフが担当する。野外イベントは若い世代でスタッフを編成して担当して、それぞれ

役割分担で、市民一人一人がですね、音楽に興味ある方がたくさん参加意識を持てるように、

時間をかけて積み上げていきたいというお話をされておりました。 

 近い将来はまほろば音楽祭と、こういったものも３年後あるいは４年後あたりにですね、計

画したいというお話でございましたけども。そして、太宰府から音楽のまちづくり、音楽でま

ちおこしを全国に発信していきたいんだと、こういった夢も語っていただきました。他市でも

こういう実績がある方です。定年になられましてね、これまで音楽産業で培ってきたノウハウ

を生かして太宰府市のために少しでも役に立ちたい、恩返しをしたいという気持ちに私も心を

打たれたわけでございます。市長もお会いになったと思いますけれども、市長はどんなご印象

をお持ちになったか、ご見解を聞かせていただければと思います。 

○議長（不老光幸議員） 市長。 

○市長（井上保廣） 平成11年に文化振興審議会第３次答申があって、そして今のようなやりとり

の、市としての指針といいましょうかね、がございます。 

 私は、申し上げておりますように、今からは都市基盤整備、大方の部分の一塊が終わりまし



－189－ 

た。したがって、文化の面、福祉の面あるいは教育の面というふうにお話を申し上げておりま

す。この延長上には何があるかといいますと、やはり市民の皆さん方の憩うこと、文化、体育

をそれぞれの中で享受していただき、そして健康になっていただくというようなことが今から

の社会づくり、あるいは地域づくりではないかなというふうに思っております。 

 私も夢を持っておるわけでございまして、そういった延長上から近い将来といいましょう

か、直近の中で実行したいというふうに思っておりますけれども、今市民の森であるとかある

いは四王寺山含めて散策路の整備を行っております。できるところから行っております。 

 それから、水城跡についてもそうでございます。今ターゲットとして私は頭に描いておりま

すのは、市民の森あるいは岩谷城のところ等に、音楽祭を打って出たいというように思ってお

るところでございます。これは、ここに書いてありますように年代別を問うことなく。 

 もう一つ参考になりましたのが長崎のランタン祭り。祭りも、市民政庁まつりというような

形で一過性で１日だけに終わらせるんじゃなくて、やはりそこには１週間、２週間、１カ月と

いうふうなことぐらいまで催しを変え、１日、２日は舞台がけについては政庁にも舞台がかか

っておる、あるいは市民の森にもかかっておる、水城跡にもかかっておる、あるいは岩谷城に

もかかっておる、あるいは各地域のそれぞれのコミュニティのところにも、小学校ゾーンのと

ころにもかかっておるというふうな形の中で、市民挙げて総出演といいましょうか、日にちを

決めながら、そして日ごろの文化活動の成果をその中で発表し合う、出し合う。あるいは、あ

るときはここに書いてありますように、年代別ごとの加山雄三でありますとか、そういった年

代の層の部分を集める。金は余りかからないと思っております、創意工夫しながらやれば。 

 やはりこういったイベントが一つの文化の面を誘導するといいましょうかね、誘発する上に

おいては必要ではないかと。そして、太宰府市のほうから発信していくというようなこと、そ

ういった形があれば全国的なものから応募もあるでしょうし、そういった中身を積み上げてい

ったらどうだろうかというふうな私も夢を持っておりますし、それの実現に向けて一緒になっ

てやる人がおれば、やっていただく者がおれば、応分の市の支援といいましょうか、も含めて

やっていきたいなと。市民の文化活動、体育協会等々の多くの各種団体の皆さんと協議しなが

らやっていきたいというふうな夢を持っております。 

○議長（不老光幸議員） ７番橋本健議員。 

○７番（橋本 健議員） ありがとうございました。市長も乗り乗りでございまして、ぜひです

ね、これ音楽でまちおこし、少しずつ、徐々に徐々に活動されていかれると思いますので、市

民の森とか四王寺の、あるいは岩谷城、こういう場の提供、サポートをひとつよろしくお願い

しときます。 

 それから、今度はスポーツの振興について質問させていただきますが、壇上でも設備不足、

施設の不足、こういった不備、これはもうだれもが認めるところでありますけれども、体育協

会初めスポーツ関係者からはどんなご意見といいますか、要望は上がってますでしょうか。 

○議長（不老光幸議員） 教育部長。 
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○教育部長（山田純裕） 平成20年に実施いたしましたスポーツに関する市民意識調査では、駐車

場が狭い、それから設備が不十分、それから設備規模が小さいということが上位３位を占めて

おります。 

 また、市民大会等を一会場で実施できる施設がないということから、体育協会を初め多くの

市民の方から総合体育館の要望が上がっております。 

 以上です。 

○議長（不老光幸議員） ７番橋本健議員。 

○７番（橋本 健議員） やはり総合体育館に行き着くんですが、昨日も代表質問の中で質問があ

っておりましたけども、建設場所、規模、時期についてはまだ未定であるということでござい

ました。 

 市民、特にスポーツに携わる体育関係者の方々は大変に期待をしておりまして、そうです

ね、建設費とその工事の選定には執行部としては大変苦慮されていると思いますけれども、看

護学校跡地横のですね、福岡県保健環境研究所とつながるとですね、かなり大きな広さになる

んじゃないかなというふうに考えます。その総合体育館はもとより、武道館や駐車場まで建設

できるんじゃないかなというふうに思われますけれども、その環境研究所の払い下げといいま

すか、これについては計画には入ってないでしょうか。 

○議長（不老光幸議員） 市長。 

○市長（井上保廣） 当面今の環境センターといいましょうかね、福岡県の施設でございますけれ

ども、どういうふうに動くというふうなことについては入っておりません。 

 また、この総合体育館の場所等についても特定しておるわけではございません。希望的な観

測としては、今の看護学校跡地の北側になりましょうかね、今田んぼがありマルヒ食品がある

ところでございますけれども、あの付近がまだあいておりますんで、県のほうから払い下げ

等々が可能であれば、必要に応じてその時期等々市のほうが要望していく必要はあるのではな

いかなというふうに思っています。 

 いずれにしましても、総合体育館としてここに設置するというような前提で今話しておるわ

けではございません。候補地も含めて多様な候補地、幾つか探しながら、選択肢を最終的には

どこにするかは決めてまいりますけれども、そういった看護学校跡地に限定しておるわけでは

ないということをお話し申し上げておきたいと思います。 

○議長（不老光幸議員） ７番橋本健議員。 

○７番（橋本 健議員） 候補地については、まだ全くの白紙であるということでございますね。 

 私もスポーツが大好き人間でございまして、太宰府よか倶楽部のスタッフとしていろんな企

画をしたり、スポーツイベントを行ったりしておるわけですけれども、この太宰府よか倶楽部

は先ほど申しましたように医療費の低減、子供から高齢者の方々まで、軽いスポーツ、あるい

はニュースポーツ、こういったものを体験していただくというふうなクラブでございます。毎

月の運営委員会では、施設面についての不満とかは一切出ておりませんけれども、我々よりも
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キャリアの長いですね、太宰府市には体育指導委員というのが、地域スポーツの普及に携わっ

ておられる15名の体育指導委員がいらっしゃいますけれども、こういった方たちの施設に関す

る意見要望というのは何か目新しいものございますでしょうか。 

○議長（不老光幸議員） 教育部長。 

○教育部長（山田純裕） 確かに体育指導委員の方、一生懸命やっていただいて、感謝を申し上げ

ております。 

 新しいご意見としては、特に新しいということではございませんけども、体育施設の補修と

か、駐車場が先ほど申し上げましたように狭いなどのご意見、それから体育館の必要性という

ようなことでのご要望はいつも、いつもというかございます。 

 以上です。 

○議長（不老光幸議員） ７番橋本健議員。 

○７番（橋本 健議員） それではですね、太宰府スポーツ振興計画のアンケート、これ策定とい

うことでアンケートをおとりになりましたけれども、この中での質問をさせていただきたいと

思うんですが。 

 昨年３回にわたり意識調査、実施されたわけですけれども、観戦で好きなスポーツは野球、

バレー、サッカー、ゴルフ、スケートの順であります。では、今後自分が行ってみたい運動は

何ですかという問いには、水泳、ウオーキング、バドミントン、テニス、エアロビクス、こう

いうふうな順になっておりました。注目したいのは、水泳が第１位なんですが、調査されまし

た生涯学習課としてはどのような見解をお持ちなのかお聞かせください。 

○議長（不老光幸議員） 教育部長。 

○教育部長（山田純裕） 本市には、市民プールに室内プールがございますことから、年間を通し

まして利用できるということが第一だと思います。水泳は、体に負荷をかけないで健康増進、

保持につながることや、自分の都合のよい時期に、時間でございますけども、自由にできると

いうことなどがその理由というふうに考えております。 

○議長（不老光幸議員） ７番橋本健議員。 

○７番（橋本 健議員） 私もプールでの水中運動に関しては何度か質問をさせていただいたこと

があるんですけれども、長野県とかですね、それから由布市、こういったところが非常にいい

取り組みされているんですよね、医療費も非常に削減できているという、市全体で取り組んで

おられる。太宰府市も何とかこれやっていただけないかな、取り組んでいただけないかなと思

っておりますが、これは先々の要望としてぜひご検討いただければと思っています。 

 それから次、意識調査のアンケートの中で、力を入れてほしい関連事業としては公共スポー

ツ施設の整備、それから有効活用が77％と断トツなんですね、皆さんやっぱり不満を持ってい

ると。行政としてはこの点をどのように受けとめられておられるのか、そしてそういった部分

でどういうふうに対応されていらっしゃるのか、お聞かせいただければと思います。 

○議長（不老光幸議員） 教育部長。 
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○教育部長（山田純裕） 運動、スポーツに関する意識調査の結果につきましては真摯に受けとめ

ております。平成22年度からスタートいたします太宰府市スポーツ振興基本計画にのっとりま

して、スポーツ施設の整備、有効活用についても計画的に取り組んでまいりたいというふうに

思っております。 

○議長（不老光幸議員） ７番橋本健議員。 

○７番（橋本 健議員） それぞれの団体がそれぞれ我慢しながら、使っているという状況じゃな

いかと思いますけれども、ソフトボールの太宰府リーグ戦もいよいよ今月の14日に開幕しま

す。最大の願いはですね、ソフト専用球場、こういったもの、子供リーグもそういうのを望ん

でおります。それから、野球関係者の方も多分球場が欲しいという思いだと思います。それか

ら、テニス愛好者の方はですね、やはりもっとテニスコートを増設してほしいとか、あるいは

卓球もですね、体育センターではもう間に合わないと、狭い、足りなくなってきております。

それから、グラウンドゴルフをする方は専用球場、雨天練習場をつくってほしいという意見も

出ました。 

 こういった要望がですね、自分のやっているスポーツに関しては皆さん熱心で、いろいろ言

いたいことをいっぱい、腹いっぱい言っていらっしゃるわけですけれども、その中でですね、

平成18年10月に硬式野球ですね、中学１年生から３年生を対象にしたリトルシニアという硬

式、要するに桑田、清原が岸和田ジュニアですか、ああいうところで育ったように、太宰府に

もですね、硬式野球リトルリーグができたんです。誕生しております。当然目標はプロ野球な

んですよ。下校して大佐野球場まで行き全体練習をするわけですけれども、その練習日数とで

すね、練習時間がやっぱり限られておりまして、技術のレベルアップがいま一つままならない

という課題がございます。夜間練習がもっとできるように、大佐野球場にナイター設備でも検

討していただけたらなと思っておりますけれども、この点についてはいかがでしょう。 

○議長（不老光幸議員） 教育部長。 

○教育部長（山田純裕） 大佐野スポーツ公園につきましては、簡易照明設置につきましての要望

がございましたので、平成20年５月に電源の引き込みを行ったところでございます。このスポ

ーツ公園は、降雨時の調整池の役割を兼ねておりまして、現在も大雨時には水没している状況

でありますので、ナイターの設備については整備が難しいというふうに考えております。ご理

解いただきたいと思います。 

○議長（不老光幸議員） ７番橋本健議員。 

○７番（橋本 健議員） わかってはいたんですけどね。何とかお願いできないかなという切実な

思いでさせていただきました。 

 太宰府中学校とかですね、太宰府西中とか、中学校はナイター設備ございますよね。中学校

の運動場を使って硬式の練習をするということは認められないんでしょうかね。 

○議長（不老光幸議員） 教育部長。 

○教育部長（山田純裕） 利用は、軟式野球ということでの利用許可になります。 
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○議長（不老光幸議員） ７番橋本健議員。 

○７番（橋本 健議員） いや、この辺をやっぱり融通をきかせていただきましてね、世界のイチ

ローみたいな選手が出るかもわからないんですよ。その辺はじっくり検討していただきまし

て、中学校のグラウンドでもですね、使えるようにしていただけたらと思っております。 

 最後になりますけれども、太宰府市にとって朗報です。今ハンカチ王子として甲子園を沸か

せました斎藤佑樹投手ですね。今、今年早稲田の４年生なんですが、エースとして今投げ込ん

でいます。その後ろ、抑えとしてですね、太宰府市青葉台三丁目在住でした、出身の大石君、

彼も非常にプロから注目を浴びております。今年の10月のドラフト会議ですか、10月末、これ

には大いに期待していいんじゃないかなと、ドラフトの上位で必ず指名されるんじゃないかな

と思っております。 

 原点に戻り、最後になります、結びになりますけども、スポーツの振興、スポーツの環境を

整えるといった行政の熱意がこういった将来のオリンピック選手とかアスリートの育成につな

がってまいりますので、ぜひ振興策についてはさらに熟慮していただきまして、体育施設や設

備の充実をお願いいたします。 

 これで私の質問を終わります。 

○議長（不老光幸議員） ７番橋本健議員の一般質問は終わりました。 

 次に、９番門田直樹議員の一般質問を許可します。 

              〔９番 門田直樹議員 登壇〕 

○９番（門田直樹議員） ただいま議長の許可をいただきましたので、通告に従い質問をいたしま

す。 

 国分台入り口の道路整備事業について伺います。 

 同所一帯の道路は狭く曲がりくねっています。火災時には大型消防車の通行は困難ですし、

日常的にも対向車との離合に時間がかかり、朝夕の通勤通学時には出入りの車がにらみ合い、

歩行者も巻き込んで深刻な渋滞が発生しています。 

 また、平成15年の豪雨災害以来、同所の問題点について何度も質問をしてまいりましたが、

国分台とその上部の山腹に降った雨水は一部を除きこの入り口道路に集中します。平成15年の

災害後も、大雨のたびに激流の状態で、雨がやんだ後も堆積した土砂で通行ができません。 

 同所の道路整備事業につきましては何度か説明を受けましたが、現実には住民説明会の後一

向に進展が見られません。団地ができて約40年間、住民は大変不便な生活を送っています。同

事業の進捗状況と見通しについて詳しくお聞かせください。 

 以上、再質問は自席にて行います。 

○議長（不老光幸議員） 市長。 

○市長（井上保廣） ご質問の国分台入り口の道路整備につきましてご回答申し上げます。 

 関屋・国分寺線の道路整備事業は、地域再生基盤整備事業として平成19年度から平成23年度

までの５カ年事業として国の補助を受けながら整備をしている事業でございます。 
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 この関屋・国分寺線は、国分地内におきましては地域住民の生活道路でございますけれど

も、現在の道路形態はクランク状の部分でありますとか、あるいは幅員が狭い部分がございま

して車の通行の妨げになっているような状況がございます。このことによりまして、道路形態

をスムーズにし、地元住民の安全通行の確保のために整備を行うものでございます。 

 詳細につきましては担当部長のほうから回答をさせます。 

○議長（不老光幸議員） 建設経済部長。 

○建設経済部長（新納照文） 住民説明会後の進捗状況につきましてお答え申し上げます。 

 関屋・国分寺線の道路整備事業につきましては、事前に地元関係者の承諾のもと、地形測量

を行いまして平面計画を作成いたしました。 

 この平面計画につきましては、平成20年12月に地元説明会を行い、事業の目的について説明

をさせていただきました。今後は用地測量の実施への理解をしていただきたいと考えておりま

したけども、事業に対する個人個人の思いは多様でありますために、事業関係者約20名の方と

個別協議をさせていただいている状況でございます。 

 現在個別に説明をさせていただく中で、計画道路沿線で生活をされておられます住民の方

と、また通過交通として利用されます市民の方との間には、道路整備に関しまして意識の相違

があることを痛感いたしております。一方的に、市の計画で道路整備を行いますということで

はなく、現在お住まいになっている沿線住民の皆様のご意見もお聞きしながら進めていくこと

で、完成後においても道に対する思いが生かされた道路として長く親しんでいただけるのでは

ないかと考えております。 

 現在個別説明の中でいただきました意見をもとに、計画の再検討について熟慮している状況

でございまして、補助事業でもあります関係上、県とも協議を行う必要があり、平面計画に関

連する地元説明会の開催について模索している状況でございます。 

 地権者の皆様を初め門田議員、地元自治会長さん、あるいはまた役員の皆様には大変ご心

労、ご心配をおかけしておりますけども、今後につきましては地元の皆さんのご理解、ご協力

をいただきながら事業の進捗を図ってまいりたいと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（不老光幸議員） ９番門田直樹議員。 

○９番（門田直樹議員） もう長いことなるんですよね。非常にこれ、努力されてあることはもち

ろん存じております。 

 思い返すと、当時の富田部長ですね、部長さんが、当時まだ議員でおられた山路さんです

ね、と私、一緒に最初に説明を受けました。そこから始まってですね、何度かこのいわゆる再

生事業ということで、住民説明会まで行って、この勢いでというふうな期待が非常に高まって

まいりました。内々、内々という言い方はあれですけど、今まで担当の課長以下いろんな方、

職員の方々、そしてまた部長とも、個人的にはいろいろお話はしたんですが、やはりせっかく

地元におりますから住民としても非常に気になるところもあります。たくさん聞きたいんです
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が、昨日安部陽議員がたくさん質問していただいたので、かなり時間のほうは短縮できると思

いますが。 

 まず、経緯ですね。今いろいろ個別に云々あるいは検討をされているということですが、具

体的に上級官庁といいますか、国とか県、確かに補助事業という関係で施工の内容に縛りがあ

るということはあると思います。 

 ただ、最初にやはり提示されたのが歩道の位置に関して非常に、今さらここでね、申し上げ

るまでもなく何度もこれは上がっているんですが、いわゆる土地を提供する側が何もなくてそ

の反対側、余分な土地もできる、いずれはその土地もね、払い下げになるような、そちら側に

2.5ｍの歩道ができている状態では、やはり感情的なものが残らないわけはないと思うんです

よね。それは、もういろんな話の中で頻繁に出てきているし、まずこれを1.2ｍ、２つないし

もう少し、仮に１ｍぐらいでもですね、十分歩行としてはいいと思う。ただし、それができな

い理由の中で、車いすがという話がありましたけど、実際車いすでですね、現状はあそこで通

られる方はまず一人もいまだに、もう私はあそこ40年住んでおりますけど一度も見たことな

い。それで、あそこのあの坂にですよ、そういうふうな2.5ｍがあって、そういうふうな通行

をされるのかどうか。今車にやっぱり積まれるんじゃないでしょうかね。それだけが理由だっ

たら、ちょっとやっぱり納得いかない。 

 そもそもそういうふうな、年末ですかね。７月21日、８月４日、９日、９月２日、そしてそ

の後10月やったですかね、何度も一緒に地権者のところなんかでお話をしたんですが、こうい

うふうな提案ですね、もう一回見直すって私は確かに聞いた記憶があるんですよ、その歩道に

関して。まずつけかえができるかどうか、あるいは分けて両側にできるかどうか。この件を上

級官庁、県とかとちゃんと話し合いされたのか、できるできん、まずその辺をお聞かせくださ

い。 

○議長（不老光幸議員） 建設経済部長。 

○建設経済部長（新納照文） 県との調整は、まだ行っておりません。しかしながら、道路の設計

あるいはまた線形につきましては、一定の市のほうに、市のカラーといいますか、それに合わ

せた形である程度柔軟性を持って行うことができるということをお聞きしておりますので、今

その線をどういうふうに引き直すか。当初説明したとおりにいくのは非常に無理があるという

状況で行き詰まっておりますので、今後どのような形で見直していけばいいのかというのを今

現在模索しながら、それぞれの技師の頭も含めましてですね、考えておるところでございまし

て。その図面を、まずそれを内部で検討いたしましてつくりまして、それによって地権者の方

にもご相談をさせていただきながら、そして最終的には当初の説明と違った線形になれば、当

然また皆様方と同じように、当初に戻ってですね、全体の説明会も行わなければならないとい

うふうに思っております。 

 そういう手法を行う中で、非常に時間がかかって申しわけなく思っておりますけども、事業

の終期が平成23年度となっておりますので、平成24年３月末までには完成をしなければならな
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いという、私たちもその使命感を持って動かなければならないと思っております。 

 そのことから、非常に遅れてはおりますけども、できる限り早くその線形につきましても見

直しができるものであれば、その見直したものを提示できるように頑張っていきたいというよ

うに思っております。 

○議長（不老光幸議員） ９番門田直樹議員。 

○９番（門田直樹議員） 本当によろしくお願いします。建設経済部ということですね、建設、土

木、そして経済。経済って一くくりに言いますけど、非常に広範囲なものがあると思います。

また、別に道路の狭いところはここだけじゃありません。非常にご多忙であられるのはもう

重々わかっておりますけども、ただ現実、当時の富田部長、そして木村部長ですか、そして新

納部長。新納部長、以前から体育協会等々で私非常によく存じておるんですが、非常に真摯に

やられるということで信頼しております。ただ現実ですね、担当の、今伊藤課長、非常に一生

懸命やっていただいておりますが、その前の大内田課長ですね、も２年間ですか、非常に一人

一人の地権者とですね、会って、もう既に信頼関係もできとったわけですよ。そういった感じ

で、市は市でそういうふうな任命をしていくという理由はわかるんですけれども、現実的には

ですね、こういうふうな長期にわたって継続するような事業で、やはり何かしら不安があると

いうのは理解していただきたいと思うんですけど、市長、任命権者としてお考えをお聞かせく

ださい。 

○議長（不老光幸議員） 市長。 

○市長（井上保廣） まず、今話を聞いておりまして、設計上の問題等々については、そのことと

地権者のご意見等々のかみ合う、合わない部分も含めて、それは現実に即してやはり柔軟に考

えるということが大事であろうというふうに思います。 

 それからもう一つ、職員の入れかわり等については、これは建設経済部に限らずございま

す。そのときよりの退職者等によっても継続しがたい部分がございますけれども、それはそれ

で継続性、行政の継続がございますから、係長ないしは担当というような形の中で、きちっと

市民には迷惑のかからないような形の中で交渉を継続するというようなことが大事だと。そし

て、貫徹することによって、そのことによって力がまたついてくるわけでございます。 

 仕事を通して、やはりそれにいろんな交渉する場合にあっては難関はあります。いろいろと

ご意見等々が出てきます。そういった状況等をいわゆる市民の目線に立って、その現場に立っ

て、そして一緒になって考えていく。そして、市の方針は方針で明確にしながら、要はあそこ

にクランク状態のものをなくして、そして上層部にあります、上にあります団地の雨水幹線も

含めてきちっと将来的にいけるような形での一つの取っかかりであるわけですから、この際地

元の地権者の皆様方にも再度お願いをしたいと思いますし、できればその機会があれば私も出

向きたいと。 

 二、三日前、自治会長のところに出向きました。その話も伺っております。私も、じかに地

権者にもお会いしながらこの道路の必要性等についてお話しするとともに、あるいは工事施工
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に当たっては柔軟な幾つかの選択肢を用意しながら行うというふうなこともまた必要であると

思いますから、庁内的にはそういった指導も含めて行いたいというふうに思っております。 

○議長（不老光幸議員） ９番門田直樹議員。 

○９番（門田直樹議員） ありがとうございます。お願いします。 

 もともとこの部分の道路は、単に道路改良、真っすぐするとか広くするというだけじゃなく

て、水害の雨水対策ですね。大きな管を入れるにも道路からやらんとできないから、だからま

ずはここをということで、スタートがそういうことだったわけですよね、いわゆる単なる道路

改良と違うと。 

 それと何が違うかというと、やっぱりここがメーンの道路ということなんですよね。上に約

三百数十世帯ありますけれども、毎日毎日ここを通るわけです。冒頭言いましたように非常に

離合困難な状態で、住民としては一縷の希望を見せられたもので、もう一度見た夢は絶対にと

いうことで非常に期待をしております。 

 上に治山ダムを今度県がつくると、大変立派なものができる予定ですけれども、そうなって

くると結局じゃあ水はどうなるかと。水はご承知のように、非常に水路がよくわからない状態

で今あります。あの辺も将来的に何とかしないといわゆる土地の陥没等ですね、なったときに

じゃあどうなるかと、そういうのを知っていたじゃないかという責任も発生するかと思いま

す。 

 昨日の代表質問でそれぞれあった中で、市長が、福祉とはいわゆる福祉部分だけじゃない

と、いろんなことが福祉だと。我々ここの住民にとってはですね、この道路が改良されるとい

うのが最大の福祉になります。 

 それと最後に、今日役所を出てくる前に、ここの地権者の方のうちに朝駆けで行ってまいり

ました。もう一回ちょっと最初から話聞いてくれといったら、よしわかったと言ってあります

んで、よろしくお願いします。 

 終わります。 

○議長（不老光幸議員） ９番門田直樹議員の一般質問は終わりました。 

 ここで15時45分まで休憩します。 

              休憩 午後３時31分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午後３時45分 

○議長（不老光幸議員） 休憩前に引き続き再開します。 

 18番福廣和美議員の一般質問を許可します。 

              〔18番 福廣和美議員 登壇〕 

○１８番（福廣和美議員） ただいま議長より許可がありましたので、本日最後の一般質問をさせ

ていただきますので、最後までよろしくお願いいたします。 

 今回の質問は今まで何度もした部分が多いので、１問目の質問につきましては簡略的にさせ
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ていただきます。 

 それでは、通告どおり３項目についてお尋ねします。 

 初めに、安全・安心のまちづくりについて、今回は長年の市民の要望であり懸案事項の水城

ヶ丘入り口交差点への信号機設置は、平成21年度にようやく実施されると聞いていましたが、

現実どうなっているのかお尋ねします。 

 次に、歩道について。 

 先ほどの交差点より旧３号線を渡り下大利団地に向かう道路の歩道が左右に分かれているの

で、片方に統一できないかという市民の要望がありますが、市はどう答えていただけますでし

ょうか。 

 ２点目の水城跡の整備については、一昨年の12月議会でもさせていただきましたが、今回は

水城・国分側の堤防本体の伐採計画と土塁の整備計画はどうなっているのか伺います。 

 ３点目は、防災対策の中で昨年の大雨で崩れた史跡地の崩壊があり、その部分については平

成21年度完成で工事が進んでいますが、その他ののり面については安心していいのかお尋ねい

たします。 

 再質問は自席にてさせていただきます。 

○議長（不老光幸議員） 市長。 

○市長（井上保廣） ご質問の水城ヶ丘入り口交差点への信号機設置及び下大利団地に向かう歩道

につきまして、詳細な部分が多くありますんで、担当部長のほうから回答させます。 

○議長（不老光幸議員） 建設経済部長。 

○建設経済部長（新納照文） それでは、ご質問の水城ヶ丘入り口交差点への信号機設置について

ご説明をさせていただきます。 

 水城ヶ丘入り口交差点への信号機の設置につきましては、筑紫野警察署へ強く要望をいたし

まして協議を重ねてまいりましたが、警察署からの回答では、この交差点は単なる３差路では

なく、国道３号アンダーへ行く道路も含めて５差路になっているということから、信号機の設

置を行うには県道水城・下臼井線の交通量が多いために信号の時間調整が難しいことや信号待

ちによる渋滞を引き起こしますことから、筑紫野警察署及び公安委員会といたしましても設置

の許可はできないとの説明を受けております。 

 そこで、この水城ヶ丘入り口交差点におきまして、平成21年６月に２度にわたりまして交通

量調査を実施をいたしました結果、県道水城・下臼井線の交通量は上下線ともに12時間で約

4,000台以上の車両が通行いたしました。国分小学校や学業院中学校へ通う児童・生徒を初

め、横断する歩行者の方についても150名以上であることがわかりました。 

 現在歩行者の安全を第一に考えまして、水城ヶ丘入り口交差点に横断歩道を設置するための

道路改良工事につきまして、地権者を初め関係者、地元の各自治会のご協力をいただきながら

筑紫野警察署と協議を行っているところでありまして、早期の完成に向けて努力してまいりま

す。 
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 次に、下大利団地に向かいます道路につきましてご説明をいたします。 

 水城ヶ丘団地より下大利団地までの現在の歩道設置状況につきましては、国道３号アンダー

箇所は右側に設置をされております。それを行きまして、旧３号線の角になりますもとセブン

－イレブンがあったところでございますけども、この前の交差点を横断しまして、水城区にあ

ります老松神社方面へは左側に歩道が設置をされております。 

 ご質問の歩道を片側に統一できないかとのことでございますけども、３号アンダーの歩道を

反対側につけかえることにつきましては、国道の管理者と十分協議をし、構造的に可能かどう

かの確認、また思い切った検討が必要になってまいります。 

 また、老松神社方面の歩道につきましては、水路の上に張り出し歩道を設置しております関

係上、歩道及び水路のつけかえ等の工事が複雑となりまして、また費用も多額の費用を要する

ということになります。 

 このようなことから、当面の改修が非常に困難であると判断をいたしまして、歩行者の皆様

方には現状の旧３号線にあります横断歩道を活用していただきながら路線の変更をしていただ

きたいというふうに思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（不老光幸議員） 18番福廣和美議員。 

○１８番（福廣和美議員） 今部長のほうから、筑紫野署自体が通行量の問題で信号機の設置はで

きないという返答があったというふうにお伺いをいたしましたが、以前にあそこの水城ヶ丘か

らおりてきたファミリーマートかな、あそこの今駐車場がある部分の道路を改良すれば設置可

能であると言ったのは筑紫野署じゃなかったでしょうか。 

○議長（不老光幸議員） 建設経済部長。 

○建設経済部長（新納照文） 当初はそのように私もお聞きしておりまして、その後調査をしてい

く中で変則の５差路であるということが判明をいたしました関係で、ここに信号をつけます

と、すぐ横にちょうど４差路があります。そのことから、信号機をここにつけることによって

事故を誘発するということから、公安委員会のほうも筑紫野署のほうも再度見直しをされたと

いうふうに考えております。 

○議長（不老光幸議員） 18番福廣和美議員。 

○１８番（福廣和美議員） いや、それは部長の勘違いですよ。変則４差路だから、道路をかえた

らつけていいですよと言ったのは筑紫野署です。筑紫野署が勝手に言い分を変えているだけで

すよ。だから、平成21年度にはつけますという話は、そうしたらどっから出たんですか。これ

は私の勘違いですか。そういった覚えは市としてはないと言われるのかどうかお伺いします。 

○議長（不老光幸議員） 建設経済部長。 

○建設経済部長（新納照文） 議員さんおっしゃるとおりにですね、筑紫野署のほうからもそうい

うふうに話は聞いておりました。しかしながら、今申し上げましたように、道路を新たにです

ね、若干水城ヶ丘からおりてくるところの道路を少し扱った形でつくりますけども、この図面

も確認していただいたところ、筑紫野署と公安委員会についてはやはり変則の５差路であると
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いう判断をされております。そういうことで、横断歩道の設置に向けて、私どもも今方向性を

変えまして協議をしているところでございます。 

○議長（不老光幸議員） 18番福廣和美議員。 

○１８番（福廣和美議員） 今の説明じゃ全く納得いかないですね。これどれだけ待ったと、その

図面ができたのは、そうしたら平成何年ですか。 

○議長（不老光幸議員） 建設経済部長。 

○建設経済部長（新納照文） 平成20年でございます。 

○議長（不老光幸議員） 18番福廣和美議員。 

○１８番（福廣和美議員） いや、だからそれ自体が違う。もう図面ができて10年近くたっている

はずですよ。平成20年度に図面ができたなんていうのは全く、それはもう一遍ちょっと調べ直

してください。それまで質問しません。そんないいかげんなことじゃ質問できん。 

○議長（不老光幸議員） 建設経済部長。 

○建設経済部長（新納照文） この図面ができましたのが随分もっと以前じゃないかということで

ございますけども、この図面をつくりましたのは地域再生事業が始まってからでございますの

で、平成20年、この道路につきましては間違いなく平成20年にこの図面を引いております。 

○議長（不老光幸議員） 18番福廣和美議員。 

○１８番（福廣和美議員） 全く違います。もう一遍調べ直して回答してください。それまで私は

質問できません。 

○議長（不老光幸議員） ここで暫時休憩します。 

              休憩 午後３時55分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午後４時09分 

○議長（不老光幸議員） 再開します。 

 建設経済部長。 

○建設経済部長（新納照文） 失礼いたしました。ちょっと息がまだ上がってまして申しわけない

ですけども。 

 議員さんがおっしゃられる図面はこの図面だろうと思いますが、実はこの図面につきまして

は平成15年以前の図面であってですね、いつ書いたかというのは全くありません。といいます

のは、これは非公式の図面でございまして、信号機をつけるにはこのような形でやったらどう

でしょうかということをですね、図面を書いて警察のほうに持っていったということでござい

まして、今現在ファミリーマートはございますが、その当時はファミリーマートも建っており

ませんでして、その駐車場に入り込んだ形でですね、以前からありました４差路からかなり距

離をとった形で図面を引き直したものがあります。 

 これに基づいて警察のほうに確認して信号機の要望を行ったということでございますが、実

際の地域再生計画に基づいて図面を引き直すときには、もう既にファミリーマートは建ってお
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りまして、この中の道路としてですね、いただくような状況ではなかったということで、現在

の図面に至っておるところでございます。確かにこの図面はありましたが、あくまでも非公式

の図面でございまして、ご理解をいただきたいというように思います。 

○議長（不老光幸議員） 18番福廣和美議員。 

○１８番（福廣和美議員） ですから、あそこのファミリーマートが建つ前は、あそこの建機のリ

ース屋さんがずっと使用しよったわけですよ。だから、その土地があるがゆえに我々もそうや

かましゅう言えなかったんですよ。人の土地を削ってまで道路をつくってくれという問題があ

った。その前には、あそこの土地の持ち主のところの家の一部分を買収して道路を広くしたと

いう経緯はあるんですよ。その図面にあるように、Ｔの字型になっておると思います、道路か

ら。そうすれば４差路じゃなくなるから、そこに信号機をつけてもいいですと。そのかわり、

その先の、先ほど道路を、通路の件で言いましたけども、歩道のことで言った部分が一方通行

になりますよと。こういうふうにすれば全体像としてつけることができますという説明があっ

た。それで、ずっとその土地のことがあって、我々は待っとったんですよ、言わずに。 

 平成20年に、市のほうからつくようになりましたという説明があった。そして、各区の市民

の人にもこれは言っていいんでしょうかと、わざわざこっちから言ったら、言っていいですよ

と皆さんのほうが言ったんですよ。もうこれで２回目なんです、信号はつきますと言ってつか

ないのが。だから、今回はこうやって言っているんです。 

 今後もこういうことが続くんであれば、もう皆さんの言うことは信用できないですよ。もう

２回住民にうそをついたことになってます。なら次ね、あそこに信号がつきますというてだれ

も信用しないですよ、もう。こういう経緯があるんですよ。それで、今度もまたかということ

になっているんですよ。だから、そのファミリーマートの件も道路の事情も全部知ってます

よ。それを知った上で、あ、つくようになったんだなという理解を我々はしたから、住民にも

言っていいんでしょうかと、言っていいですと言ったんですから、だれが言うたかということ

は言いませんが。今は横断歩道の話をしていると、それもよくわかっています。 

 地元の人から聞いた話によれば、これは本当かどうかわかりませんが、要するに土地の買収

に失敗をしたと、市が。その経緯で交渉がうまくいかなかったがゆえに、この信号機の設置は

だめになりましたという話を私は聞きました。その後、最近になって筑紫野署のほうが、交通

量の問題であそこにはつけるのが危ないと、つけたらなおさら渋滞をしますという見解のもと

に信号機の設置ができないという話になってきたと。最初の話と全くこれ違うじゃないかとい

うことになったから、今日一般質問をしました。そうしたら部長がそういうふうに、平成20年

度、ちょっと私との温度差があったかもわかりませんけども、そういうお答えされたんで、そ

の図面を見せてくれという話を今しただけなんですが。どんなでしょうか、市長、今後。非常

にやっぱり交通事故が多いですよ。それだけ交通量の問題があるんで、あの周りにはファミリ

ーマートもあるし、それからマイチェリーもありますんで、それは団地の人が一番もう待ち望

んでいる、極端なことをいえばもう20年来待ってんですよ。あの道路、今回の改良の前から
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も、あそこには水路がありますが、水路にふたをして道路の一部にするときから信号機の話は

出ているんですよ。 

 この前、水城ヶ丘の区長さんが市のほうに説明を求めたときには、これは当分つきませんよ

と、そういう話はできませんよという話になったらしい。つかんならつかなくてもそれは仕方

ないと思うけども、そういう経緯のもとに我々は今まで動いてきた、住民も要望しているとい

うね、そういう現実があるということを知った上でね、僕は対処をすべきじゃないかと思うん

です。 

 それと、今日はまた後から回答してもらいますけども、その問題と付随して、先ほどの今度

横断歩道をつけるんであれば歩道を一方のほうにできませんかと、そういう要望も出てきた

と。ですから一番の問題は、部長言われたように、高速の下の歩道の部分が、今国道旧３号線

に向かって右側にあるのを左側にすれば、ずうっと左側を通っていけば下大利団地まで行ける

というね。旧３号線から下大利団地へのほうはもう左側ですから、そうすると左側だけで渡ら

ずに済むという問題があると。 

 それとあわせて、前のセブン－イレブンがあったほうから水城ヶ丘に来たときに、途中で四

辻がありますけども、そこは現状は右折ができんのです、一遍では、何遍も切り返さんと。そ

うすれば、左側に歩道ができれば、そちら側を若干改造をしてもらえればその右折も可能にな

るということがあって、こういう問題を今回提起をさせていただきましたけれども。 

 今後も、それで区のほうがね、水城ヶ丘のほうが納得すればそれはそれでいいと思う。必ず

信号がつかなくてもね、横断歩道をつけて事故さえなくなればいいことですから。本当に住民

の人が納得してくれるかどうかをね、私は大変危惧をいたします。どうでしょう。部長のほ

う、市長でもいいけど、できたら先ほどのことに答えてほしい。 

○議長（不老光幸議員） 市長。 

○市長（井上保廣） ただいまの経緯等々、休憩を挟みながら貴重な時間を費やしましたことにつ

いておわびを申し上げたいと思います。 

 いろんな経緯がありまして、私もその当時から助役もしておりますし、部長、助役という経

緯がございますんで、今休憩時間中に聞きましたこと等についてもうなずけるところもござい

ました。そういった経緯があり、そして再調査の結果、筑紫野警察署のほうで信号機そのもの

は無理なんだというふうな形に結論づけられたというようなことが今報告しておるところでご

ざいます。それにかわるべきものとして、やはり安全・安心のまちづくりを行っていくために

は歩道の設置が必要だというようなところから、今早急にできるように努力をしておりますん

で、あわせてその信号機が可能かどうか等を含めて、再度筑紫野警察署のほうについては何ら

かの形でアタックはしてみたいと、照会してみたいと思いますけれども、その前提に立っての

横断歩道というようなことで、とりあえず優先すべきものは安全の面でありますんで、横断歩

道の設置について努力したいというように思っております。 

○議長（不老光幸議員） 18番福廣和美議員。 
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○１８番（福廣和美議員） 再度もう一回だけ確認をしときますが、今回筑紫野署が調査する上に

おいて前のその図面はお見せになっているんでしょうか。そういう経緯はお話しになったんで

しょうか。筑紫野署の担当は、先ほどの平成20年度の図面だけを見てお話をしたのか、それと

もこういう道路になったらつく可能性がありますという図面を見せた上でそういう判断をした

のか、お伺いをしたいと思います。 

○議長（不老光幸議員） 建設経済部長。 

○建設経済部長（新納照文） 筑紫野警察署のほうには、後の図面でございます。今現在の線を引

いとる図面で検討をいたしました。以前の分はですね、仮定の図面ということです。こうだっ

た場合は大丈夫でしょうかというふうな確認をしてまいりまして、実際に正式に確認をとった

のは現在の図面で確認をとっております。そのことから、非常に難しい状態であるということ

をお聞きしておるところでございます。 

○議長（不老光幸議員） 18番福廣和美議員。 

○１８番（福廣和美議員） ちょっとそこが、だからおかしいと思うんですよね。仮定の図面と言

いますけども、これならオーケーという筑紫野署のオーケーが出たはずなんです、その図面

で。それは筑紫野署の指導によってできた図面ですよ。こっちが勝手につくった図面じゃない

と私は理解をいたしております。だから、その図面を見せて、見せた上でもう一遍最初から取

り組むべきじゃないですか、と思いますが。そうしないと、今までの経緯、今までの時間とい

うものは何だったのかということになりますよ。だから、筑紫野署をもう一遍呼んで、そこあ

たりを説明し直して、しかしその買収ができないとか土地の買収は難しいとか、そういうこと

になればまた別ですよ、これは人の土地ですからね、私の土地でも何でもないし市の土地でも

ないんですから。 

 だから、私はあそこのファミリーマート自体が反対をして、駐車場が削られますから、そう

いった問題があって信号機がつくのが難しいというふうに理解をしておりましたが、この前水

城ヶ丘の自治会長さんといろいろ話をする中で、いや違うんだと、そうではないんですよとい

う話になってきたから、それはおかしいということになったわけで。筑紫野署だって前のとき

の担当じゃないでしょうから、新しい担当の人でしょうから、あそこもころころころころ見解

が変わるんで、もう前に体験しましたので。自分たちが一方通行をやめさせとって、今度来た

警察官はあそこは一方通行せにゃおかしいとかね、言い始めるわけですから。別に警察の批判

しとるわけでも何でもないんですよ、現実ですから。だから、もう一遍一からやり直してくれ

ませんか。 

○議長（不老光幸議員） 市長。 

○市長（井上保廣） 今のような経緯がありますんで、道路整備は、歩道設置は設置工事としてや

りながら、そして今の信号機の設置等々について原点に立ち返って、そしてもう一度筑紫野警

察署、関係方面と協議をさせたいというふうに思っとります。 

○議長（不老光幸議員） 18番福廣和美議員。 
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○１８番（福廣和美議員） ２点目の下大利団地へ向かう歩道については、今回は先ほど言いまし

たように、片側にできれば一番いいんで。しかし、部長が先ほど回答されましたように構造的

な問題もあるでしょうしいろいろほかの面もあるでしょうから、今回は要望にとめておきます

ので、ぜひ検討をよろしくお願いしたいと思います。 

 じゃあ２項目めに移ってください。 

○議長（不老光幸議員） 市長。 

○市長（井上保廣） ２項目めの水城跡の整備につきましてご回答を申し上げます。 

 水城跡の整備につきましては、平成20年度に東門周辺整備事業、整備等をいたしました。広

場の整備を行い、今年度から土塁の破損箇所の修理、復旧やあるいは樹木の伐採など、保存修

理に着手をしておるところでございます。 

 今後計画的に国、県の指導及び支援を受けながら、人々に親しまれる水城跡を目指しながら

環境整備に努め、進めてまいりたいと思っております。 

 なお、詳細につきましては教育部長のほうから回答をいたします。 

○議長（不老光幸議員） 教育部長。 

○教育部長（山田純裕） 水城跡の今後の具体的な整備計画につきまして、事業を大きく区分しま

して、１つに水城跡の損傷から守るための遺跡の修理、復旧事業、２つ目に緑の計画的管理と

しての樹木伐採事業、そしてこれらの事業が進展した後に計画しておりますのが、水城跡に直

接触れて学べる場、人々が憩い安らげる場を提供するための遊歩道やサイン、あずまや、解説

版等の環境整備事業があり、この事業全体を水城跡整備事業として取り組んでおります。 

 ご質問の水城・国分側の堤防本体の樹木伐採計画につきましては、平成22年度に説明会を行

い、平成23年度から３ないし４年かけまして、順次実施したいというふうに考えております。 

 また、土塁の環境整備につきましては、樹木伐採事業の期間中に基本設計を策定いたしまし

て具体化してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（不老光幸議員） 18番福廣和美議員。 

○１８番（福廣和美議員） 平成22年に説明会をして、説明会というのはどこに対して説明をする

んですか。 

○議長（不老光幸議員） 教育部長。 

○教育部長（山田純裕） 地元ということです。地元のほうに対して説明会を行います。 

○議長（不老光幸議員） 18番福廣和美議員。 

○１８番（福廣和美議員） それは、どういう説明会をされるのかよくわからんのですが、伐採を

するという説明ですか。水城区と国分区に対して説明会をされるんですか。 

○議長（不老光幸議員） 教育部長。 

○教育部長（山田純裕） 伐採計画と申しましても数年かけてということで申し上げましたが、順

次一定の箇所をやって、またしばらくしてからまた次に進むというようなこともございますの
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で、そういった整備、伐採の計画を地元のほうに説明するということです。 

○議長（不老光幸議員） 18番福廣和美議員。 

○１８番（福廣和美議員） いや、普通一般の人の土地であればね、そこに対する説明会だろうと

思うんですが。だから、今聞いたように、水城区自治会と国分区自治会に対して説明会です

か。その持ち主はおらんわけでしょう、もう全部買い上げてますから。 

○議長（不老光幸議員） 教育部長。 

○教育部長（山田純裕） 地元の自治会に対してでございます。 

○議長（不老光幸議員） 18番福廣和美議員。 

○１８番（福廣和美議員） ここについては前からも要望をさせていただいておりますけども、平

成23年から三、四年ですか、かけてやられると。今まで見積もりとかそういうのをとられたか

どうかわかりませんけども、概略今市がしようとしている伐採計画というのは、今言う水城本

体、水城側と国分側の本体についてはどれぐらいの金額を予定されているんでしょうか。まだ

そこまで行ってないんでしょうか。 

○議長（不老光幸議員） 文化財課長。 

○文化財課長（齋藤廣之） 水城跡の伐採事業につきましては、今国、県の支援事業といたしまし

て1,000万円をめどに現在進めております。今年度は吉松を着手、現在しておりましてです

ね、水城跡の破損している部分の修理と伐採を40本ほど、1,000万円をかけてやっておりま

す。それを今部長が申しましたように、この国分・水城側、年間1,000万円をかけて、三、四

年かけて１期事業という形で今のところ考えております。 

 以上です。 

○議長（不老光幸議員） 18番福廣和美議員。 

○１８番（福廣和美議員） できる限りボランティア等をですね、利用をというか、募っていただ

いて、そういう計画ができれば数多くのボランティアの方に集まっていただけるというふうに

思いますし、それは危険性が少ない部分のお手伝いということで。昨日の代表質問の中でもあ

ってましたが、大学生とか高校生とかね、中学生とかなかなか難しい問題があるでしょうけど

も、そういったところにもボランティアで実際に史跡に触れてみませんかということをうたい

ながらぜひ進めていただきたいと。平成23年から期待しておりますので、よろしくお願いしま

す。 

 あと、この件に関しましては、先ほど市長のほうから市民の文化的なことでいいお話をお伺

いをいたしましたが、現実に今国分小学校の自治協議会では、そういったことをやりたいと思

って協議を文化部のほうで重ねているというふうに聞いております。だから、そういう市民の

祭りをぜひ水城堤防を中心にですね、歴史と文化を学びながら自分たちの祭りをやるというこ

とを、いつ計画ができてどうなるかわかりませんけども、ぜひやりたいというふうに思ってお

りますので、そのときはぜひ応援をよろしくお願いしたいというふうに思っております。 

 じゃあもう今日は２点目、先ほど回答をいただきましたので、３点目をお願いします。 
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○議長（不老光幸議員） 市長。 

○市長（井上保廣） 次に、防災対策についてご回答を申し上げます。 

 災害から市民の生命、身体及び財産を守り、安全な生活を保障することは極めて重要なこと

でございます。 

 たび重なる災害を経験いたしました太宰府市は、予防復旧事業により一定の防災の進展はし

ておると思っておりますけれども、近年の集中豪雨は災害の恐ろしさを改めて認識させるもの

でございます。 

 ご質問の水城台団地一帯の史跡地の安全対策につきましては、史跡地、道路、市有財産等の

管理者間との連携を図り、防災対策に取り組んでおり、今後さらに総合行政の充実を図りまし

て、ハード、ソフト両面にわたりまして安全対策に努めてまいりたいと思っております。 

 詳細につきましては担当部長から回答をさせます。 

○議長（不老光幸議員） 教育部長。 

○教育部長（山田純裕） 水城台団地の南側から東側は、特別史跡大野城跡として史跡地の指定が

なされ、ほとんど公有化をしております。 

 特に、水城台団地の東側ののり面は、公有化した史跡地、道路のり面、太宰府市有地等と各

管理者が存在し、豪雨により被災を受けるたびに各管理者において被災箇所の災害復旧を行っ

ております。また、森林保全対策におきましては、福岡県の治山事業によりまして防災に努め

ているところです。 

 なお、史跡地の防災対策につきましては、今後点検を行いまして、国、県に対しましても災

害復旧だけではなく防災対策ができる補助制度の構築を積極的に働きかけてまいります。 

 以上です。 

○議長（不老光幸議員） 18番福廣和美議員。 

○１８番（福廣和美議員） ぜひよろしくお願いしたいと思うんですが、もうおわかりのとおり、

二十数年前にコンクリートで固めた部分というのは中はすかすかなんですね。大雨が降った

ら、側溝の部分は物すごい音をたてて水が流れているんですよ。だから、花崗岩ですから相当

流れているだろうと、その見えない部分がどうなっているかというのがわからないんで不安な

んですよ。大丈夫なのか、危ないのか、もう少しはオーケーなのかね。そこらあたりがふたが

ありますので、安全面を考えてやっていただいてますからね。そこを調査できないかどうか、

それがわかれば安心感が出るんですね。だから、大雨が降るたんびに不安にならないかんとい

うね、そういう状況がありますので、ぜひその不安を解消できる方策はないのかどうかお尋ね

したいと思うんですが。 

○議長（不老光幸議員） 建設経済部長。 

○建設経済部長（新納照文） ほとんどが道路ののり面に当たりますので、私のほうの部署になり

ます。 

 まずはコンクリートの吹きつけの部分、かなり年数もたっておりますので、これについての
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調査をまず技師の目で行いまして、その後専門的な調査を行うかどうかというのを検討させて

いただきたいというように思っています。これも、実際災害はもう既に何度も起きてますの

で、できる限り慎重に行いたいというふうに思っております。 

○議長（不老光幸議員） 18番福廣和美議員。 

○１８番（福廣和美議員） 今回は水城団地の上ののり面のことだけお話ししましたが、隣の水城

ヶ丘団地ののり面についても史跡地に指定をされている部分が多いというふうに思っておりま

す。 

 ぜひ今度、防災マップもつくられる、防災委員もまたつくられるということでお伺いをして

ますので、一歩一歩進んではいるというふうに思っておりますが、ぜひ全体についてですね、

ここがいらっしゃいますからお任せしますけども、私からどうのこうの言わんほうがいいと思

いますので。ぜひ史跡地、史跡地にかかわらず、土砂災害の可能性があるところ随分あります

ので、これは土の石の質の問題が大きくかかわっているというように思いますので。おまえた

ちが危険なところに引っ越してきたっちゃないかと、こう言われればもうそれまでですけど

も。ぜひ我々も太宰府市民でございますので、そういう安全性をできるだけ考えてよろしくお

願いしたいと思います。 

 以上で終わります。 

○議長（不老光幸議員） 18番福廣和美議員の一般質問は終わりました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（不老光幸議員） 以上で本日の議事日程はすべて終了しました。 

 次の本会議は３月19日午前10時から再開します。 

 本日はこれをもちまして散会します。 

              散会 午後４時36分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 


